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古
墳
と
古
墳
時
代

弥
生
時
代
に
続
く
時
代
を
日
本
考
古
学
で
は
古
墳
時
代
と
呼
ん
で
い
る
。

古
墳
と
は
平
地
や
山
腹
な
ど
に
大
き
く
高
く
盛
土
（
封
土
）
を
行
っ
て
作
り
上
げ
た
墳
墓
を
い
う
。
古
墳
の
形
は
前
方
後
円
墳
や
前
方
後
方

墳
、
円
墳
、
方
墳
、
上
円
下
方
墳
な
ど
様
々
な
形
を
表
し
て
い
た
り
、
ま
た
柔
ら
か
い
岩
肌
を
掘
り
ぬ
い
て
墓
室
を
造
っ
た
横
穴
墓
や
、
地
下

式
の
横
穴
墓
な
ど
も
あ
る
。
大
き
く
高
く
盛
り
上
げ
た
封
土
の
中
心
に
は
、
遺
体
を
葬
る
棺
又
は
槨
と
し
て
機
能
を
持
た
せ
た
木
棺
や
石
棺
・

陶
棺
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
を
保
護
す
る
石
室
に
も
竪
穴
式
石
室（
槨
）や
横
穴
式
石
室
な
ど
が
あ
る
。

古
墳
時
代
と
は
、
高
塚
式
の
古
墳
を
作
り
続
け
た
時
間
帯
を
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
三
世
紀
中
頃
か
ら
七
世
紀
頃
ま
で
を
指
し
、
こ
の
期

間
に
作
ら
れ
た
前
方
後
円
墳
な
ど
の
古
墳
は
全
国
で
二
〇
万
基
を
数
え
る
と
い
わ
れ
る
。
古
墳
は
綿
密
な
設
計
・
施
工
の
も
と
、
膨
大
な
労
力

と
投
資
に
よ
っ
て
築
造
さ
れ
た
も
の
で
、一
七
〇
〇
年
を
超
す
時
間
を
超
越
し
て
巨
大
な
記
念
物
と
し
て
私
た
ち
の
眼
前
に
存
在
し
て
い
る
。

　
　
倭
国
の
大
乱
と
そ
の
後

古
墳
時
代
に
先
行
す
る
弥
生
時
代
の
我
が
国
の
動
向
を
記
し
た
文
献
に『
魏
志
』倭
人
伝（
１
）が
あ
る
。
そ
の
中
に

そ
の
国
、
本
ま
た
男
子
を
以
っ
て
王
と
な
し
、
住と

ど

ま
る
こ
と
七
、
八
十
年
。
倭
国
乱
れ
、
相
攻
伐
す
る
こ
と
暦
年
、
乃す

な
わ

ち
共
に
一
女
子
を

立
て
て
王
と
な
す
。
名
づ
け
て
卑
弥
呼
と
い
う
。
鬼
道
に
事
え
、
能
く
衆
を
惑
わ
す
。
年
已
に
長
大
な
る
も
、
夫
婿
な
く
、
男
弟
あ
り
、

佐
け
て
国
を
治
む
。
王
と
な
り
し
よ
り
以
来
、
見
る
あ
る
者
少
な
く
、
婢
千
人
を
以
て
自
ら
侍
せ
し
む
。
た
だ
男
子
一
人
あ
り
、
飲
食
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を
給
し
、
辞
を
伝
え
居
処
に
出
入
す
。
宮
室
・
楼
観
・
城
柵
、
厳
か
に
設
け
、
常
に
人
あ
り
、
兵
を
持
し
て
守
衛
す
。（
中
略
）
景
初
二

年
六
月
、
倭
の
女
王
、
大
夫
難な

ん
し
ょ
う升

米ま
い

等
を
遣
わ
し
郡
に
詣
り
、
天
子
に
詣
り
て
朝
献
せ
ん
こ
と
を
求
む
。
太
守
劉
夏
、
吏
を
遣
わ
し
、
将
っ

て
送
り
て
京
都
に
詣
ら
し
む
。（
後
略
）

と
あ
る
。
景
初
二
年
は
三
年
の
誤
り
で
あ
る
が
、
西
暦
二
三
九
年
に
倭
の
女
王
卑
弥
呼
が
中
国
三
国
時
代
・
魏
の
明
帝
に
朝
献
を
願
い
出
て
い

る
。
前
段
の
「
相
攻
伐
す
る
こ
と
暦
年
」
に
つい
て『
後
漢
書
』
倭
伝
で
は
「
桓
霊
間
倭
国
大
乱
更
相
攻
伐
歴
年
」
と
し
、
桓
帝
・
霊
帝
間
即
ち

西
暦
一
四
七
年
〜
一
八
九
年
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
梁
書
』
倭
伝
で
は
「
漢
霊
帝
光
和
中
倭
国
乱
相
攻
伐
歴
年
」
と
し
、
光
和
年
中
即
ち
西
暦

一
七
八
〜
一
八
四
年
と
す
る
。
こ
の『
梁
書
』
倭
伝
の
記
事
は
後
漢
書
倭
伝
に
「
安
帝
の
永
初
元
年
、
倭
の
国
王
帥
升
等
、
生
口
百
六
十
人
を

献
じ
、
請
見
を
願
う
。」
と
い
う
永
初
元
年
（
一
〇
七
）の
朝
貢
の
記
事
に
「
住
ま
る
こ
と
」
七
・
八
〇
年
を
加
算
し
て
得
た
数
字
で
あ
ろ
う
と
推

定
さ
れ
る
。
男
王
帥す

い
し
ょ
う升

等
の
治
世
し
た
一
〇
七
年
前
後
か
ら
七･

八
〇
年
は
、
倭
国
は
安
定
し
て
い
た
と
す
る
が
、
そ
の
後
長
年
に
わ
た
っ
て

相
攻
伐
す
る
「
倭
国
の
大
乱
」
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
従
来
、
弥
生
時
代
中
期
の
日
本
の
内
乱
と
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
の

研
究
で
は
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
への
過
渡
期
の
出
来
事
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
る
。

倭
国
の
大
乱
後
、
卑
弥
呼
の
治
世
が
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
三
世
紀
中
頃
か
ら
倭
国
は
安
定
を
見
せ
始
め
、
国
々
の
首
長
を
束
ね
る
邪
馬
台

国
＝
倭（
ヤ
マ
ト
）政
権
の
胎
動
を
み
る
の
で
あ
る
が
、
更
に『
魏
志
』倭
人
伝
は

卑
弥
呼
以
っ
て
死
す
。
大
い
に
冢
を
作
る
。
径
百
余
歩
、
徇
葬
す
る
者
、
奴
婢
百
余
人
。
更
に
男
王
を
立
て
し
も
、
国
中
服
せ
ず
。
更
々

相
誅
殺
し
、当
時
千
余
人
を
殺
す
。
ま
た
卑
弥
呼
の
宗
女
壱
与
年
十
三
な
る
を
立
て
て
王
と
な
し
、国
中
遂
に
定
ま
る
。
政
等
、檄
を
以
っ

て
壱
与
を
告
喩
す
。
壱
与
大
夫
率
善
中
郎
将
掖
邪
狗
等
二
〇
人
を
遣
わ
し
、
政
等
の
還
る
を
送
ら
し
む
。
因
っ
て
台
に
詣
り
、
男
女
生

口
三
〇
人
を
献
上
し
、
白
珠
五
千
孔
・
青
大
勾
珠
二
枚
・
異
文
雑
錦
二
〇
匹
を
貢
す
。

と
記
し
て
い
る
。
倭
国
は
卑
弥
呼
を
共
立
・
推
戴
す
る
こ
と
で
国
中
が
治
ま
っ
て
い
た
も
の
の
、
卑
弥
呼
が
死
す
る
と
再
び
乱
世
に
突
入
し
、
卑

弥
呼
の
宗
女
壱
与
の
推
戴
で
も
っ
て
安
定
し
た
、
と
伝
え
る
。
倭
人
の
条
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
後
の
様
子
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
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そ
の
後
、
中
国
の
史
書
に
現
れ
る
の
は
、
倭
王
讃
が
中
国
・
南
朝
宋
に
入
貢
し
た
こ
と
を
記
載
す
る『
宋
書
』
倭
国
伝
に
登
場
す
る
ま
で
で
あ

り
、
約
一
五
〇
年
の
空
白
期
が
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
の
間
も
表
４
─
１
に
記
載
す
る
よ
う
に
百
済
等
を
は
じ
め
と
し
た
記
述
は
認
め
ら
れ
、
全

く
交
渉
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

前
掲
魏
志
で
は
倭
人
伝
の
前
に
、
烏う

丸が
ん

鮮せ
ん

卑ぴ

東と
う

夷い

伝で
ん

を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
中
の
弁
辰（
弁
韓
）の
条
で

国
、
鉄
を
出
す
、
韓
、
濊
、
倭
皆
従
い
て
之
を
取
る
。
諸
市
で
皆
鉄
を
用
い
て
買
う
、
中
国
の
銭
を
用
い
る
が
如
し
、
ま
た
以
っ
て
二
郡

に
供
給
す
。

と
記
し
、
倭
が
渡
海
し
て
鉄
を
入
手
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
文
中
の
倭
に
つい
て
は
日
本
を
指
す
字
で
あ
れ
ば
、
倭
人
と
記
す
べ
し
と
の

意
見
も
あ
り
、
こ
の
場
合
の
倭
は
朝
鮮
半
島
南
海
部
に
住
む
種
族
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る（
２
）。

我
が
国
の
資
料
で
は『
日
本
書
紀
』神
功
紀
四
十
六
年（
西
暦
三
六
六
年
、
近
肖
古
王
二
十
一
年
）条
の
百
済
近
肖
古
王
か
ら
五
色
の
綵
絹
、

角
の
弓
箭
と
と
も
に「
鉄
鋌
四
十
枚
」が
送
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
、
更
に
五
二
年
条（
西
暦
三
七
二
年
、
近
肖
古
王
二
十
八
年
）に
は「
七
枝
刀

一
口
。
七
子
鏡
一
面
」の
献
上
と
、「
谷
那
の
鉄
山
」の
こ
と
を
載
せ
て
い
る
。

事
実
我
が
国
の
古
墳
か
ら
は
鉄
素
材
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
鉄
鋌
が
、
奈
良
県
奈
良
市
ウ
ワ
ナ
ベ
古
墳
陪
塚（
大
和
六
号
墳
）な
ど
か
ら
出
土

し
、
ま
た
、
本
県
で
は
小
値
賀
町
神
ノ
崎
遺
跡（
３
）で
弥
生
時
代
中
期
後
半
の
板
状
鉄
斧
が
出
土
す
る
な
ど
、
記
述
の
裏
づ
け
を
す
る
よ
う
な

遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
弥
生
時
代
以
降
倭
人
の
鉄
に
対
す
る
要
求
は
強
く
、
史
上
に
の
ぼ
る
以
上
の
攻
伐
は
あ
っ
た
も
の
と
解
せ

ら
れ
る
。

『
宋
書
』
倭
国
伝
に
は
、
倭
王
の
遣
使
を
八
回
ほ
ど
載
せ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
叙
位
に
関
す
る
記
事
が
多
く
、
国
内
外
に
関
し
前
記
の
よ
う
な

様
々
な
緊
張
状
態
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
時
期
は
古
墳
時
代
中
期
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
前
後
我
が
国
は
遣
隋
使
・
遣
唐
使
等
の
派

遣
で
中
国
文
物
の
摂
取
に
努
め
た
が
、
百
済
滅
亡
に
際
し
て
送
っ
た
援
軍
が
、
唐
・
新
羅
の
連
合
軍
と
交
戦
・
敗
北
（
六
六
三
年　

白
村
江
の

戦
）し
た
た
め
、
国
交
の
途
絶
が
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

さ
て
、
卑
弥
呼
の
治
世
以
前
、
弥
生
時
代
中
国
漢
鏡
は
北
部
九
州
に
圧
倒
的
に
分
布
し
て
い
た
の
に
対
し
、
三
世
紀
初
め
を
境
に
状
況
が
一
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中国・朝鮮半島のできごと 文献
	 221	 	 秦	 	 	 秦始皇帝中国を統一	
	 206	 	 	 	 	 秦滅亡	
	 202	 	 前漢	 	 	 前漢成立・劉邦（高祖）	
	 194	 	 	 	 	 衛満、箕子朝鮮を滅ぼし、衛氏朝鮮始まる	
	 108	 	 　	 	 	 武帝、衛氏朝鮮を滅ぼして楽浪郡以下４郡設置	
	 82	 	 	 	 	 漢が鉄製武器の輸出解禁◎臨屯・真蕃２郡を廃止	
	 75	 	 	 	 	 朝鮮半島での漢の勢力後退、楽浪郡のみ残る	
	 37	 	 	 	 	 朱（東明王）高句麗を建国	 『高句麗本紀』第一
	 8	 	 新	 	 	 王莽の新成立	
	 	 	 	 	 	 王莽敗死し、新滅びる	
	 25	 	 後漢	 	 	 後漢成立・劉秀（光武帝）	
	 30	 	 	 	 	 後漢、楽浪を回復する	
	 37	 	 	 	 	 高句麗、楽浪郡を襲う	 『高句麗本紀』第二
	 57	 建武中元2年	 後漢・光武帝	 	 	 	 『後漢書』倭伝
	 107	 永初元年	 後漢・安帝	 	 	 	 『後漢書』倭伝
	 147〜 189	 	 後漢・霊帝	 	 	 	 『梁書』倭伝
	 174	 	 	 	 	 倭女王卑弥呼遣使来聘	 『新羅本紀』第二
	 190	 	 	 	 	 公孫度、遼東候と称し、楽浪郡を支配
	 205	 	 	 	 	 公孫康が楽浪郡の南を分割し帯方設置
	 220	 	 三国	 	 	 後漢滅亡、三国（魏・呉・蜀）分立時代
	 238	 	 三国・魏・明帝	 	 	 魏、公孫氏を滅ぼし、楽浪・帯方郡を掌握
	 239	 景初3年	 三国・魏・明帝	 	 	 	 『魏志』倭人伝
	 240	 正始元年	 三国・魏・斉王芳	 	 	 	 『魏志』倭人伝
	 241	 景初（5）年	 三国・魏・明帝	 	 	 	 『北史』倭国伝
	 243	 正始4年	 三国・魏・斉王芳	 	 	 	 『魏志』倭人伝
	 245	 正始6年	 三国・魏・斉王芳	 	 	 	 『魏志』倭人伝
	 247	 正始8年	 三国・魏・斉王芳	 	 	 	 『魏志』倭人伝
	 248	 正始年中	 	 	 	 	 『魏志』倭人伝	
	 265	 泰始元年	 西晋・武帝	 	 	 晋王司馬炎（武帝）、帝を称す	 『晋書』倭人伝
	 313	 	 	 	 	 楽浪郡滅亡、この頃百済、新羅興国
	 315	 	 	 	 	 高句麗玄菟城攻略、陥落させる	 『高句麗本紀』第五
	 316	 	 	 	 	 西晋滅亡
	 318	 	 	 	 	 司馬叡、東晋興す
	 367	 	 	 	 	 新羅の使者、倭に至る
	 369	 	 	 	 	 倭と百済の連合軍が新羅を破る　（神功紀49年条）	 『日本書紀』
	 372	 	 	 	 	 百済近肖古王、七支刀を献ず（神功紀52年条）	 『日本書紀』
	 386	 	 北魏	 	 	 鮮卑の拓跋珪、北魏の建国
	 391	 太元16年・辛卯年	 東晋・孝武帝	 	 	 	 『高句麗広開土王碑銘』
	 420	 	 南北朝	 	 	 〜 589南北朝時代始まる
	 421	 永初2年	 南朝宋・文帝	 	 	 	 『宋書』倭国伝
	 425	 元嘉2年	 南朝宋・文帝	 	 	 	 『宋書』倭国伝
	 443	 元嘉20年	 南朝宋・文帝	 	 	 	 『宋書』倭国伝
	 451	 元嘉28年	 南朝宋・文帝	 	 	 	 『宋書』倭国伝
	 462	 大明6年	 南朝宋・孝武帝	 	 	 	 『宋書』倭国伝
	 478	 昇明2年	 南朝宋・文帝	 	 	 	 『宋書』倭国伝	
	 479	 建元元年	 南朝斉・高帝	 	 	 	 『南斉書』倭国伝
	 	 建元中	 南朝斉・高帝	 	 	 	 『梁書』倭伝、『南史』倭国伝
	 502	 天監元年	 南朝梁・武帝	 	 	 	 『梁書』倭国伝
	 527	 	 	 	 	 	 『日本書紀』・『筑後国風土記逸文』
	 589	 	 隋・文帝	 	 	 北周の楊堅（文帝）中国統一・隋
	 600	 開皇20年	 隋・文帝	 推古8年	 	 	 『隋書』倭国伝
	 607	 大業3年	 隋・煬帝	 推古15年	 	 	 『隋書』倭国伝、『北史』倭国伝、日本書紀
	 608	 大業4年	 隋・煬帝	 推古16年	 	 	 『隋書』倭国伝、『北史』倭国伝、日本書紀
	 618	 	 唐	 	 	 李淵（高祖）、唐を興す
	 624	 	 	 推古32年	 	 唐、均田制・租庸調制を定める
	 645	 	 	 大化元年	 	 	 『日本書紀』
	 646	 	 	 大化2年	 	 	 『日本書紀』
	 660	 	 	 白雉6年	 	 百済滅亡
	 663	 	 	 天智2年	
	 668	 	 	 天智7年	 	 高句麗滅亡
	 676	 	 	 天武5年	 	 新羅、半島統一

水稲耕作の大陸よりの流入・開始

倭奴国、奉貢朝賀◎光武帝より印綬を賜る
倭国王帥升等を後漢に朝貢
倭国大乱

この頃卑弥呼、公孫氏の帯方郡への朝貢を行うか？

６月邪馬台国女王卑弥呼、大夫難升米らを魏に遣使◎12月卑弥呼親　　　　　　　魏倭王に叙任、５尺刀２口、銅鏡百枚などを賜る
	太守弓遵、建中校梯儁らを遣わし、倭王に詔書・印綬を送致	
卑弥呼が初めて魏に遣使・朝貢する
倭王大夫伊声耆・掖邪狗ら８人を献使。掖邪狗ら率善中郎　　　　　　　将の印綬を壱拝す	
難升米、黄幢を賜る
倭女王、狗奴国との戦況報告◎詔書・黄幢を賜る	 	
	卑弥呼以って死す。大いに冢を作る。径百余歩◎張政ら倭　　　　　　　女王壱与に檄をもって告諭す◎壱与、掖
邪狗ら20人を遣わし、政らの帰国を送り、魏都洛陽に詣でる
倭王西晋に献使、入貢

倭軍渡海し、百済・新羅を服属する

倭讃、南朝宋に朝貢し、叙授を賜う
倭王讃死し、弟珍立つ◎司馬曹達を派遣◎安東将軍倭国王　　　　　　　に叙任
倭王済、遣使入貢、安東将軍倭国王に叙任
倭王済に使持節都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六国諸軍事安東　　　　　　　将軍を加える◎済死し、世子興、遣使・貢献
倭王世子興、安東将軍倭国王に叙任◎興死し、弟武立つ
倭王武、遣使・上表◎高句麗の無道を上告、忠節を勧む　　　　　　　　◎使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・
慕韓・六国諸軍事安東大将軍倭王に叙任
倭王武、斉の高帝より使持節都督倭・新羅・任那・加羅・　　　　　　　秦韓六国諸軍事鎮東大将軍倭王に叙任
武を持節[都]督六国諸軍事鎮東大将軍に叙する
武を進めて、征東将軍と号させる
筑紫の君・磐井の叛乱

倭王隋都・長安に遣使・入朝
倭王小野妹子を遣使・朝貢◎国書に「日出ずる処の天子、　　　　　　　　書を日没する処の天子に致す、恙なきや、
云々」、煬帝これをみて悦ばず
煬帝文林郎裴（世）清を倭国に遣わし宣諭する◎清の帰国に　　　　　　　従い、倭王遣使・入貢

大化の改新
大化の薄葬令（孝徳紀２年条）

白村江の戦いで、唐・新羅の連合軍に敗れる
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	 221	 	 秦	 	 	 秦始皇帝中国を統一	
	 206	 	 	 	 	 秦滅亡	
	 202	 	 前漢	 	 	 前漢成立・劉邦（高祖）	
	 194	 	 	 	 	 衛満、箕子朝鮮を滅ぼし、衛氏朝鮮始まる	
	 108	 	 　	 	 	 武帝、衛氏朝鮮を滅ぼして楽浪郡以下４郡設置	
	 82	 	 	 	 	 漢が鉄製武器の輸出解禁◎臨屯・真蕃２郡を廃止	
	 75	 	 	 	 	 朝鮮半島での漢の勢力後退、楽浪郡のみ残る	
	 37	 	 	 	 	 朱（東明王）高句麗を建国	 『高句麗本紀』第一
	 8	 	 新	 	 	 王莽の新成立	
	 	 	 	 	 	 王莽敗死し、新滅びる	
	 25	 	 後漢	 	 	 後漢成立・劉秀（光武帝）	
	 30	 	 	 	 	 後漢、楽浪を回復する	
	 37	 	 	 	 	 高句麗、楽浪郡を襲う	 『高句麗本紀』第二
	 57	 建武中元2年	 後漢・光武帝	 	 	 	 『後漢書』倭伝
	 107	 永初元年	 後漢・安帝	 	 	 	 『後漢書』倭伝
	 147〜 189	 	 後漢・霊帝	 	 	 	 『梁書』倭伝
	 174	 	 	 	 	 倭女王卑弥呼遣使来聘	 『新羅本紀』第二
	 190	 	 	 	 	 公孫度、遼東候と称し、楽浪郡を支配
	 205	 	 	 	 	 公孫康が楽浪郡の南を分割し帯方設置
	 220	 	 三国	 	 	 後漢滅亡、三国（魏・呉・蜀）分立時代
	 238	 	 三国・魏・明帝	 	 	 魏、公孫氏を滅ぼし、楽浪・帯方郡を掌握
	 239	 景初3年	 三国・魏・明帝	 	 	 	 『魏志』倭人伝
	 240	 正始元年	 三国・魏・斉王芳	 	 	 	 『魏志』倭人伝
	 241	 景初（5）年	 三国・魏・明帝	 	 	 	 『北史』倭国伝
	 243	 正始4年	 三国・魏・斉王芳	 	 	 	 『魏志』倭人伝
	 245	 正始6年	 三国・魏・斉王芳	 	 	 	 『魏志』倭人伝
	 247	 正始8年	 三国・魏・斉王芳	 	 	 	 『魏志』倭人伝
	 248	 正始年中	 	 	 	 	 『魏志』倭人伝	
	 265	 泰始元年	 西晋・武帝	 	 	 晋王司馬炎（武帝）、帝を称す	 『晋書』倭人伝
	 313	 	 	 	 	 楽浪郡滅亡、この頃百済、新羅興国
	 315	 	 	 	 	 高句麗玄菟城攻略、陥落させる	 『高句麗本紀』第五
	 316	 	 	 	 	 西晋滅亡
	 318	 	 	 	 	 司馬叡、東晋興す
	 367	 	 	 	 	 新羅の使者、倭に至る
	 369	 	 	 	 	 倭と百済の連合軍が新羅を破る　（神功紀49年条）	 『日本書紀』
	 372	 	 	 	 	 百済近肖古王、七支刀を献ず（神功紀52年条）	 『日本書紀』
	 386	 	 北魏	 	 	 鮮卑の拓跋珪、北魏の建国
	 391	 太元16年・辛卯年	 東晋・孝武帝	 	 	 	 『高句麗広開土王碑銘』
	 420	 	 南北朝	 	 	 〜 589南北朝時代始まる
	 421	 永初2年	 南朝宋・文帝	 	 	 	 『宋書』倭国伝
	 425	 元嘉2年	 南朝宋・文帝	 	 	 	 『宋書』倭国伝
	 443	 元嘉20年	 南朝宋・文帝	 	 	 	 『宋書』倭国伝
	 451	 元嘉28年	 南朝宋・文帝	 	 	 	 『宋書』倭国伝
	 462	 大明6年	 南朝宋・孝武帝	 	 	 	 『宋書』倭国伝
	 478	 昇明2年	 南朝宋・文帝	 	 	 	 『宋書』倭国伝	
	 479	 建元元年	 南朝斉・高帝	 	 	 	 『南斉書』倭国伝
	 	 建元中	 南朝斉・高帝	 	 	 	 『梁書』倭伝、『南史』倭国伝
	 502	 天監元年	 南朝梁・武帝	 	 	 	 『梁書』倭国伝
	 527	 	 	 	 	 	 『日本書紀』・『筑後国風土記逸文』
	 589	 	 隋・文帝	 	 	 北周の楊堅（文帝）中国統一・隋
	 600	 開皇20年	 隋・文帝	 推古8年	 	 	 『隋書』倭国伝
	 607	 大業3年	 隋・煬帝	 推古15年	 	 	 『隋書』倭国伝、『北史』倭国伝、日本書紀
	 608	 大業4年	 隋・煬帝	 推古16年	 	 	 『隋書』倭国伝、『北史』倭国伝、日本書紀
	 618	 	 唐	 	 	 李淵（高祖）、唐を興す
	 624	 	 	 推古32年	 	 唐、均田制・租庸調制を定める
	 645	 	 	 大化元年	 	 	 『日本書紀』
	 646	 	 	 大化2年	 	 	 『日本書紀』
	 660	 	 	 白雉6年	 	 百済滅亡
	 663	 	 	 天智2年	
	 668	 	 	 天智7年	 	 高句麗滅亡
	 676	 	 	 天武5年	 	 新羅、半島統一

弥
生
時
代

古
墳
時
代

前
期

前
期

中
期

中
期

後
期

後
期

日本のおもなできごと西暦時代 中国年紀 中国王朝 日本年紀
表4‐1　倭中対外交渉年表

歴
史
時
代

水稲耕作の大陸よりの流入・開始

倭奴国、奉貢朝賀◎光武帝より印綬を賜る
倭国王帥升等を後漢に朝貢
倭国大乱

この頃卑弥呼、公孫氏の帯方郡への朝貢を行うか？

６月邪馬台国女王卑弥呼、大夫難升米らを魏に遣使◎12月卑弥呼親　　　　　　　魏倭王に叙任、５尺刀２口、銅鏡百枚などを賜る
	太守弓遵、建中校梯儁らを遣わし、倭王に詔書・印綬を送致	
卑弥呼が初めて魏に遣使・朝貢する
倭王大夫伊声耆・掖邪狗ら８人を献使。掖邪狗ら率善中郎　　　　　　　将の印綬を壱拝す	
難升米、黄幢を賜る
倭女王、狗奴国との戦況報告◎詔書・黄幢を賜る	 	
	卑弥呼以って死す。大いに冢を作る。径百余歩◎張政ら倭　　　　　　　女王壱与に檄をもって告諭す◎壱与、掖
邪狗ら20人を遣わし、政らの帰国を送り、魏都洛陽に詣でる
倭王西晋に献使、入貢

倭軍渡海し、百済・新羅を服属する

倭讃、南朝宋に朝貢し、叙授を賜う
倭王讃死し、弟珍立つ◎司馬曹達を派遣◎安東将軍倭国王　　　　　　　に叙任
倭王済、遣使入貢、安東将軍倭国王に叙任
倭王済に使持節都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六国諸軍事安東　　　　　　　将軍を加える◎済死し、世子興、遣使・貢献
倭王世子興、安東将軍倭国王に叙任◎興死し、弟武立つ
倭王武、遣使・上表◎高句麗の無道を上告、忠節を勧む　　　　　　　　◎使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・
慕韓・六国諸軍事安東大将軍倭王に叙任
倭王武、斉の高帝より使持節都督倭・新羅・任那・加羅・　　　　　　　秦韓六国諸軍事鎮東大将軍倭王に叙任
武を持節[都]督六国諸軍事鎮東大将軍に叙する
武を進めて、征東将軍と号させる
筑紫の君・磐井の叛乱

倭王隋都・長安に遣使・入朝
倭王小野妹子を遣使・朝貢◎国書に「日出ずる処の天子、　　　　　　　　書を日没する処の天子に致す、恙なきや、
云々」、煬帝これをみて悦ばず
煬帝文林郎裴（世）清を倭国に遣わし宣諭する◎清の帰国に　　　　　　　従い、倭王遣使・入貢

大化の改新
大化の薄葬令（孝徳紀２年条）

白村江の戦いで、唐・新羅の連合軍に敗れる
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変
し
て
畿
内
を
中
心
に
分
布
す
る
よ
う
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
九
州
を
代
表
す
る
盟
主
で
あ
る「
奴
」国（
須
玖
岡
本
遺
跡
）や「
伊
都
」国（
三
雲
南
小
路
遺
跡
、
井
原
鑓
溝
遺
跡
）、「
末
廬
」

国
（
宇
木
汲
田
遺
跡
、
桜
馬
場
遺
跡
）
な
ど
の
首
長
が
楽
浪
郡
を
媒
介
に
紀
元
前
後
長
ら
く
漢
鏡
を
入
手
・
分
配
す
る
こ
と
で
協
調
し
て
い
た

状
態
が
、
倭
国
の
大
乱
を
契
機
に
漢
鏡
入
手
の
主
体
が
畿
内
に
移
動
し
、
こ
れ
以
降
畿
内
を
中
心
に
漢
鏡
の
入
手
・
分
配
関
係
が
成
立
す
る
こ

と
と
な
る
。

　
　
古
墳
時
代
の
土
器

弥
生
時
代
や
縄
文
時
代
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
代
表
す
る
土
器
、
す
な
わ
ち
弥
生
土
器
、
縄
文
土
器
が
使
用
さ
れ
た
時
間
帯
を
指
す
の

に
対
し
、
古
墳
時
代
に
使
用
さ
れ
た
土
器
は
、
古
墳
時
代
以
降
も
使
用
・
機
能
し
た
点
に
お
い
て
前
代
の
呼
称
法
や
概
念
と
は
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
。

そ
し
て
古
墳
時
代
に
使
わ
れ
た
土
器
は
古
墳
土
器
と
は
呼
ば
ず
、
土は

じ

き

師
器
と
称
す
る
。
こ
の
土
師
器
は
弥
生
式
土
器
の
系
譜
に
連
な
る
赤
味

が
か
っ
た
素
焼
き
土
器
で
あ
る
が
、
そ
の
使
用
期
間
は
古
墳
時
代
か
ら
平
安
時
代
ま
で
と
長
期
間
に
わ
た
っ
て
製
作
・
使
用
さ
れ
た
。
こ
の
土

師
器
と
い
う
名
称
は『
延
喜
式
』巻
二
四
主
計
上
「
土
師
器
一
丁
・
贄
土
師
鋺か

な
ま
り
か
た形

五
十
口
」
と
記
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
平
安
時
代
に
使
わ
れ
て
い

た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
同
系
統
で
あ
る
古
墳
時
代
の
土
器
も
土
師
器
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
雄
略
天

皇
十
七
年
条
に
は
「
贄

に
え
の

土は

じ

べ

師
部
」
を
設
け
た
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
そ
の
名
の
起
こ
り
は
古
く
遡
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
土
師
器
の
起
源

は
弥
生
式
土
器
に
連
な
る
も
の
の
、古
墳
の
発
生
を
も
っ
て
土
師
器
と
呼
ぶ
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。で
は
そ
の
下
限
は
と
い
う
と
、土
器
相
の
差

異
で
も
っ
て
峻
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
日
常
生
活
で
の
主
要
な
容
器
と
し
て
機
能
を
喪
失
し
た
と
思
わ
れ
る
段
階
、
す
な
わ
ち
須
恵
器

生
産
の
延
長
上
に
あ
る
中
世
窯
業
、
施
釉
陶
器
の
出
現
を
も
っ
て
土
師
器
の
下
限
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
軟
質
で
赤
焼
き
の
土
器
で
あ
る

土
師
器
の
命
脈
は
坏
や
皿
と
い
う
限
ら
れ
た
器
種
・
使
用
方
法
の
な
か
で
生
き
続
け
る
。「
か
わ
ら
け
」な
ど
と
称
す
る
も
の
が
こ
の
類
で
あ
る
。

古
墳
時
代
の
土
器
と
し
て
は
、
こ
の
土
師
器
の
ほ
か
に
須
恵
器
が
あ
る
。
五
世
紀
の
前
半
に
は
我
が
国
に
招
来
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
須

三
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恵
器
は
土
師
器
と
違
っ
て
半
地
下
式
に
作
っ
た
登
窯
で
焼
成
し
た
金
属
音
の
す
る
堅
い
焼
き
物
で
あ
る
。
色
調
は
灰
色
か
ら
青
灰
色
に
仕
上

が
っ
て
お
り
、
約
一
一
〇
〇
度
前
後
で
焼
成
し
て
い
る
。
須
恵
器
の
成
形
上
の
特
徴
は
、
土
師
器
と
違
っ
て
ロ
ク
ロ
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

大
型
・
厚
手
の
も
の
は
ロ
ク
ロ
上
で
粘
土
紐
を
巻
き
上
げ
た
あ
と
、
内
側
に
当
て
木
を
当
て
、
外
側
か
ら
叩
き
板
で
叩
き
締
め
空
気
を
出
し
て

成
形
・
焼
成
す
る
方
法
で
作
り
上
げ
る
。
叩
き
締
め
る
こ
と
に
よ
り
内
面
に
は
青
海
波
文
、
外
面
に
は
平
行
条
痕
、
格
子
目
文
な
ど
の
特
徴
的

な
痕
跡
が
残
る
。
坏
な
ど
の
薄
手
で
小
型
の
も
の
は
ロ
ク
ロ
上
で
水
挽
き
成
形
・
焼
成
し
て
い
る
。
明
治
時
代
に
は
朝
鮮
式
土
器
、祝い

わ
い
べ
し
き
ど
き

部
式
土
器

と
も
称
さ
れ
た
が
、『
和
名
類
聚
抄
』に「
須す

え

の

う

つ

わ

も

の

恵
宇
都
波
毛
乃
」と
訓
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
、『
延
喜
式
』巻
二
四
主
計
上
の
左
右
京
、
五
畿

内
国
の
調
と
し
て
「
陶す

え

器
、
八
丁
」
な
ど
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
須
恵
器
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
須
恵
器
も
土
師
器
同
様
平
安
時
代
の
文
献

に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
主
た
る
日
常
容
器
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
須
恵
器
の
起
源
に
つい
て
記
し
た
文
献
に『
日
本
書
紀
』が
あ

る
。
一
つ
は
垂
仁
天
皇
三
年
条
に「
是
以
近
江
国
鏡
谷は

ざ
ま
の
す
え
ひ
と

陶
人
。
則
天あ

め
の
ひ
ぼ
こ

日
槍
之
従
人
也
」
と
し
、
も
う
一
つ
は
雄
略
天
皇
七
年（
西
暦
四
六
三
年
）

条
に「
以
新い

ま
き
の
あ
や
の
す
え
つ
く
り
べ

漢
陶
部
高
貴
。
鞍
部
堅
貴
、画
部
因
斯
羅
我
。
錦
部
定
安
那
錦
。
譯
語
卯
安
那
等
、遷
居
干
上
桃
原
。
下
桃
原
。
真
神
原
三
所
」

と
記
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
記
述
も
須
恵
器
製
作
が
、
我
が
国
古
来
の
伝
統
技
術
で
は
な
く
、
朝
鮮
半
島
か
ら
招
来
さ
れ
た
技
術
で
あ
り
、
そ

れ
は
谷
陶
人
や
新
漢
陶
部
高
貴
な
ど
の
製
作
技
術
者
の
渡
来
を
も
っ
て
確
立
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
畿
内
型
古
墳
と
在
地
の
古
墳

古
墳
時
代
の
開
始
期
は
三
世
紀
半
ば
頃
、
ま
た
そ
の
終
末
は
七
世
紀
頃
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
約
三
五
〇
年
間
の
時
間
幅
を
古
墳
時
代
と

し
て
取
り
扱
う
。
古
墳
時
代
の
開
始
期
に
つい
て
は
従
来
四
世
紀
代
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
炭
素
一
四
年
代
の
研
究
結

果
で
は
、
箸
墓
古
墳
か
ら
出
土
し
た「
布
留
０
式
」土
器
付
着
の
炭
化
物
の
年
代
が
三
世
紀
の
中
頃
と
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
と
の
考
え
を

示
し
、
卑
弥
呼
の
墓
（
卑
弥
呼
の
死
は
二
四
七
〜
八
年
頃
）
と
し
て
箸
墓
古
墳
が
現
実
味
を
帯
び
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
、
卑
弥
呼
が
朝

貢
し
た
景
初
三
年（
二
三
九
）に
下
賜
さ
れ
た
銅
鏡
一
〇
〇
枚
が
三
角
縁
神
獣
鏡
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
全
国
に
配
布
さ
れ
畿
内
型
古
墳
に
副
葬

さ
れ
た
鏡
は
二
四
〇
年
以
後
に
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
古
墳
時
代
の
始
ま
り
の
時
期
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
奈
良
県
桜
井

四



416

市
の
勝
山
古
墳
周
溝
か
ら
出
土
し
た
ヒ
ノ
キ
の
木
製
品
が
年
輪
年
代
法
に
よ
る
分
析
で
、
三
世
紀
初
め
に
伐
採
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
も
古

墳
時
代
の
開
始
期
の
年
代
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
後
の
動
向
が
注
視
さ
れ
る
。

我
が
国
に
お
け
る
最
初
期
の
古
墳
は
、
奈
良
盆
地
東
南
部
に
所
在
す
る
箸
墓
古
墳
と
い
う
前
方
後
円
墳
で
、
全
長
二
七
六
㍍
と
巨
大
で
あ
る
。

前
時
代
の
弥
生
時
代
と
大
き
く
異
な
る
点
は
、
巨
大
な
古
墳
を
作
れ
る
だ
け
の
社
会
的
・
経
済
的
基
盤
を
掌
握
し
た
人
物
の
登
場
を
想
定
さ

せ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
王
と
呼
ば
れ
る
最
高
の
権
力
者
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
全
国
各
地
に
は
前
代
か
ら
の
系
譜
を
引
く
墳
墓
は
存
在
し
て
お
り
、
ま
た
時
期
的
に
も
箸
墓
古
墳
と
同
時
代
と
認
め
ら
れ
る
も
の

も
存
在
し
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
ら
が
箸
墓
古
墳
と
異
な
る
点
は
、
規
格
的
な
前
方
後
円
形
の
墳
墓
と
は
み
な
し
が
た
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に

根
ざ
し
た
要
素
が
多
い
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
墳
墓
の
形
や
石
室
、
副
葬
品
な
ど
に
お
い
て
共
通
す
る
項
目
が
少
な
く
、
同

じ
俎
上
に
お
い
て
論
議
が
困
難
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
古
墳
の
内
部
主
体
や
墳
丘
な
ど
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
祭
祀
用
や
儀
礼
用
の
土
器
に
お
い
て
は
、
庄
内
式
土
器
と
か
布
留
式
土
器

と
い
わ
れ
る
全
国
的
に
斉
一
化
さ
れ
た
土
師
器
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
古
墳
時
代
開
始
期
の
段
階
か
ら
土
器
相
に
お
い
て
は
全
国
的
に

共
通
し
、
前
述
の
墳
形
や
石
室
、
副
葬
品
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
示
す
と
い
う
複
雑
な
面
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
古
墳
、
特
に
前
方
後
円
墳

と
い
う
構
築
物
が「
首
長
霊
継
承
儀
礼
の
場
」
す
な
わ
ち
祭
政（
ま
つ
り
と
ま
つ
り
ご
と
）権
の
継
承
を
執
り
行
う
場
所
と
い
う
機
能
を
有
し
て
い

る
た
め
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
物
的
証
拠
品
と
し
て
の
内
部
主
体
や
副
葬
品
が
画
一
化
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
葬
送
を
行
う
主
体
が
、
国

家
又
は
氏
族
あ
る
い
は
部
族
の
レ
ベル
差
を
示
し
て
い
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
斉
一
化
し
た
土
師
器
の
出
土
は
時
系
列
の
関
係
の
み
を

表
し
て
い
る
と
い
う
次
元
的
な
違
い
で
あ
る
と
換
言
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
古
墳
時
代
の
開
始
期
に
お
い
て
は
、
畿
内
型
古
墳
の
各
地
への
浸
透
・
波
及
が
統
一
国
家
の
誕
生
で
あ
る
と
同
義
的
に
言
わ
れ
て

き
た
が
、
各
地
の
精
査
を
行
う
と
必
ず
し
も
進
化
論
的
・
画
一
的
に
収
斂
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
不
連
続
の
連

続
こ
そ
が
中
央
と
地
方
の
統
一
化
の
実
態
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
畿
内
型
古
墳
の
出
現
以
前
の
墳
墓
型
式
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
墳
丘
の
作
り
方
や
葬
送
儀
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礼
な
ど
が
地
域
ご
と
に
特
徴
的
で
あ
り
、
弁
別
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち『
魏
志
』倭
人
伝
に
い
う
よ
う
な「
ク
ニ
」
と
し
て
地
理
的
・
空
間

的
に
連
携
し
、
ま
た
地
縁
的
又
は
血
縁
的
、
あ
る
い
は
政
治
的
な
ま
と
ま
り
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

山
陽
地
方
で
は
倉
敷
市
の
楯
築
墳
丘
墓
な
ど
が
あ
る
。
楯
築
墓
は
径
四
〇
㍍
の
円
丘
の
二
方
向
に
突
出
部
が
付
き
、
埴
輪
の
前
身
と
思
わ
れ

る
「
特
殊
壺
」、「
特
殊
器
台
」
形
土
器
な
ど
が
祭
祀
用
具
と
し
て
出
土
し
、
ま
た
山
陰
地
方
で
は
出
雲
市
西
谷
三
号
墓
な
ど
の
四
隅
突
出
型
墳

丘
墓
な
ど
が
あ
る
。
西
谷
三
号
墓
は
長
辺
四
〇
㍍
ほ
ど
の
方
丘
の
四
隅
に
突
出
部
が
あ
り
、
墳
丘
の
斜
面
部
に
は
列
石
や
貼
り
石
が
施
さ
れ
る
。

墳
丘
上
に
は
埴
輪
の
前
身
で
あ
る
壺
形
や
器
台
形
の
祭
祀
土
器
を
並
べ
て
い
る
。
九
州
地
方
で
は
小
郡
市
の
津
古
生
掛
古
墳
は
全
長
約
三
三
㍍

を
測
る
前
方
後
円
形
の
墳
丘
墓
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
前
方
後
円
形
や
独
特
の
形
を
も
っ
た
大
型
墳
墓
は
古
墳
時
代
以
前
か
ら
前
方
後
円
墳
成
立
期
に
か
け
て
各
地
に
存
在
し
て
お
り
、

前
方
後
円
墳
の
成
立
が
単
一
的
に
畿
内
か
ら
各
地
域
に
波
及
し
た
も
の
と
は
評
価
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
畿
内
型
古
墳
の
全
国
的
な
展
開
は
畿
内
を
中
心
と
す
る
ヤ
マ
ト
政
権
の
地
域
への
浸
透
、
言
い
換
え
れ
ば
地
域
勢
力
と
中

央
政
権
と
の
結
び
つ
き
を
少
な
か
ら
ず
示
し
て
い
る
と
も
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
前
方
後
円
墳
や
円
墳
な
ど
の
古
墳
は
、
社
会
を
政
治
的
又
は
宗
教
的
に
統
率
し
た
人
物
の
墳
墓
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
ま

た
推
戴
者
、
被
推
戴
者
相
互
の
理
解
と
認
識
が
奧
底
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
定
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
一
の
価
値
観
が
日
本
全
土
を
席
捲

し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
も
評
価
で
き
よ
う
。

そ
れ
が
前
時
代
の
弥
生
時
代
と
大
き
く
相
異
す
る
点
で
あ
り
、
階
級
社
会
の
誕
生
と
い
う
点
で
も
特
筆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
弥
生

時
代
の
社
会
・
共
同
体
に
お
い
て
も
階
層
的
な
相
違
は
存
在
し
た
わ
け
で
あ
り
、
事
実
、『
魏
志
』倭
人
伝
に
お
い
て
も
、

諸
国
の
文
身
各
〃
異
り
、
あ
る
い
は
左
に
し
あ
る
い
は
右
に
し
、
あ
る
い
は
大
に
あ
る
い
は
小
に
、
尊
卑
差
あ
り
。（
諸
国
の
入
墨
は
お
の
お

の
異
な
り
、
あ
る
い
は
左
に
、
あ
る
い
は
右
に
、
あ
る
い
は
大
き
く
、
あ
る
い
は
小
さ
く
、
身
分
の
上
下
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
。）」、「
尊
卑
各
々

差
序
あ
り
、
相
臣
服
す
る
に
足
る
。（
身
分
の
上
下
に
よ
っ
て
お
の
お
の
差
別
・
順
序
が
あ
り
、
た
が
い
に
臣
服
す
る
に
足
り
る
。）」、「
下
戸
、

大
人
と
道
路
に
相
逢
え
ば
、
逡
巡
し
て
草
に
入
り
、
辞
を
伝
え
事
を
説
く
に
は
、
あ
る
い
は
蹲
り
あ
る
い
は
跪
き
、
両
手
は
地
に
拠
り
、
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こ
れ
が
恭
敬
を
為
す
。（
下
戸
が
大
人
と
道
路
で
た
が
い
に
逢
う
と
、
た
め
ら
っ
て
草
に
入
り
、
辞
を
伝
え
事
を
説
く
場
合
に
は
、
あ
る
い

は
う
ず
く
ま
り
、
あ
る
い
は
跪
ず
き
、
両
手
は
地
に
つ
け
、
恭
敬
の
態
度
を
示
す
。）

と
記
し
、
下
戸
、
大
人
の
別
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
弥
生
時
代
の
共
同
体
社
会
に
は
身
分
的
な
違
い
が
存
在
し
て
い
た
し
、

共
同
体
の
維
持
に
伴
う
他
集
団
と
の
抗
争
・
軋
轢
の
発
生
は
必
定
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
の
解
決
が
必
要
で
あ
っ
た
。
内
在
的
な
、
ま
た
外
交

的
な
諸
課
題
に
取
り
組
む
統
率
者
の
誕
生
は
須
ら
く
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
役
割
分
担
の
発
生
は
職
能
の
分
化
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、

生
産
活
動
への
従
事
の
軽
重
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
内
部
矛
盾
を
解
消
す
る
手
立
て
と
し
て
、
税
の
公
平
な
負
担
が
促
進
さ

れ
た
と
想
定
さ
れ
る
。『
魏
志
』倭
人
伝
に
は
、

租
賦
を
収
む（
租
賦（
ね
ん
ぐ
・
み
つ
ぎ
）を
収
め
る
）

と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
度
な
租
税
体
制
と
歳
入
歳
出
の
勘
定
が
存
在
し
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
弥
生
時
代
の
社
会
に
お

い
て
既
に
人
身
の
管
理
や
税
体
系
の
確
立
は
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
管
理
体
制
が
よ
り
広
範
囲
に
、
か
つ
高
度
に
達
成
さ
れ
た
と
き
に
、

畿
内
型
古
墳
と
い
う
古
墳
を
出
現
さ
せ
る
国
家
体
制
が
整
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
は
、
律
令
国
家
を
作
り
出
す
た
め
の
統

一
化
が
な
さ
れ
た
時
期
・
胎
動
期
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

市
内
の
古
墳
時
代
の
遺
跡
を
記
す
前
に
、
県
内
の
古
墳
時
代
の
遺
跡
に
つい
て
概
観
し
て
み
よ
う
。

註（
１
）　

石
原
道
博
編
訳『
新
訂　

魏
志
倭
人
伝
・
後
漢
書
倭
伝
・
宋
書
倭
国
伝
・
隋
書
倭
国
伝
』岩
波
文
庫　

岩
波
書
店　
一
九
九
八

（
２
）　

鳥
越
憲
三
郎『
古
代
朝
鮮
と
倭
族
』中
公
新
書　

中
央
公
論
新
社　
一
九
九
七

（
３
）　

小
値
賀
町
教
育
委
員
会『
神
ノ
崎
遺
跡
』小
値
賀
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
４
集　
一
九
八
四

第
二
節
　
県
内
の
前
方
後
円
墳
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長
崎
県
学
芸
文
化
課
が
作
成
し
て
情
報
公
開
し
て
い
る『
長
崎
県
遺
跡
情
報
シ
ス
テ
ム
』（
１
）

に
よ
れ
ば
、
県
内
の
古
墳
時
代
遺
跡
数
は
八
九
七
件
で
、
古
墳
四
五
六
件
、
墳
墓
二
一
件
、

積
石
塚
六
件
、
遺
物
包
含
層
二
三
五
件
、
そ
の
他
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
古
墳
の
件
数

四
五
六
件
の
う
ち
、
そ
の
大
半
二
七
八
基
は
壱
岐
に
存
在
す
る
。

ま
た
、
大
村
市
内
の
古
墳
時
代
の
遺
跡
は
五
八
件
が
確
認
さ
れ
、
四
七
件
が
古
墳
又
は
墳

墓
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。
他
は
遺
物
の
包
含
層
や
生
活
跡
で
あ
る
。　

県
内
の
前
方
後
円
墳
を
見
て
み
よ
う
。
現
在
二
四
基
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
本
土
部
に
は

八
基
が
存
在
し
て
い
る（
表
４
─
２
、
以
下
の
記
述
は
壱
岐
・
対
馬
は
省
略
す
る
）。
記
述
は
律

令
期
の
郡
単
位
で
行
っ
て
い
る
。

　
　
松
浦
郡

郡
内
に
は
、
平
戸
市
の
笠
松
天
神
社
古
墳
・
岳
崎
古
墳
が
あ
る
。

笠
松
天
神
社
古
墳（
２
）
は
標
高
三
五
㍍
の
低
丘
陵
地
に
占
地
し
、
墳
長
三
四
㍍
超
、
後

円
部
径
二
二
㍍
、
高
さ
二
・
五
㍍
、
前
方
部
幅
一
四
㍍
、
長
さ
一
四
㍍
、
く
び
れ
幅
九
・
六

㍍
を
測
る
。
主
軸
は
Ｎ
一
三
七
度
Ｅ
で
、
東
に
前
方
部
を
向
け
て
い
る
。
埋
葬
施
設
は
古
く

撹
乱
に
あ
っ
て
お
り
不
明
で
あ
る
が
、
小
形
の
板
石
の
存
在
か
ら
竪
穴
式
石
室
か
箱
式
石
棺

で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
墳
丘
に
は
全
面
に
葺
石
が
施
工
さ
れ
て
い
た
。
築
造
時
期

は
不
詳
な
が
ら
四
世
紀
代
で
あ
ろ
う
。
こ
の
古
墳
は
里
田
原
遺
跡
を
見
下
ろ
す
位
置
に
あ
り
、

後
続
す
る
岳
崎
古
墳
の
存
在
か
ら
当
地
の
首
長
墓
で
あ
ろ
う
。
北
に
は
四
〇
㌶
ほ
ど
の
里
免

の
盆
地
が
あ
り
、
西
に
は
釜
田
川
が
開
析
し
た
水
田
が
展
開
す
る
。
こ
の
盆
地
は
古
く
に
班

一

	 １期	 4c前半	 	 	 冷泉・帯取		 丸塚○30
	 ２期	 4c中葉	 	 	 稗田	 	 守山大塚●70
	 ３期	 4ｃ後半	 	 ひさご塚●58	 稗田	 	 	 笠松天神社●34
	 ４期	 4ｃ末〜	 	 カサンガン●25	 稗田	
	 	 5ｃ初頭	
	 ５期	 5ｃ前半	 	 黄金山○	 岩名	 	 	 岳崎●56
	 ６期	 5c中葉	 TK73	 	 寿石・黒丸・葛城	 	
	 ７期	 5ｃ後半	 TK216〜 208	 	 黒丸・大堂		 小野○	
	 ８期	 6c初頭	 TK23・47	 石走１号●30	 黒丸	 	
	 ９期	 6c前半	 MT15・TK10	 	 黒丸	 	 倉地川●30	
	１０期	 6ｃ後半	 TK43・209	 鬼の穴○20	 	 	 一本松○16	 宝ケ峰○
	 	 	 	 茶屋の辻●	 	 	 長戸鬼塚○	
	 	 	 	 地堂	 	 	 丸尾○	 上骨棒○
	 	 7ｃ	 	 玖島崎古墳群	 	 	 高下○	 小嶋○
	 	 	 	 野田○	 	 	 柿の本○

	 期	 時期	 須恵器型式	 彼杵郡	 大村市内の生活遺構など	 　　　高来郡	 松浦郡

●前方後円墳　○主要な円墳

表4‐2　県内古墳編年表� （宮﨑貴夫『前方後円墳集成（九州編）』に加筆）
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田
と
し
て
整
備
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
Ｎ
一
〇
度
Ｅ
の
地
割
り
方
向
で
二
〇
町
ほ

ど
の
条
里
区
画
が
看
取
さ
れ
る
。
土
中
深
部
か
ら
は
弥
生
時
代
前
期
以
後
の
水

田
跡
や
土
器
、
木
器
が
大
量
に
出
土
し
て
お
り
、
水
田
及
び
微
高
地
は
支
石
墓

な
ど
の
埋
葬
地
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
同
古
墳
の
北
方
に
は
、
平
戸
島
を
指
呼
に
望
み
、
釜
田
浦
を
見
下
ろ
す
台
地
尖
端
部
の
標
高
二
〇
㍍
ほ
ど
の
位
置
に
岳
崎
古
墳（
３
）が

あ
る
。
墳
長
五
六
㍍
、
後
円
部
径
三
三
㍍
、
高
さ
六
・
五
㍍
、
前
方
部
長
二
五
㍍
、
幅
二
五
㍍
、
高
さ
二
〜
四
・
五
㍍
、
く
び
れ
部
幅
一
五
㍍
、

高
さ
一・
五
〜
三
㍍
を
測
る
。
主
軸
は
Ｎ
九
六
度
Ｅ
で
ほ
ぼ
東
西
位
で
、
前
方
部
は
西
側
に
向
い
て
い
る
。
内
部
主
体
は
墳
丘
面
か
ら
一・
五
㍍

ほ
ど
掘
り
下
が
っ
た
と
こ
ろ
で
砂
岩
製
板
石
を
用
い
た
蓋
石
が
一・
七　

一・
五
㍍
の
範
囲
で
確
認
さ
れ
、
ま
た
地
中
レ
ー
ダ
ー
に
よ
る
探
査
が
蓋

×

図4‐2　岳崎古墳

図4‐1　笠松天神社古墳	

（長崎県教育委員会　長崎県文化財調査報告書第151集より）

（平戸市教育委員会　田平町文化財調査報告書第4集より）
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石
上
か
ら
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
蓋
石
下
部
に
深
さ
〇
・
七
〜
一・
二
㍍
ほ
ど
の
空
洞
が
探
査
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
石
棺
を
主
体
と
し
た

埋
葬
施
設
よ
り
石
室
構
造
の
内
部
主
体
が
営
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
築
造
時
期
は
遺
物
の
出
土
が
な
く
不
明
で
あ
る
が
、
四

世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
前
半
の
古
墳
と
さ
れ
て
い
る
。
笠
松
天
神
社
古
墳
に
後
続
す
る
首
長
墓
で
あ
ろ
う
。

　
　
高
来
郡

郡
内
に
は
雲
仙
市
の
守
山
大
塚
古
墳
、
倉
地
川
古
墳
、
諫
早
市
の
大
峰
古
墳
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
有
明
海
に
面
し
て
い
る
。

守
山
大
塚
古
墳（
４
）
は
雲
仙
市
吾
妻
町
に
あ
り
、
雲
仙
岳
か
ら
派
生
す
る
火
山
性
山
麓
を
基
盤
と
し
た
田
内
川
扇
状
地
の
標
高
一
五
㍍
の

田
圃
の
中
に
占
地
し
て
い
る
。
雲
仙
山
塊
か
ら
北
流
す
る
田
内
川
、
大
木
場
川
、
山
田
川
、
湯
田
川
に
よ
り
開
析
さ
れ
た
扇
状
地
形
に
は
、
律

令
期
班
田
が
施
行
さ
れ
、
端
正
な
条
里
の
界
線
が
残
っ
て
い
る
。
当
地
は
古
代
末
期
に
は

宇
佐
神
宮
の
荘
園
領
地
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
地
と
見
ら
れ
、
油
山
一
二
か
所
を
構
成
す
る

荘
園
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
端
正
な
条
里
の
界
線
も
古
墳
を
切
断
す
る

こ
と
な
く
施
工
さ
れ
て
お
り
、
高
来
郡
領
の
奥
津
城
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
事
実
平
成
二
十
年
度（
二
〇
〇
八
）実
施
の
調
査
区
Ｔ
Ｐ
一
か
ら
土
師
器

底
面
に
「
井
」
と
墨
書
さ
れ
た
七
〜
八
世
紀
頃
の
土
器
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
感
を
更

に
強
く
す
る
。

古
墳
は
、
墳
長
六
六
㍍
、
後
円
部
径
四
五
㍍
、
高
さ
七
・
二
㍍
、
前
方
部
幅
一
五
㍍
、

高
さ
二
・
五
㍍
を
測
る
。
前
方
部
の
長
さ
は
土
地
の
改
変
に
よ
っ
て
不
明
で
あ
る
が
、
現

状
で
後
円
部
と
の
比
高
が
四
・
五
㍍
ほ
ど
あ
る
。
主
軸
は
Ｎ
八
六
度
Ｅ
で
、
前
方
部
は
東

を
向
い
て
い
る
。
こ
の
古
墳
は
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
頃
に
後
円
部
か
ら
は
箱
式
石

棺
が
一
基
出
土
し
た
と
い
わ
れ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
島
原
史
学
会
、
島

二

写真4‐1　守山大塚古墳（左上方丸塚古墳）
（雲仙市教育委員会　雲仙市文化財調査報告書第7集より）
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原
工
業
高
等
学
校
郷
土
部
、
長
崎
県
学

芸
文
化
課
な
ど
に
よ
る
測
量
な
ど
が
行

わ
れ
た
が
、
詳
細
な
情
報
は
も
た
ら
さ
れ

な
か
っ
た
。
降
っ
て
平
成
二
十
・
二
十
一

年
（
二
〇
〇
八
・
九
）
市
道
改
良
工
事
に

伴
っ
て
雲
仙
市
教
育
委
員
会
に
よ
り
調

査
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
後
円

部
最
大
径
五
一
㍍
、
高
さ
八
㍍
以
上
、
墳

長
七
〇
㍍
以
上
を
測
り
、
ま
た
墳
丘
は

後
円
部
二
〜
三
段
の
段
築
、
前
方
部
一

段
の
段
築
に
復
元
さ
れ
る
と
す
る
。
調
査

区
は
墳
裾
部
を
中
心
に
行
わ
れ
、
庄
内

式
か
ら
布
留
式
段
階
の
土
師
器
が
出
土
し
、

四
世
紀
前
半
代
の
築
造
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
段
築
さ
れ
た
墳
丘
に
は
人
頭
大
の
河

原
石
を
使
っ
た
葺
石
が
認
め
ら
れ
、
墳
裾

の
周
溝
と
の
境
に
は
二
〜
三
段
に
河
原
石
を
積
み
上
げ
た
造
作
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
古
墳
の
作
ら
れ
た
扇
状
地
形
の
基
盤
層
は
黄
色
の
砂

質
層
で
、
周
辺
の
土
を
盛
り
上
げ
て
段
築
し
、
葺
石
を
葺
い
た
七
〇
㍍
以
上
の
前
方
後
円
墳
は
当
地
に
お
い
て
は
威
容
を
誇
っ
た
も
の
と
想
像

さ
れ
、
高
来
郡
を
統
括
し
た
盟
主
の
墳
墓
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

守
山
大
塚
古
墳
の
直
南
に
は
丸
塚
古
墳（
４
）
が
所
在
す
る
。
径
三
〇
㍍
ほ
ど
の
大
型
の
円
墳
で
、
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）
刊
行
の『
吾

図4‐3　守山大塚古墳出土遺物
（雲仙市教育委員会　雲仙市文化財調査報告書第7集より）
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妻
町
史
』に
は
「
あ
た
か
も
鉄
道
の
レ
ー
ル
の
留
め
具
に
使
う
犬
釘
状
の
鉄
具
が
二
個
、
こ

れ
と
ほ
と
ん
ど
同
層
位
で
弥
生
高
坏
の
大
型
破
片
、
古
墳
期
の
高
坏
土
師
破
片
が
出
土

し
た
」
と
記
し
、
ま
た
平
成
二
十
年
度
（
二
〇
〇
八
）の
試
掘
調
査
で
も
弥
生
終
末
期
〜

古
墳
初
頭
期
の
土
師
器
が
出
土
し
た
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
よ
り
守
山
大
塚
古
墳
に
先
行

す
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
上
の
写
真
４
―
２
で
は
円
墳
に
接
し
て
下
か
ら
右

下
方
に
台
形
状
の
痕
跡
が
前
方
後
円
形
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
墳
丘
の
一
部
で
は

な
い
か
と
見
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
墳
形
は
前
方
後
円
の
形
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
両
古
墳
は
高
来
郡
を
統
括
し
た
首
長
の
墳
墓
と
考
え
ら
れ
、
以
後
の

首
長
墓
は
当
地
を
離
れ
て
雲
仙
市
国
見
町
の
倉
地
川
古
墳
へ
と
継
続
し
て
い
く
と
見
ら
れ

る
。倉

地
川
古
墳（
５
）は
国
見
町
土
黒
今
出
の
田
圃
の
中
に
所
在
し
、
標
高
二
〇
㍍
ほ
ど

を
測
る
。
調
査
は
、
圃
場
整
備
事
業
に
伴
っ
て
平
成
十
六
年
度
（
二
〇
〇
四
）に
実
施

さ
れ
た
。
周
辺
の
遺
跡
に
は
四
世
紀
代
か
ら
五
世
紀
初
頭
の
土
師
器
と
と
も
に
伽
耶

系
の
陶
質
土
器
が
出
土
し
た
上
篠
原
遺
跡
、
墨
書
土
器
・
刻
書
土
器
が
出
土
し
た
石

原
遺
跡
・
小
中
野
Ａ
遺
跡
、
老
司
系
布
目
瓦
が
出
土
し
た
高
来
郡
郡
衙
又
は
郡
寺
跡

と
さ
れ
る
五
万
長
者
遺
跡
、
大
型
掘
立
柱
建
物
を
検
出
し
た
十
薗
遺
跡
な
ど
律
令
期

の
遺
構
に
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
集
中
し
て
い
る
と
い
え
る
。

倉
地
川
古
墳
の
主
軸
は
Ｎ
七
二
度
三
〇
分
Ｗ
を
測
り
、
墳
丘
が
大
方
削
平
を
受
け

て
い
た
。
ま
た
、
周
溝
も
僅
か
に
確
認
し
得
る
程
度
の
残
存
度
で
、
内
部
主
体
で
あ

る
横
穴
式
石
室
も
石
材
が
抜
き
取
ら
れ
、
床
面
の
石
障
の
一
部
を
残
す
程
度
で
あ
っ

写真4‐3　倉地川古墳上空写真

写真4‐2　守山大塚古墳と丸塚古墳
（昭和38年国土地理院）

（雲仙市教育委員会　雲仙市文化財調査報告書第1集より）

（雲仙市教育委員会　雲仙市文化
財調査報告書第7集より）
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た
。
ま
た
後
円
部
西
側
も
大
き
く
削
ら
れ
て
お
り
、
正
確
な
計
測
も
困
難
で
あ
っ
た
。
復
元
さ
れ
た
墳
丘
の
計
測
値
は
最
大
で
全
長
三
〇
・
四

㍍
、
後
円
部
径
一
七
・
四
㍍
、
前
方
部
長
さ
七
・
二
㍍
、
幅
一
〇
㍍
、
く
び
れ
部
幅
五
・
六
㍍
と
な
る
。
後
円
部
と
比
較
し
て
前
方
部
が
寸
詰

ま
り
し
た
形
態
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
と
呼
応
す
る
よ
う
に
周
溝
が
囲
繞
し
て
い
る
。
内
部
主
体
は
羽
子
板
形
状
を
示
す
横
穴
式
石
室
で
、
石

室
主
軸
は
Ｎ
六
六
度
Ｗ
で
南
に
開
口
し
、
古
墳
主
軸
と
六
度
三
〇
分
ず
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
墳
丘
の
く
び
れ
部
に
開
口
す
る
よ
う
に
、
ま
た

石
室
奥
壁
若
し
く
は
石
室
天
井
の
一
番
高
い
部
分
が
墳
丘
頂
部
の
下
辺
り
に
位
置
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
お
り
、
や
や
古
相
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
床
面
に
は
奥
壁
に
並
行
す
る
石
障
を
設
け
て
い
る
。
出
土
遺
物
は
玄
室
床
面
か
ら
メ
ノ
ウ
製
勾
玉
、
硬
玉
製
管
玉
、
鉄
製
鉾
、
鉄
製
鏃
、

鉄
製
刀
子
な
ど
が
出
土
し
、
周
溝
か
ら
は
豊
富
な
須
恵
器
、
土
師
器
が
出
土
し
て
い
る
。
築
造
時
期
は
六
世
紀
後
半
で
、
七
世
紀
後
半
代
ま

で
追
葬
あ
る
い
は
墓
前
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
る
。

倉
地
川
古
墳
は
島
原
半
島
で
最
後
に
築
造
さ
れ
た
前
方
後
円
墳
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
以
後
高
下
古
墳
に
首
長
墓
が
継
承
さ
れ
て
い
く
も

の
と
思
わ
れ
る
。

大
峰
古
墳（
６
）は
諫
早
湾
を
挟
ん
で
対
岸
の
諫
早
市
小
長
井
町
大
峰
に
所
在
す
る
。
前
方
後
円
墳
と
見
ら
れ
る
が
、
墳
丘
は
か
な
り
変
形
し

て
い
る
も
の
の
土
地
利
用
の
様
子
か
ら
墳
形
が
う
か
が
え
る
。
内
部
主
体
は
複
室
構
造
の
横
穴
式
石
室
を
採
用
し
て
お
り
、
石
室
主
軸
は
古
墳

の
主
軸
に
斜
め
に
取
る
よ
う
で
あ
る
。
石
室
は
玄
室
・
後
室
が
長
方
形
（
四　

二
㍍
程
度
）で
、
ほ
ぼ
正
方
形
の
前
室
を
持
つ
。
玄
室
に
は
奥
壁

か
ら
両
側
壁
に
埋
め
込
む
石
棚
を
架
け
、
玄
門
部
分
は
袖
石
上
に
楣
石
を
渡
し
、
天
井
石
と
の
間
に
高
窓
を
設
け
て
い
る
。
ま
た
側
壁
は
腰
石

を
据
え
、
煉
瓦
積
み
し
て
天
井
石
を
架
け
る
。
更
に
奥
壁
と
側
壁
の
接
合
部
は
力
石
を
渡
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
福
岡
県
嘉
穂
郡
桂
川

町
寿
命
の
王
塚
古
墳（
７
）、
福
岡
県
八
女
市
の
乗
場
古
墳（
８
）、
同
童
男
山
古
墳（
９
）な
ど
の
盟
主
墓
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
彼
杵
郡

律
令
期
の
彼
杵
郡
に
属
し
て
い
る
こ
の
地
域
に
は
、
東
彼
杵
郡
東
彼
杵
町
の
ひ
さ
ご
塚
古
墳
、
カ
サ
ン
ガ
ン（
重
棺
）古
墳
、
大
村
市
の
石
走
一

号
墳
、
茶
屋
の
辻
古
墳
、
琴
平
神
社
古
墳
な
ど
が
あ
り
、
県
内
で
は
最
も
多
く
所
在
し
て
い
る
。

×

三
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ひ
さ
ご
塚
古
墳（
10
）は
彼
杵
川
が
開
析
・
堆
積
し
た
砂
礫
丘

の
上
に
占
地
し
、
標
高
二
㍍
ほ
ど
を
測
る
。
こ
の
古
墳
は
古
く

か
ら
所
在
が
知
ら
れ
、
明
治
三
十
五
年
製
版
の
陸
地
測
量
部

の
地
図
に
登
載
、
ま
た
長
崎
史
談
会（
一
九
三
一
・
一
九
八
八
）

『
長
崎
談
叢
』
第
九
・
二
六
輯
に
も
掲
載
さ
れ
、
典
型

的
な
古
墳
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
更
に
昭
和
二
十
五
年

（
一
九
五
〇
）
に
は
「
彼
杵
の
古
墳
」
と
し
て
県
の
史
跡
指
定

を
受
け
て
い
る
。

古
墳
は
平
成
二
年
及
び
五
年
（
一
九
九
〇
・
三
）
に
調
査

が
実
施
さ
れ
、
そ
の
結
果
全
長
五
八
・
八
㍍
、
後
円
部
径

三
七
・
七
㍍
、
高
さ
六
・
三
㍍
、
前
方
部
長
二
一・一
㍍
、
幅

一
八
・
五
㍍
、
高
さ
二
・
六
㍍
、
く
び
れ
部
幅
一
一
㍍
と
復
元
さ
れ
た
。
墳
丘
は
二
段
に
段
築
さ
れ
、
墳
丘
に
は
葺
石
が
施
さ
れ
て
い
る
。
内

部
主
体
は
二
基
営
ま
れ
、一
号
石
室
は
寸
詰
ま
り
の
平
面
形
状
を
示
し
、
床
面
に
敷
い
た
板
石
と
側
壁
の
板
石
を
残
す
の
み
と
撹
乱
が
著
し
か
っ

た
。
床
面
に
は
赤
色
の
顔
料
が
塗
ら
れ
て
い
た
。
出
土
遺
物
は
鉄
製
の
斧
と
鏃
、
勾
玉
と
ガ
ラ
ス
小
玉
三
〇
〇
個
ほ
ど
が
出
土
し
た
。
二
号
石

室
は
一
号
よ
り
も
一
回
り
小
形
の
寸
詰
ま
り
の
平
面
形
状
を
示
し
、
板
石
を
利
用
し
た
下
部
構
造
の
石
棺
部
分
が
残
り
、
横
口
式
の
出
入
口
が

設
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
奥
壁
と
両
側
壁
の
上
端
は
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
に
据
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
上
に
割
石
を
小
口
積
し
た
壁
体
が
設

け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
南
側
に
残
る
閉
塞
部
分
の
構
造
、
す
な
わ
ち
出
入
口
部
分
の
玄
室
床
面
か
ら
の
立
ち
上
が
り
の
短
い
板

石
に
よ
る
構
造
、
そ
の
外
側
に
立
て
ら
れ
た
両
袖
石
と
閉
塞
の
方
法
が
大
村
市
の
黄
金
山
古
墳
と
同
じ
構
造
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
同
一

の
工
人
集
団
に
よ
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
出
土
遺
物
は
直
径
七
・
四
㌢
㍍
の
仿
製
獣
形
鏡
、
鉄
製
剣
・
刀
子
、
ガ
ラ
ス
及
び
滑
石
製
小
玉
が

出
土
し
た
。

写真４‐4　ひさご塚古墳遠景

写真４‐5　ひさご塚古墳　２号石室入口部（西から）

（長崎県教育委員会『原始・古代の長崎県』資料編Ⅱより）

（東彼杵町教育委員会　東彼杵町文化財調査報告書第６集より）
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築
造
さ
れ
た
時
期
は
土
器
の
出
土
が
見
ら
れ
な
い
た
め
正
確
を
期
し
が
た
い
が
、
石
室
構
造
か
ら

黄
金
山
古
墳
と
非
常
に
近
接
し
て
お
り
、
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
前
半
代
の
所
産
と
見
ら
れ
る
。

こ
の
ひ
さ
ご
塚
古
墳
の
す
ぐ
西
側
に
主
軸
を
ほ
ぼ
東
西
に
向
け
た
カ
サ
ン
ガ
ン
古
墳（
10
）
が
あ
る
。

水
田
面
か
ら
の
比
高
二
㍍
ほ
ど
で
、
大
き
く
削
平
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
全
長
約
二
五
㍍
、

後
円
部
径
約
一
五
㍍
を
測
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

石
走
古
墳
群（
11
）
は
大
村
市
福
重
町
石
走
に
所
在
す
る
。
大
村
湾
を
望
む
丘
陵
の
先
端
部
に
立

地
し
、
標
高
一
〇
㍍
前
後
を
計
る
。
石
走
川
右
岸
に
あ
り
、
二
基
存
在
し
た
と
さ
れ
る
が
、
現
在

一
基
の
み
確
認
さ
れ
る
。
朝
長
の
宅
地
内
に
あ
り
、
外
見
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。
か
つ
て
は
東

側
の
道
路
か
ら
確
認
さ
れ
た
そ
う
だ
が
、
転
宅
に
よ
り
遮
蔽
さ
れ
た
と
朝
長
の
談
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
北
西
側
は
宅
地
造
成
に
よ
り
大
き
く
削
ら
れ
て
お
り
、
五
㍍
ほ
ど
の
崖
と
な
っ
て
い
る
。
古
墳

は
略
東
西
方
に
主
軸
を
取
る
も
の
と
思
わ
れ
、
墳
形
は
前
方
後
円
墳
と
言
わ
れ
る
。
後
円
部
に
は
現
在
石
組
み
の
祠
が
仕
立
て
ら
れ
、
石
仏
が

祀
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
奥
壁
の
板
石
に
は
如
来
形
坐
像
が
線
刻
さ
れ
て
い
る
。
調
査
者
の
大
石
一
久
に
よ
れ
ば
中
世
期
の
所
産
で
あ
る
と
い
う（
12
）。

こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
古
墳
の
石
室
は
古
く
に
開
口
し
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
祀
ら
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
郡
七
山
十
坊
と
い
わ

れ
る
中
世
仏
教
の
興
隆
期
の
所
業
で
あ
ろ
う
か
。
石
祠
は
幅
・
高
さ
・
奥
行
き
と
も
に
一
㍍
強
の
大
き
さ
で
あ
り
、
古
墳
の
内
部
主
体
の
石
材

の
再
利
用
か
と
思
わ
れ
る
。
石
材
は
安
山
岩
の
板
石
で
あ
り
、
石
材
供
給
地
は
近
く
に
存
在
し
て
い
る
。
周
辺
に
は
一
〇
〜
三
〇
㌢
㍍
の
安
山

岩
の
石
材
が
存
在
し
て
お
り
、
内
部
主
体
の
石
室
構
築
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
周
辺
に
は
人
頭
大
の
川
原
石
も
存
在
し
て
お
り
、

葺
石
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
円
部
の
内
部
主
体
は
存
在
し
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
夥
し
い
板
石
の
存
在
か
ら
見
て
、
竪
穴
系

横
口
式
石
室
様
の
内
部
主
体
が
半
地
下
式
に
採
用
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
後
円
部
の
直
径
は
不
分
明
で
あ
る
が
、
一
〇
㍍
前
後
で
あ
ろ
う
。

ま
た
前
方
部
は
東
側
に
伸
び
る
も
の
と
思
わ
れ
、
周
辺
よ
り
緩
や
か
に
高
く
な
っ
て
い
る
。
端
部
は
隣
家
に
接
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
前
方

部
の
端
部
は
旧
状
を
留
め
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
前
方
部
の
長
さ
も
一
〇
㍍
ほ
ど
で
あ
り
、
墳
長
二
〇
㍍
程
度
で
あ
っ
た
と
想
定

写真4‐6　石走古墳
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さ
れ
る
。
出
土
遺
物
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
朝
長
は
語
ら
れ
て
お
り
、
築
造
時
期
は
不
明
な
が
ら
、
五
世
紀
代
の
所
産
と
思
わ
れ
、
黄
金
山
古

墳
に
先
行
あ
る
い
は
並
行
す
る
時
期
の
所
産
と
想
定
さ
れ
る
。

茶
屋
の
辻
古
墳
は
大
村
市
小
路
口
町
茶
屋
の
辻
に
所
在
し
た
と
さ
れ
、
現
在
消
滅
し
て
い
る
。
津
田
繁
二
の
報
告
（
13
）
を
嚆こ

う

矢し

と
す
る
が
、

そ
の
報
文
に
は

八
．前
方
後
円
墳　

竹
松
村
横
穴
の
所
在
地
か
ら
西
方
に
二
、
三
十
間（
三
六
〜
五
五
㍍
）位
の
場
所
に
雑
林
の
あ
る
高
さ
約
十
四
、
互

（
五
）
間
（
二
五
〜
二
七
㍍
）
位
の
小
丘
が
あ
る
其
の
南
端
を
三
、
四
間
（
五
・
五
〜
七
・
三
㍍
）
間
隔
を
置
い
て
他
に
今
一
つ
の
小
丘
が
あ

り
即
ち
大
小
二
個
の
小
丘
が
あ
る
。
七
十
八
年
前
田
淵
栄
蔵
氏
と
倶
に
此
処
を
調
査
し
た
結
果
前
方
後
円
墳
な
ら
ん
と
推
定
し
た
、
若

し
吾
々
の
想
像
通
り
と
仮
定
す
れ
ば
、
其
規
模
の
広
大
さ
に
於
て
彼
杵
の
同
形
古
墳
よ
り
も
遥
か
に
勝
る
と
も
劣
っ
て
居
る
と
は
考
へ
ら
れ

な
い
。
即
ち
中
間
部
を
切
断
し
て
道
路
と
畑
地
に
改
修
し
た
も
の
ら
し
く
、
両
方
の
小
山
を
通
じ
て
観
察
す
れ
ば
一
目
瞭
然
前
方
後
円
墳

な
る
事
を
首
肯
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
尤
も
元
来
後
円
部
の
方
の
小
丘
を
発
掘
し
て
其
構
造
を
究
明
せ
ば
直
に
判
明
す
る
も
今
暫
く
疑
問
を

提
供
し
て
他
日
に
解
決
を
俟
つ
事
と
せ
ん
、
大
丘
の
長
さ
九
十
四
尺
（
二
八
・
五
㍍
）、
其
の
中

央
部
の
地
表
に
添
ふ
て
の
幅
は
百
十
六
尺（
三
五
・一
㍍
）あ
る
。︹（　

）は
筆
者
補
注
︺

と
記
し
て
い
る
。

こ
の
津
田
報
文
の
古
墳
が
茶
屋
の
辻
古
墳
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
穴
沢
論
文（
14
）で
は
円
墳

と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
今
一
つ
不
分
明
で
あ
る
。
同
穴
沢
論
文
で
は
古
墳
の
属
性
と
し
て
更
に
「
横
穴

式
石
室　

金
環
・
須
恵
器
（
七
世
紀
前
半
）
獅
噛
環
頭
」
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。「
獅
噛
環
頭
は
径
五
・

五
㌢
㍍
ほ
ど
で
、
環
は
素
文
、
獣
面
の
両
角
は
幅
広
で
尖
端
が
鈍
い
。
柄
頭
茎
は
鉄
製
。」
と
説
明
し

て
い
る
。

小
路
口
鬼
の
穴
古
墳（
15
）
は
、
大
村
市
小
路
口
本
町
四
九
二
に
所
在
し
、
古
く
か
ら
開
口
し
、
鬼

の
住
む
穴
と
し
て「
鬼
穴
」と
い
う
表
現
で『
大
村
郷
村
記
』（
16
）に
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

図4‐4　茶屋の辻古墳出土環頭�
（信濃史学会『信濃』第31巻第4号より）
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一　

原
口
村
小
路
口
郷
百
姓
直
右
衛
門
屋
鋪
久
根
に
古
来
よ
り
鬼

の
穴
と
申
伝
への
穴
あ
り
、
入
口
横
四
尺
余
、
高
サ
二
尺
余
、
入
二

尺
程
、
其
内
に
高
さ
七
尺
方
□
□
あ
り
、
其
先
に
二
尺
余
、
入
二

尺
位
の
入
口
あ
り
、
其
□
□
高
サ
五
尺
に
、
方
九
尺
位
の
間
あ
り
、

天
井
は
一
枚
石
□
□
、
左
右
大
石
を
以
て
築
立
、
右
二
間
共
同
様

の
形
ち
な
り
、
此
所
よ
り
少
し
隔
り
畠
中
に
鬼
塚
と
て
九
尺
方
位

の
塚
あ
り
、
是
も
同
し
く
大
石
を
以
て
築
立
、
其
辺
の
地
名
を
鬼

塚
と
云
な
り

と
記
す
。
前
段
か
ら
中
ほ
ど
ま
で
は
小
路
口
鬼
の
穴
古
墳
の
こ
と
と
思
わ

れ
、「
右
二
間
共
同
様
の
形
」
と
玄
室
と
前
室
の
二
室
の
こ
と
を
記
し
て
い

る
。
続
け
て
「
此
所
よ
り
少
し
隔
り
畠
中
に
鬼
塚
と
て
九
尺
方
位
の
塚
」

が
あ
っ
た
と
い
う
。
九
尺
方
と
い
う
か
ら
石
室
が
二
・
七
㍍
の
方
形
を
示

す
も
の
で
、
丁
度
小
路
口
鬼
の
穴
古
墳
と
ほ
ぼ
同
規
模
の
別
の
古
墳
が
存

在
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
六
）に
重
要
遺
跡
と
し
て
長
崎
県
文
化
課
が

実
測
調
査
を
実
施
し
た
が
現
況
調
査
で
あ
り
、
玄
室
の
清
掃
な
ど
発
掘

調
査
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
築
造
時
期
や
出
土
遺
物
な
ど

は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
昭
和
四
十
五
年
に
市
の
指
定
文
化
財
と

な
っ
た
。
古
墳
が
立
地
す
る
標
高
は
三
〇
㍍
く
ら
い
で
、
墳
丘
は
若
干
崩

れ
て
い
る
が
直
径
二
〇
㍍
強
の
円
墳
と
さ
れ
て
い
る
。
墳
丘
に
は
多
く
の

図4‐5　鬼の穴古墳　墳丘・石室測量図

墳丘測量図 石室測量図

（長崎県教育委員会　長崎県文化財調査報告書第50集より）
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川
原
石
が
あ
り
、
葺
石
と
し
て
墳
丘
の
崩
壊
を
防
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
図
４
─
５
の
墳
丘
測
量
図
を
見
る
と
墳
頂
部
か
ら
南
西
方
に

切
り
込
ま
れ
た
部
分
が
見
ら
れ
、
ま
た
こ
の
部
分
か
ら
同
じ
方
位
で
伸
び
る
幅
六
㍍
ほ
ど
の
等
高
線
の
出
っ
張
り
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
方

後
円
墳
の
前
方
部
を
示
し
て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
る
と
墳
丘
主
軸
を
略
東
西
に
取
る
も
の
で
、
石
室
主
軸
は
直
交
す
る
よ
う
に

築
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
石
室
の
奥
壁
は
墳
丘
の
中
央
部
に
位
置
す
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
主
軸
に
対
し
直
交
す
る
内

部
主
体
を
持
つ
例
と
し
て
、
福
岡
県
嘉
穂
郡
の
王
塚
古
墳
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
王
塚
古
墳
は
鬼
の
穴
古
墳
と
同
じ
よ
う
に
複
室
構
造
の
横
穴

式
古
墳
を
内
部
主
体
と
し
、
玄
室
に
は
石
屋
形
を
備
え
、
前
室
か
ら
玄
室
に
か
け
て
神
馬
や
双
脚
輪
状
文
、
人
物
像
な
ど
を
具
象
的
に
描
写

し
た
装
飾
を
有
す
る
装
飾
古
墳
で
、
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
鬼
の
穴
古
墳
は
、
玄
室
は
方
形
の
平
面
形
状
を
示
し
、
奥

壁
や
両
側
壁
に
大
き
な
腰
石
を
据
え
、
隅
の
部
分
は
力
石
と
い
う
奥
壁
と
側
壁
に
掛
け
渡
し
た
構
造
を
持
つ
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
こ
の
力
石

を
据
え
る
こ
と
に
よ
り
天
井
に
近
づ
く
に
従
っ
て
空
間
は
徐
々
に
狭
ま
り
、
か
つ
ド
ー
ム
状
と
な
り
、
こ
の
狭
ま
っ
た
部
分
に
最
後
に
天
井
石
を

載
せ
て
完
成
さ
せ
て
い
る
。

玄
室
の
平
面
形
状
は
若
干

異
な
る
が
複
室
式
で
力
石

技
術
を
有
す
る
古
墳
は
筑

後
川
流
域
に
そ
の
起
源
を

求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
、
そ
の
経
路
の
中
途
の

古
墳
と
し
て
諫
早
市
の
長

戸
鬼
塚
古
墳
や
同
丸
尾

古
墳
、
更
に
当
該
期
に
採

用
さ
れ
る
技
術
で
石
棚
構

写真4‐7　鬼の穴古墳遠景

写真4‐8　鬼の穴古墳入口部

図4‐6　鬼の穴古墳周辺の字図　494番周辺が該当
（大村市提供）
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造
を
持
つ
古
墳
と
し
て
諫
早
市
の
大
峰
古
墳
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
古
墳
築
造
の
構
造
・
技
術
は
系
譜
的
に
繋
が
っ
た
も
の
と
み

な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
被
葬
者
の
近
し
い
関
係
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
複
室
構
造
の
石
室
を
持
つ
古
墳
は
、
海
を
渡
っ

て
壱
岐
へ
と
繋
が
っ
て
い
き
、
な
お
そ
の
折
に
は
複
室
構
造
と
い
う
計
画
性
に
加
え
て
、
線
刻
系
壁
画
の
要
素
が
更
に
付
加
さ
れ
て
伝
播
し
て
い
る
。

こ
の
古
墳
の
築
造
は
石
室
構
造
な
ど
の
諸
属
性
か
ら
見
て
六
世
紀
後
半
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
墳
丘
出
土
の
須
恵
器
か
ら
七
世
紀
前

半
に
は
追
葬
あ
る
い
は
追
善
供
養
祭
祀
が
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

琴
平
神
社
古
墳
は
、
大
村
市
水
計
町
大
円
寺
の
琴
平
神
社
境
内
に
所
在
す
る
。
三
城
城
跡
の
東
北
東
五
〇
〇
㍍
ほ
ど
の
位
置
に
あ
り
、
多

良
山
塊
か
ら
派
生
す
る
丘
陵
の
稜
線
上
に
築
か
れ
、
標
高
六
〇
㍍
ほ
ど
を
測
る
。
小
規
模
な
古
墳
で
墳
形
は
前
方
後
円
墳
と
さ
れ
る（
17
）。
神

社
拝
殿
・
本
殿
の
西
側
に
あ
り
、
周
囲
よ
り
高
ま
っ
た
封
土
が
確
認
さ
れ
る
。
盗
掘
な
ど
の
痕
跡
は
う
か
が
え
ず
未
掘
の
古
墳
と
思
わ
れ
る
。

前
方
部
は
西
側
を
向
き
、
長
さ
一
〇
㍍
強
、
幅
五
㍍
強
ほ
ど
で
あ
る
。
封
土
の
高
ま
り
は
僅
か
で
あ
る
が
、
後
世
の
造
作
に
よ
る
も
の
か
不
明

で
あ
る
。
後
円

部
は
径
八
㍍
、
高

さ
二
㍍
ほ
ど
の
規

模
を
見
せ
て
い
る
。

後
円
部
の
東
側
は

本
殿
の
玉
垣
に
よ

り
一
部
壊
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
古

墳
の
周
縁
に
は
浅

い
溝
状
の
落
ち

込
み
が
認
め
ら
れ
、

写真4‐9　琴平神社古墳遠景

写真4‐10　琴平神社古墳近景（後円部）

写真4‐11　琴平神社古墳後円部の状況
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周
濠
の
痕
跡
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
全
長
は
二
〇
㍍
を
超
す
小
型
の
前
方
後
円
墳
と
思
わ
れ
る
。
立
地
は
黄
金
山
古
墳
に
似
通
っ
て
お
り
、

古
墳
の
規
模
や
築
造
時
期
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
学
術
調
査
の
実
施
が
望
ま
れ
る
。

以
上
、
県
内
の
前
方
後
円
墳
の
状
況
を
見
て
き
た
が
、
そ
の
分
布
は
律
令
時
代
の
郡
の
範
囲
に
そ
れ
ぞ
れ
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
古
墳

が
累
世
墓
と
し
て
群
を
構
成
す
る
傾
向
は
認
め
が
た
い
現
状
で
あ
り
、
い
ま
だ
十
分
に
捕
捉
・
確
認
さ
れ
て
い
な
い
状
況
を
示
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

註（
１
）　

長
崎
県
学
芸
文
化
課
作
成
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w
w
w
.pref.nagasaki.jp/gakubun/

）

（
２
）　
田
平
町
教
育
委
員
会『
笠
松
天
神
社
古
墳
』田
平
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
４
集　
一
九
八
九

宮
﨑
貴
夫
「
第
二
節　

肥
前
西
部（
長
崎
県
）」『
前
方
後
円
墳
集
成　

九
州
編
』　

山
川
出
版
社　
一
九
九
二

藤
田
和
裕
「
一
六　

笠
松
天
神
社
古
墳
」『
原
始
・
古
代
の
長
崎
県　

資
料
編
Ⅱ
』　

長
崎
県
教
育
委
員
会　
一
九
九
七

（
３
）　

長
崎
県
教
育
委
員
会『
県
内
古
墳
詳
細
分
布
調
査
報
告
』長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
１
０
６
集　
一
九
九
二

長
崎
県
教
育
委
員
会『
県
内
主
要
遺
跡
内
容
確
認
調
査
報
告
書
Ⅱ　

岳
崎
古
墳
』長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
１
５
１
集　
一
九
九
九

（
４
）　

前
掲
註（
２
）、
宮
﨑
論
文

町
田
利
幸
「
九
三　

守
山
大
塚
古
墳
」『
原
始
・
古
代
の
長
崎
県　

資
料
編
Ⅱ
』　

長
崎
県
教
育
委
員
会　
一
九
九
七

雲
仙
市
教
育
委
員
会『
守
山
大
塚
古
墳
』雲
仙
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
７
集　
二
〇
一
〇

（
５
）　

雲
仙
市
教
育
委
員
会『
龍
王
遺
跡（
倉
地
川
古
墳
）』雲
仙
市
文
化
財
調
査
報
告
書（
概
報
）第
１
集　
二
〇
〇
六

（
６
）　

藤
田
和
裕
「
第
六
節　

長
崎
県
の
古
墳
文
化
」『
原
始
・
古
代
の
長
崎
県　

通
史
編
』　

長
崎
県
教
育
委
員
会　
一
九
九
八

（
７
）　

六
世
紀
中
頃
の
壁
画
系
装
飾
古
墳
で
、
玄
門
上
に
高
窓
を
設
け
、
石
棚
、
石
屋
形
を
奥
壁
沿
い
に
据
え
る

小
林
行
雄
編『
装
飾
古
墳
』　

平
凡
社　
一
九
六
四

（
８
）　�

六
世
紀
中
頃
〜
後
半
の
壁
画
系
装
飾
古
墳
。
前
室
袖
石
上
に
高
窓
を
設
け
る
。
磐
井
の
墳
墓
で
あ
る
岩
戸
山
古
墳
を
代
表
す
る
八
女
古
墳
群
中
に
あ

り
、
磐
井
の
子
・
葛
子
の
墳
墓
に
比
定
さ
れ
る
。
八
女
市
教
育
委
員
会『
八
女
古
窯
跡
群
調
査
報
告
』Ⅳ　
一
九
七
二

（
９
）　

六
世
紀
末
頃
、
玄
門
部
分
に
高
窓
を
設
け
、
玄
室
に
奥
壁
に
沿
っ
て
石
屋
形
を
据
え
る

八
女
市
教
育
委
員
会『
八
女
古
窯
跡
群
調
査
報
告
』Ⅲ　
一
九
七
一
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前
期

冷
泉
遺
跡（
１
）
は
大
村
市
今
富
町
に
あ
り
、
郡
川
中
流
域
の
北
岸
に
当
た
る
。
標
高
は
一
〇
㍍
内
外
を
測
り
、
水
田
の
下
に
存
在
し
て
い
る
。

調
査
は
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）に
行
わ
れ
、
多
く
の
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
確
認
さ
れ
た
遺
構
は
竪
穴
住
居
跡
六
軒
、
箱
式
石
棺
墓
三
基
、

木
棺
・
直
葬
の
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
周
囲
に
配
石
す
る
墓
三
基
で
あ
る
。

住
居
跡
は
三
号
住
居
跡
が
平
面
円
形
を
示
す
ほ
か
は
方
形
の
プ
ラ
ン
を
示
し
て
い
る
。
各
住
居
跡
は
近
接
す
る
関
係
を
示
し
三
号
住
居
跡

は
時
期
を
異
に
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
よ
り
古
期
の
所
産
と
思
わ
れ
る
。
残
る
住
居
跡
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
報
告
時

を
待
ち
た
い
。
一
辺
六
㍍
程
の
方
形
住
居
に
は
壁
体
下
に
周
溝
を
巡
ら
し
（
一
・
四
・
五
号
）、
ベ
ッ
ド
状
遺
構
を
有
す
る
も
の（
四
号
）
も
あ
る
。

カ
マ
ド
の
設
置
は
無
く
、
炉
に
よ
る
採
光
・
採
暖
で
あ
る
。
二
号
住
居
に
は
中
央
付
近
で
五
箇
所
の
炉
が
確
認
さ
れ
、
壁
体
の
外
周
が
五
㌢
ほ
ど

被
熱
し
た
状
況
が
う
か
が
え
、
鍛
冶
に
関
す
る
工
房
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、
四
号
住
居
か
ら
は
柱
穴
か
ら
鉄
製
鏃
が
、
六
号
住

一  

（
10
）　

東
彼
杵
町
教
育
委
員
会『
ひ
さ
ご
塚
古
墳
』東
彼
杵
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
５
集　
一
九
九
一

東
彼
杵
町
教
育
委
員
会『
ひ
さ
ご
塚
古
墳
Ⅱ
』東
彼
杵
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
６
集　
一
九
九
四

（
11
）　

前
掲
註（
２
）、
宮
﨑
論
文

（
12
）　�

大
石
一
久
「
郡
川
周
辺
に
お
け
る
中
世
寺
院
の
性
格
に
つ
い
て
」『
稗
田
遺
跡　

弥
勒
寺
地
区
農
業
構
造
改
善
事
業
に
か
か
る
遺
跡
の
発
掘
調
査
報
告

書
』　

稗
田
遺
跡
調
査
会　
一
九
八
八

　
　
　

本
文
執
筆
時
、
大
石
よ
り
石
仏
の
造
像
名
及
び
造
像
期
に
つ
い
て
修
正
の
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。

（
13
）　

津
田
繁
二「
我
が
長
崎
県
の
先
史
時
代
及
び
原
始
時
代
の
遺
跡
遺
物
の
概
略
に
つ
い
て
」『
長
崎
談
叢
』第
二
十
六
輯　

長
崎
史
談
会　
一
九
四
〇

（
14
）　

穴
沢
咊
光
・
馬
目
順
一
「
獅
噛
環
刀
試
考
」『
信
濃
』第
三
一
巻
第
四
号　

信
濃
史
学
会　
一
九
七
九

（
15
）　

長
崎
県
教
育
委
員
会
「
鬼
の
穴
古
墳
」『
長
崎
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
集
報
Ⅲ
』長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
50
集　
一
九
八
〇

（
16
）　

藤
野　

保
編『
大
村
郷
村
記
』第
二
巻
「
第
十
一
竹
松
村
」　

国
書
刊
行
会　
一
九
八
二

（
17
）　

藤
田
和
裕
「
第
二
章　

県
央　

第
一
節　

原
始
・
古
代
の
県
央
」『
原
始
・
古
代
の
長
崎
県　

資
料
編
Ⅱ
』　

長
崎
県
教
育
委
員
会　
一
九
九
七

第
三
節
　
市
内
の
古
墳
時
代
の
様
相
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図４‐７　１号（上）、２号住居実測図� （大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第25集より）

図４‐８　５号（右上）、６号住居実測図� （大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第25集より）
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図４‐９　３号墓実測図� （大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第25集より）

居
の
柱
穴
か
ら
は
砂
岩
製
砥
石
が
出
土
し
て
い
る
。

次
に
石
棺
墓
と
配
石
墓
で
あ
る
が
、
大
小
二
つ
の
タ

イ
プ
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
近
接
し
混
在
し
て
い
る
。
小

範
囲
の
調
査
で
あ
る
た
め
詳
細
は
不
詳
で
あ
る
が
、
三

基
ず
つ
集
合
し
て
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
い
る
よ

う
だ
。
石
棺
墓
、
配
石
墓
と
も
に
共
通
す
る
要
素
と

し
て
、
石
棺
材
若
し
く
は
木
棺
材
を
周
囲
か
ら
押
さ
え

込
む
よ
う
に
円
礫
を
配
石
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
近
接

し
た
時
期
あ
る
い
は
同
時
期
の
所
産
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
二
号
と
五
号
で
約
九
㍍
間

隔
が
あ
い
て
お
り
、
か
つ
て
は
マ
ウ
ン
ド
（
封
土
）
が
存
在

し
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
し
た
場
合
、
古
墳
時
代
の

生
活
域
と
墓
域
の
占
地
の
仕
方
を
見
た
場
合
、
両
者
が

同
時
に
存
在
し
た
と
い
う
よ
り
、
時
期
を
違
え
て
存
在

し
た
と
見
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
生
活

域
の
利
用
が
先
行
し
、
そ
の
後
墓
地
と
し
て
利
用
さ
れ

た
可
能
性
が
高
い
。

さ
て
、
冷
泉
遺
跡
の
生
活
域
と
墓
域
の
営
ま
れ
た
時

期
で
あ
る
が
、
六
号
住
居
跡
の
床
面
か
ら
出
土
し
た
土

器
群
は
台
付
甕
や
西
新
式
系
の
甕
な
ど
弥
生
的
な
形
状
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を
残
し
つつ
も
、
低
脚
の
高
坏
や
甕
底
部
の
丸
底
化
な
ど
新
し
い
傾
向
も
加
味
し
て
お
り
、
最
古
期
に
属
す
る
土
師
器
の
様
相
を
示
し
て
い
る
も

の
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
土
器
相
に
近
し
い
例
と
し
て
雲
仙
市
国
見
町
龍
王
遺
跡
二
二
区
Ｓ
Ｂ
５
住
居
跡
出
土
遺
物
（
２
）
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
龍
王
遺
跡
出
土
品（
図
４
―
14
）に
は
台
付
甕
な
ど
に
弥
生
式
土
器
の
名
残
り
を
留
め
る
が
、
体
部
外
面
に
右
肩
上
が
り
の
叩
き
目
を
持

ち
口
唇
部
を
摘
み
上
げ
る
甕
や
底
部
の
丸
底
化
な
ど
に
新
し
い
要
素
が
見
ら
れ
、
庄
内
式
土
器
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
古
い
要
素

を
認
め
つつ
も
、
斉
一
化
さ
れ
る
土
器
の
傾
向
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

図４‐１０　５号墓実測図� （大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第25集より）
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図４‐11　出土遺物実測図1� （大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第25集より）
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図４‐12　出土遺物実測図2� （大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第25集より）
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図４‐13　出土遺物実測図3� （大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第25集より）



439原始編 第四章 古墳時代

図４‐14　龍王遺跡22区� （雲仙市教育委員会　雲仙市文化財調査報告書第1集より）
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よ
っ
て
冷
泉
遺
跡
六
号
住
居
跡
出
土
土
器
群
は
、
四
世
紀
初
頭
前
後
の
年
代
を
付
与
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
市
内
で
確
認
さ
れ
た
土
師

器
の
中
で
は
最
も
古
期
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
中
期

小
佐
古
石
棺
群（
３
）
は
、
Ｊ
Ｒ
大
村
駅
の
北
東
方
約
六
〇
〇
㍍
の
南
斜
面
に
立
地
し
、
標
高
五
〇
㍍
前
後
を
測
る
。
こ
こ
か
ら
大
村
湾
の
方

を
臨
む
と
東
三
城
町
か
ら
西
三
城
町
、
水
主
町
、
東
本
町
に
広
が
る
条
里
の
跡
が
見
ら
れ
、
古
墳
時
代
に
も
同
様
の
水
田
跡
が
望
め
た
こ
と
は

確
実
で
あ
り
、
そ
の
生
産
基
盤
を
背
景
に
小
佐
古
石
棺
群
や
琴
平
神
社
古
墳
な
ど
が
営
ま
れ
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
か
た
く
な
い
。
こ
の
条
里

跡
は
大
上
戸
川
条
里
と
い
わ
れ
、
Ｎ
四
〇
度
Ｗ
の
方
位
に
約
一
六
の
坪
数
が
確
認
さ
れ
る
。
大
上
戸
川
と
内
田
川
に
挟
ま
れ
た
扇
状
地
形
に
展

開
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）の
大
村
領
内
高
目
録（
４
）に
記
す
大
村
で
は
高
三
一
四
四
石
余
、
田
一
九
七
町
三
反
余
、
畠

一
〇
〇
町
七
反
余
、
物
成
一
七
二
九
石
余
と
し
て
い
る
。
律
令
期
の
田
の
面
積
が
慶
長
期
に
は
一
二
倍
ほ
ど
に
拡
大
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
班

田
施
行
域
を
含
む
行
政
的
な
基
礎
単
位
の
取
り
方
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
慶
長
期
の
田
と
畑
の

比
率
は
二
対
一
で
あ
り
、
こ
の
比
率
は
律
令
期
に
お
い
て
も
さ
ほ
ど
変
わ
り
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
扇
状
地
形
の
上
に
展

開
さ
れ
た
水
田
の
水
利
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
広
大
な
大
村
扇
状
地
の
必
然
で
あ
り
、
そ
れ
は
沖
田
・
黒
丸
域
に
お
い
て
も
、
そ
の
比
率
は
変

わ
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、小
佐
古
石
棺
群
の
調
査
は
、昭
和
四
十
四
年（
一
九
六
九
）、同
六
十
一
年（
一
九
八
六
）、平
成
二
年（
一
九
九
〇
）に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
四
十
四
年（
一
九
六
九
）の
調
査
は
Ｂ
地
点
よ
り
三
五
〇
㍍
ほ
ど
下
が
っ
た
場
所
で
確
認
さ
れ
、
完
全
な
形
の
箱
式
石
棺
が
確
認
さ
れ
た
。

三
回
に
わ
た
る
調
査
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
石
棺
の
属
性
は
、
表
４
―
３
に
ま
と
め
て
掲
載
し
た
。

昭
和
六
十
一
年（
一
九
八
六
）の
調
査
で
は
八
基
の
石
棺
が
確
認
さ
れ
た
。
一
号
石
棺
は
二
段
掘
り
の
墓
壙
に
箱
型
の
石
棺
が
組
ま
れ
、
そ
の

四
周
の
棺
材
の
上
に
割
石
を
小
口
積
し
て
壁
面
を
造
作
し
て
い
る
。
床
面
に
は
小
豆
大
の
玉
砂
利
が
数
㌢
の
厚
さ
で
敷
か
れ
、
棺
内
に
は
朱
が

一
面
に
塗
ら
れ
る
と
い
う
非
常
に
丁
寧
な
つ
く
り
で
あ
っ
た
。
棺
内
か
ら
は
三
体
の
人
骨
が
検
出
さ
れ
た
。
分
析
を
行
っ
た
松
下
孝
幸
ら
に
よ
る

二
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と
、
内
訳
は
一
号
人
骨
・
女
性
・
壮
年
、
二
号
人
骨
・
女
性
・
熟
年
、
三
号
人
骨
・
男
性
・
壮
年
で
、
一
号
人
骨
が
最
後
に
埋
葬
さ
れ
、
他
の

二
体
の
前
後
関
係
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
。
人
骨
の
形
態
的
特
長
は
富
の
原
弥
生
人
に
近
く
、
更
に
二
号
人
骨
と
三
号
人
骨
の
下
肢
骨
の
形
態

が
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
血
縁
的
な
つ
な
が
り
を
予
想
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
号
女
性
人
骨
に
は
外
耳
道
骨
腫
が
見
ら
れ
、
海

女
と
し
て
大
村
湾
で
活
躍
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
真
珠（
白
珠
）の
採
取
に
係
わ
る
病
理
的
な
痕
跡
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

石
棺
内
か
ら
の
出
土
遺
物
は
鉄
製
剣
・
鏃
・
刀
子
、
滑
石
製
勾
玉
・
臼
玉
、
碧
玉
製
管
玉
が
検
出
さ
れ
た
。
出
土
状
態
は
一
号
女
性
人
骨

の
胸
元
に
滑
石
製
勾
玉
・
臼
玉
、
碧
玉
製
管
玉
が
、
石
棺
の
隅
に
寄
せ
ら
れ
た
三
号
男
性
人
骨
の
枕
元
か
ら
鉄
剣
・
鏃
・
刀
子
が
出
土
し
て
い
る
。

図４‐15　１号石棺実測図
� （大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第13集より）

図４‐16　１号石棺出土遺物
�（大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第13集より）
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二
号
石
棺
は
一
号
石
棺
に
直
交
す
る
よ
う
に
近
接
し
て
営
ま
れ
る
。
石
棺
の
大
き
さ

は
一
号
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
棺
内
に
副
葬
用
の
石
障
を
設
け
て
い
る
こ
と
、
板
石
を

使
っ
た
石
枕
を
持
つ
こ
と
な
ど
で
異
な
っ
て
い
る
。
副
葬
品
は
鉄
製
刀
子
、
凝
灰
岩
製
勾

玉
・
管
玉
、
材
質
不
明
勾
玉
、
滑
石
製
管
玉
・
臼
玉
が
出
土
し
て
い
る
。

一
〇
号
石
棺
は
一
号
石
棺
の
上
方
約
二
〇
㍍
に
造
ら
れ
、
等
高
線
に
平
行
し
て
い
る
。

端
正
な
箱
式
石
棺
で
、
棺
内
か
ら
は
三
体
の
成
人
人
骨
が
確
認
さ
れ
た
。
形
質
的
な
分

析
を
経
て
な
く
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
左
前
腕
部
に
装
着
し
た
貝
輪
が
確
認
さ
れ
て

お
り
注
目
さ
れ
る
。
副
葬
品
は
他
に
鉄
製
刀
子
、
碧
玉
製
管
玉
が
出
土
し
た
。
貝
輪

は
二
枚
貝
の
サ
ル
ボ
ウ
又
は
ベン
ケ
イ
ガ
イ
の
一
種
を
利
用
し
た
も
の
で
、
縄
文
時
代
以
来

の
伝
統
を
持
つ
装
身
具
で
あ
る
。
高
倉
洋
彰
の
弥
生
時
代
貝
製
腕
輪
の
分
析（
５
）に
よ
れ

ば
、
Ａ
類
貝
輪
と
し
た
二
枚
貝
製
腕
輪
は
女
性
が
身
に
つ
け
る
装
身
具
で
、
左
右
の
前
腕

に
つ
け
る
の
を
原
則
的
と
す
る
が
、
統
計
的
に
は
左
前
腕
が
多
く
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い

る
。
一
〇
号
石
棺
例
も
左
前
腕
部
への
装
着
で
あ
る
が
、
性
別
は
不
明
で
あ
る
。
高
倉
の

い
う
Ａ
類
、
木
下
尚
子（
６
）の
い
う
ま
る
型
貝
輪
Ⅰ
類
は
、
い
ず
れ
も
縄
文
時
代
の
貝
輪

着
装
の
習
俗
の
上
に
連
続
あ
る
い
は
不
連
続
の
形
で
展
開
し
た
習
俗
で
あ
り
、
そ
の
貝
輪

着
装
の
習
俗
が
古
墳
時
代
の
本
遺
跡
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
復
古
的
で
あ
ろ
う

か
、
特
徴
的
で
あ
る
。
な
お
、
類
例
と
し
て
、
諫
早
市
飯
盛
町
の
下
ノ
釜
石
棺
群（
７
）や

田
結
貝
塚
・
第
二
号
棺（
８
）を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
石
棺
群
の
属
性
に
つ
い
て
は
表
４
―
３
に
載
せ
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
石
棺
間
の
距

離
を
掲
載
し
て
い
る
。
お
互
い
近
接
す
る
関
係
に
あ
る
も
の
が
存
在
す
る
一
方
、
一
〇
㍍

表４‐３　小佐古石棺群属性表
副葬品及び装身具

備考石棺の大きさ（cm） 割石
積み

石棺施設 朱塗
布
墓壙
（段）

近接する石棺（No）
との距離（ｍ）

等高線と
の関係

人骨（体） 碧玉製 凝灰岩製 石材不明 滑石製 鉄製武器など
貝輪

No 長さ 幅 深さ 敷石 石枕 男性 女性 勾玉 管玉 勾玉 管玉 勾玉 管玉 勾玉 管玉 臼玉 棗玉 剣 刀 刀子 鏃
１ 180 50 50 有 有 有 ２ ３号・18 直交 １ ２ ４ １ 14 １ ２
２ 174 50 有 有 有 １ １号・０ 平行 １ １ ２ １ １ 53 １
３ 50 有 １ １号・18 直交 ９
４ 160 35 １ ３号・15 直交 １
５ 165 70 １ ６号・15 平行 １ １
６ 190 65 １ ５号・15 平行 １ 26 １ ３
７ 175 95 １ ５号・12 平行 ２ １
８ 120＋ 55 有 １ 不詳 平行
９ 180 50 40 １ 12号・11 平行 ３ 22 １ ２ ３
10 180 50 50 有 有 １ 12号・９ 平行 ３ ２ ７
11 30 １ 10号・０ 掘方のみ
12 75 20〜30 20 有 １

近接
９号・12

直交
それぞれ近
接している13 １ 直交 １

14 140 40 有 １ 平行
15 中世墓
16 全壊状態
17 168 40 25 有 有 Ｓ44調査分
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か
ら
二
〇
㍍
の
間
隔
を
保
つ
も
の（
一
号
、
九
号
、一
〇
号
）
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
石
棺
が
切
り
あ
う
こ
と
な
く
累
積
・

累
世
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
当
時
の
築
造
者
ま
た
は
共
同
体
の
構
成
員
が
視
認
で
き
る
封
土
が
存
在
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
そ
し

て
こ
れ
ら
一
定
の
間
隔
を
有
す
る
石
棺
に
は
、
鉄
製
の
武
器
や
玉
類
、
複
数
回
に
及
ぶ
追
葬
、
辟
邪
の
た
め
の
棺
内
への
朱
の
塗
布
な
ど
共
通
す

る
要
素
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
一
号
石
棺
内
の
二
号
・
三
号
人
骨
に
見
る
よ
う
に
血
縁
の
関
係
を
持
つ
可
能
性
の
あ
る
人
た
ち
の
墓
域
と

想
定
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

な
お
築
造
時
期
に
つい
て
は
、
石
棺
棺
材
上
に
割
石
を
小
口
積
み
す
る
手
法
が
黄
金
山
古
墳（
９
）や
前
島
六
・
七
号
墳（
10
）に
類
例
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
黄
金
山
古
墳
の
よ
う
に
古
式
土
師
器
を
共
伴
す
る
四
世
紀
後
半
代
以
降
、
前
島
古
墳
群
の
よ
う
に
須
恵
器
を
共
伴
す
る
五

世
紀
中
頃
ま
で
の
所
産
で
あ
る
と
指
摘
で
き
る
。
更
に
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
須
恵
器
共
伴
以
前
の
五
世
紀
前
半
代
の
所
産
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
よ
う
。

黄
金
山
古
墳
は
、
大
村
市
今
富
町
帯
取
に
所
在
し
た
。
九
州
考
古
学
会『
九
州
考
古
学
』第
三
九
・
四
〇
号
に
掲
載
さ
れ
た
小
田
富
士
雄
の

レ
ポ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
四
年
十
二
月
、
九
州
大
学
考
古
学
研
究
室
で
大
村
市
周
辺
の
ゼ
ネ
ラ
ル
・
サ
ー
ベ
イ
を
行
っ
た
際
に
、
か
つ
て
古

田
正
隆
よ
り
連
絡
の
あ
っ
た
黄
金
山
古
墳
の
土
器
等
に
関
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
を
企
図
し
た
と
す
る
。
ま
た
古
墳
の
現
地
調
査
を
行
っ
た
と

こ
ろ
、
石
室
構
造
の
特
殊
性
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
早
速
十
二
月
十
二
〜
十
三
日
に
か
け
て
記
録
保
存
の
た
め
の
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。
調

査
に
は
黒
野
肇
、
宮
小
路
賀
宏
の
援
助
を
得
て
行
わ
れ
た
。
ま
た
当
時
長
崎
県
文
化
財
専
門
委
員
石
丸
太
郎
が
持
ち
帰
っ
て
い
た
出
土
遺
物

や
人
骨
も
あ
わ
せ
て
調
査
が
行
わ
れ
た（
11
）。

こ
の
古
墳
は
多
良
岳
か
ら
派
生
す
る
丘
陵
上
に
あ
り
、
標
高
四
五
㍍
ほ
ど
で
あ
る
。
昭
和
十
五
〜
十
六
年
頃
に
は
海
軍
に
よ
っ
て
造
作
さ

れ
、
古
墳
の
墳
丘
は
大
き
く
削
り
込
ま
れ
た
。
小
田
が
現
地
調
査
を
実
施
し
た
昭
和
三
十
九
年
頃
ま
で
は
石
室
も
存
在
し
た
模
様
で
あ
る
が
、

現
在
で
は
そ
の
痕
跡
は
全
く
残
っ
て
い
な
い
。
墳
丘
の
高
さ
は
小
田
は
調
査
当
時
三
㍍
ほ
ど
と
記
載
し
て
い
る
が
、
現
在
も
同
様
で
あ
る
も
の
の
、

墳
丘
の
形
や
大
き
さ
、
周
溝
の
有
無
な
ど
は
残
念
な
が
ら
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
現
状
で
あ
る
。
小
田
の
レ
ポ
ー
ト
か
ら
古
墳
の
概
要
を
紹

介
す
る
こ
と
と
す
る
。
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写真４‐12　黄金山古墳遠景

写真４‐13　黄金山古墳石室

図４‐17　黄金山古墳石室図

写真４‐14　黄金山古墳石室

写真４‐15　黄金山古墳土師器
（写真４‐14・15　小田富士雄「長崎県大村市・黄金山古墳
調査報告」『九州考古学』第39・40号より）

図４‐18　黄金山古墳土師器実測図
（図４‐17・18　小田富士雄「長崎県大村市・黄金山古墳調査報告」『九州考古学』第39・40号より）
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石
室
は
半
地
下
式
に
営
ま
れ
た
長
方
形
の
箱
形
石
棺
の
上
に
、
板
状
石
を
小
口
積
み
し
て
側
壁
を
迫
り
出
さ
せ
て
ド
ー
ム
状
に
架
構
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
石
室
の
主
軸
は
略
東
西
で
、
東
側
に
玄
室
床
面
よ
り
約
五
〇
㌢
㍍
高
い
入
り
口
が
造
作
さ
れ
、
五
〇
㌢
㍍
ほ
ど
の
羨

道
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
羨
道
の
東
側
に
縦
長
の
板
石
を
立
て
掛
け
、
更
に
埋
土
し
て
閉
塞
す
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
閉
塞
部
分
の

上
に
は
板
石
が
残
っ
て
お
り
、
羨
道
部
か
ら
天
井
下
部
ま
で
の
高
さ
は
一
・
三
㍍
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
入
り
口
部
分
は
框
石
代
わ
り
に
や
や

厚
め
の
板
石
を
両
側
板
石
よ
り
二
〇
㌢
㍍
ほ
ど
下
げ
て
立
て
て
い
る
。
東
側
に
は
板
石
を
縦
に
用
い
て
袖
石
の
機
能
を
持
た
せ
、
閉
塞
石
と

の
壁
面
は
板
石
を
平
積
み
し
て
い
る
。

小
田
は
黄
金
山
古
墳
が
作
ら
れ
た
時
期
と
し
て
、
現
存
す
る
土
師
器
を
も
と
に
五
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
に
及
ぶ
時
期
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
閉

塞
部
の
入
念
な
造
作
か
ら
追
葬
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
古
墳
の
石
室
に
近
い
も
の
と
し
て
、
佐
賀
県
の
横
田
下
古
墳
や
福

岡
市
の
老
司
古
墳
第
三
号
石
室
を
提
示
し
、
五
世
紀
初
頭
の
竪
穴
系
横
口
式
石
室
の
変
容
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
と
し
つつ
、
ま
た
石
棺
系

横
口
式
石
室
の
系
譜
に
属
せ
し
め
て
も
不
都
合
は
な
い
と
結
論
し
た
。

出
土
人
骨
に
つい
て
は
、
九
州
大
学
医
学
部
解
剖
学
教
室
佐
野　

一
の
レ
ポ
ー
ト
が
同
じ
九
州
考
古
学
会『
九
州
考
古
学
』三
九
・
四
〇
号
に

掲
載
さ
れ
て
い
る（
12
）。

頭
骨
、
歯
牙
、
軀
幹
及
び
四
肢
骨
の
破
片
よ
り
成
る
。
全
身
に
亘
り
朱
が
濃
く
付
着
し
て
い
る
。

１�

．
頭
骨　

前
頭
骨
、
頭
頂
骨
、
側
頭
骨
、
上
顎
骨
、
鼻
骨
、
下
顎
骨
等
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
他
小
破
片
が
か
な
り
あ
る
が
接
合
復
元

は
で
き
な
い
。
骨
壁
は
比
較
的
厚
く
、
乳
様
突
起
も
大
き
い
。
成
人
男
性
と
考
え
ら
れ
る
。

２�

．
歯
牙　

破
片
と
な
っ
て
い
る
も
の
、
歯
冠
部
の
み
の
も
の
も
あ
る
。
並
べ
て
み
る
と
、
別
個
体
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
大
臼
歯
が
少
な
く

と
も
三
本
混
入
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
混
入
歯
は
他
の
も
の
よ
り
磨
耗
が
進
ん
で
お
り
、
熟
年
男
性
の
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
他
は
上
の
頭
蓋
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

３�

．四
肢
及
び
躯
幹　

躯
幹
骨
は
肋
骨
の
破
片
が
確
認
さ
れ
た
の
み
で
あ
る
。
四
肢
骨
上
腕
骨
、
前
腕
骨
、
大
腿
骨
及
び
脛
骨
の
破
片
が

大
部
分
で
、
何
れ
も
完
形
に
は
な
ら
な
い
。
筋
付
着
部
は
良
く
発
達
し
て
お
り
、
上
の
頭
骨
に
属
す
る
と
見
て
差
し
支
え
は
な
い
。
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４�

．
総
括　

歯
牙
か
ら
見
る
と
二
個
体
は
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
頭
骨
及
び
四
肢
骨
か
ら
は
こ
の
こ
と
は
証
明
で
き
な
か
っ
た
。
頭
部

と
四
肢
骨
は
一
個
体
分
で
成
人
男
性
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
が
人
骨
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
が
、
黄
金
山
古
墳
に
埋
葬
さ
れ
た
被
葬
者
は
二
体
以
上
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
ま
た
小
田
の
閉
塞

部
分
に
関
す
る
記
述
も
「
こ
の
よ
う
な
閉
塞
状
況
や
後
述
す
る
遺
物
を
考
え
あ
わ
せ
て
み
て
も
、
追
葬
な
ど
の
二
回
以
上
に
及
ぶ
埋
葬
が
行
わ

れ
た
積
極
的
な
特
徴
は
見
出
し
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
黄
金
山
古
墳
に
は
最
初
か
ら
複
数
の
被
葬
者
が
埋
葬

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
開　

正
和
は
小
田
の
報
告
に
遡
る
昭
和
二
十
四
年（
一
九
四
九
）に「
大
村
市
黄
金
山
古
墳
の
調
査
」と
題
す
る
レ
ポ
ー
ト
を
出
さ
れ
て

い
る
。『
西
海
考
古
』第
二
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
再
録
し
た
い（
13
）。

　

昭
和
二
十
四
年
十
一
月
二
十
五
日
以
後
調
査
中
の
古
墳
で
未
だ
調
査
不
十
分

で
す
の
で
中
間
報
告
の
意
味
で
書
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

大
村
市
福
重
町
今
富
郷
し
在
り
、
多
良
嶽
の
裾
が
滑
ら
か
な
ス
ロ
ー
プ
を
描
い

て
水
田
の
中
に
入
り
込
む
標
高
五
〇
㍍
の
丘
陵
の
尾
根
を
利
用
し
て
造
ら
れ
た
高

さ
三
㍍
、
長
さ
一
五
㍍
、
幅
一
四
㍍
の
現
在
ほ
ぼ
方
形
を
な
す
盛
土
の
上
に
雑
木
、

竹
等
が
茂
り
、
戦
時
中
軍
の
宿
舎
建
築
中
発
掘
さ
れ
た
も
の
で
、
現
在
に
於
い

て
も
石
槨
の
端
が
残
り
、
そ
の
出
土
品
は
石
槨
に
用
い
て
あ
っ
た
水
成
板
石
に
て

囲
い
小
舎
を
建
て
、
古
墳
の
上
に
安
置
し
て
あ
る
。

　

南
側
は
道
に
沿
い
削
り
取
っ
た
跡
、
明
に
し
て
居
り
其
の
他
の
辺
は
畑
に
隣
接

す
る
為
、
形
は
変
形
し
て
居
る
と
思
わ
れ
、
現
在
は
方
墳
の
如
き
で
あ
る
が
方

墳
な
り
や
円
墳
な
り
や
は
俄
に
之
を
弁
じ
難
い
。

　

石
槨
も
図
の
如
く
南
に
偏
っ
て
埋
置
し
て
あ
り
残
存
部
分
が
土
地
所
有
者
平

図４‐19　開 正和作図 墳丘平面略測図
� （西海考古同人会『西海考古』第2号より）
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野
源
治
氏
の
言
に
依
り
ま
す
と
、
長
さ
約
二
㍍
、
幅
約
一
・
八
㍍
の
ほ
ぼ
方
形
に
近
い
平
面
を
な
し
、
高
さ
約
一
・
二
㍍
の
大
き
さ
に
し
て
、

壁
面
は
扁
平
な
水
成
板
石
を
緻
密
に
小
口
積
と
し
た
整
美
な
も
の
で
表
面
に
厚
く
丹
を
塗
附
し
て
、
平
滑
な
壁
面
を
な
し
て
お
り
、
ま
た

中
央
に
水
成
岩
を
用
い
て
簡
単
な
隔
壁
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
こ
の
古
墳
の
特
徴
で
あ
り
、
弥
生
式
の
箱
式
棺
の
伝
統
を
残
す
と
共
に
、
隔

壁
発
達
の
即
ち
、
個
人
墳
よ
り
家
族
墳
への
始
源
形
式
を
為
し
て
い
る
物
と
し
て
注
意
さ
れ
る
。

　

羨
道
に
就
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
表
土
よ
り
一
・
五
㍍
の
深
さ
に
あ
り
、
南
に
偏
し
過
ぎ
て
居
り
、
又
北
九
州
に
同
種
石
槨
を
有
す
る

畿
内
前
期
様
式
の
前
方
後
円
墳
に
極
く
短
い
羨
道
の
存
在
を
報
じ
ら
れ
て
い
る
事
実
等
か
ら
し
て
、
此
の
古
墳
に
も
同
様
な
始
源
の
姿
の

羨
道
が
在
っ
た
の
で
は
な
い
か
想
像
さ
れ
る
。

　

床
に
は
砂
利
を
敷
き
、
壁
面
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
砂
利
の
上
に
も
朱
を
塗
っ
て
あ
り
、
出
土
品
と
し
て
は
人
歯
及
び
大
腿
骨
の
二
人
分
、

同
時
に
副
葬
品
と
し
て（
調
査
中
に
判
明
し
た
物
の
み
）
鉄
鏃
、
鉄
製
刀
剣
数
口
、
鉄
槍
及
び
供
献
具
と
し
て
の
素
焼
土
器
約
十
個
に
し

て
鉄
製
品
は
全
て
錆
び
て
い
る
の
で
詳
細
な
点
は
不
明
で
あ
る
が
刀
剣
は
全
て
両
刃
直
刀
に
し
て
幾
重
に
も
折
畳
し
て
鍛
冶
し
た
跡
が
見
ら

れ
、
日
本
刀
の
前
身
に
し
て
す
で
に
相
当
に
進
ん
だ
鍛
冶
術
が
行
な
わ
れ
て
い
た
事
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　

黄
金
山
古
墳
出
土
土
器
は
全
て
供
献
の
具
と
し
て
作
ら
れ
た
物
に
し
て
、
発
掘
の
際
、
注
意
し
て
掘
ら
れ
た
由
で
完
全
に
近
く
保
管
さ

れ
て
あ
り
、
平
野
氏
の
理
解
あ
る
取
り
計
ら
い
で
頂
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
望
外
の
喜
び
で
あ
っ
た
。

　

其
の
一
つ
で
あ
る
次
図
の
土
器
は
表
面
は
赤
褐
色
な
れ
ど
土
質
は
灰
白
色
に
し
て
焼
成
温
度
は
比
較
的
低
く
、
弥
生
式
系
統
の
土
器
で

あ
る
。

　

器
内
に
は
箆
に
て
描
か
れ
た
巴
型
刻
線
が
あ
り
、
内
側
部
に
も
同
様
、
横
線
刻
線
が
あ
る
。
整
形
に
は
轆
轤
が
使
用
せ
ら
れ
、
器
台

内
に
は
抉
り
取
ら
れ
た
空
洞
が
あ
る
。
此
の
土
器
と
富
の
原
遺
跡
出
土
高
坏
土
器
と
比
較
し
て
そ
の
進
歩
の
跡
が
見
ら
れ
て
面
白
い
。

　

不
整
形
な
粗
雑
な
る
手
作
り
の
土
器
に
し
て
、
色
は
前
者
に
同
じ
く
赤
褐
色
に
し
て
土
質
も
又
焼
成
温
度
等
も
同
じ
様
で
あ
る
が
、
内

部
に
灰
白
色
の
粉
末
を
蔵
し
て
い
た
物
で
、
此
の
粉
末
が
何
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
―
長
崎
師
範
学
校
教
授
池
田　

晴
に
鑑
定
依
頼
中
―

の
で
、
此
の
土
器
に
つい
て
も
そ
の
性
格
は
副
葬
品
と
云
う
外
、
鑑
定
後
に
決
め
る
事
に
し
た
い
。
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以
上
甚
だ
要
領
を
得
ぬ
も
の
で
あ
り
ま
し
た
が
此
等
の
事
よ
り
古
墳
時
代
の
前
期
の
古
墳
で
あ
り
、
外
形
は
ほ
と
ん
ど
同
様
な
形
を
な

し
、
同
じ
く
南
側
に
入
口
を
有
す
る
横
穴
式
の
比
較
的
後
期
に
属
す
る
竹
松
小
路
口
の
鬼
塚
と
か
恩
塚
と
か
呼
ば
れ
る
古
墳
への
移
行
の

一
型
式
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。（
未
完
）

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
レ
ポ
ー
ト
で
注
意
を
喚
起
さ
れ
る
の
は
、
玄
室
中
央
部
に
隔
壁
が
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
図
４
―
20
か
ら

す
る
と
砂
利
敷
き
の
床
面
か
ら
こ
の
隔
壁
が
立
っ
て
お
り
、
玄
室
が
二
室
に
分
割
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
隔
壁
と
は
石
障
の
こ
と
と
想
定

さ
れ
る
。
出
土
品
は
既
に
原
位
置
か
ら
離
れ
て
保
存
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
鉄
鏃
・
鉄
製
刀
剣
数
口
・
鉄
槍
な
ど
の
武
器
類
と
供
献
土

器
類
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
。

さ
て
、
黄
金
山
古
墳
出
土
土
師
器
に
つい
て
取
り
上
げ
た
も
の
に
古
門
雅
高（
14
）・
竹
中
哲
朗（
15
）の
論
考
が
あ
る
。
古
門
は
大
村
市
教
育
委

員
会
と
東
彼
杵
町
教
育
委
員
会
が
保
管
す
る
出
土
遺
物
の
所
蔵
経
過
と
再
実
測
を
行
い
、
福
岡
県
や
熊
本
県
の
土
師
器
編
年
を
手
が
か
り
に
、

黄
金
山
古
墳
出
土
土
師
器
の
位
置
づ
け
を
行
い
、
上
限
を
四
世
紀
後
葉
、
下
限
を
五
世
紀
初
頭
と
し
た
。
ま
た
、
竹
中
は
大
村
湾
・
橘
湾
沿

岸
に
展
開
す
る
古
墳
の
属
性
分
析
を
行
い
、
島
原
半
島
出
土
の
土
師
器
を
も
視
野
に
初
期
須
恵
器
と
の
関
連
か
ら
時
代
観
を
勘
案
し
て
、
黄

金
山
古
墳
の
年
代
を
概
ね
四
世
紀
後
半
頃
の
所
産
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
ま
た
、
竪
穴
系
横
口
式
石
室
の
大
村
への
導
入
は
、
北
部
九
州
に
成
立

す
る
初
期
横
穴
式
石
室
と
時
期
的
な
開
き
は
余
り
な
い
も
の
と
結
論
付
け
た
。

鹿
の
島
古
墳
群
は
、
東
彼
杵
町
に
隣
接
す
る
大
村
市
松
原
の
鹿
の
島
の
独
立
し
た
残
丘
に
立
地
し
て
い
る
。
一
一
基
よ
り
な
る
古
墳
群
と
さ

れ
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
地
表
面
に
安
山
岩
板
石
で
箱
型
に
組
合
せ
た
石
組
集
石
が
看
取
さ
れ
、
石
棺
を
主
体
と
し

た
古
墳
群
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
時
期
等
に
つい
て
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
鹿
の
島
に
隣
接
し
た
丘
陵
上
に
も
石
棺
が
存
在
し
た
と
い
う
。
現
在
は
Ｊ
Ｒ
大
村
線
と
国
道
三
四
号
線
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
て
い
る

が
、
か
つ
て
は
丘
陵
が
海
方
に
張
り
出
し
た
地
形
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
丘
陵
上
に
石
棺
群
が
営
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
久
津
石
棺

群（
16
）が
あ
る
。
Ａ
〜
Ｄ
の
四
地
点
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
五
十
一
年（
一
九
七
六
）に
は
圃
場
の
整
備
の
折
に
発
見
さ
れ
、
Ａ
・
Ｂ
二
地
点

の
調
査
が
行
わ
れ
た
。
Ａ
地
点
石
棺
は
元
の
規
模
が
二　

一
・
五
㍍
ほ
ど
の
方
形
に
近
い
石
棺
で
、
床
面
に
は
小
さ
な
玉
石
を
敷
き
詰
め
て
い
た
。

×
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Ｂ
地
点
石
棺
も
Ａ
地
点
石
棺
と
ほ
ぼ
同
様
の
石
棺
で
寸
詰
ま
り
の
石
棺
で
あ
る
点

が
共
通
し
て
い
る
。
副
葬
品
な
ど
の
出
土
遺
物
は
確
認
し
な
か
っ
た
が
、
調
査
者

は
箱
式
石
棺
か
ら
横
穴
式
石
室
への
過
渡
期
の
も
の
と
し
て
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
の

所
産
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
大
村
湾
沿
岸
な
ど
の
石
棺
系
あ
る
い
は
竪
穴
系
の
横
口
式
石
室
を
整
理

し
た
竹
中
哲
朗
の
報
告（
17
）を
紹
介
し
た
い
。
竹
中
は
黄
金
山
古
墳
、
ひ
さ
ご
塚
古

墳
、
前
島
古
墳
群
、
一
野
古
墳
群
の
石
室
規
模
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
中

で
前
島
古
墳
群
か
ら
は
大
村
湾
最
古
と
思
わ
れ
る
五
世
紀
代
中
頃
（
Ｔ
Ｋ
二
〇
八

図４‐20　開 正和作図 石槨想定図（左）と石槨断面図（右）
� （西海考古同人会『西海考古』第2号より）

図４‐21　黄金山古墳出土土師器（古門氏実測）
� （西海考古同人会『西海考古』創刊号より）
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段
階
）の
須
恵
器
が
副
葬
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
目
安
に
そ
れ
以
前
の
石
室
の
長
さ
と
幅
の
比
率
は
〇
・
五
程
度
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
以
降

の
も
の
は
〇
・
五
よ
り
小
さ
な
比
率
を
示
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
〇
・
五
以
上
の
比
率
を
持
つ
石
棺
は
、
五
世
紀
中
頃
よ
り
遡
る
可
能

性
を
持
つ
と
し
た
も
の
で
、
上
記
久
津
石
棺
の
報
告
者
と
築
造
時
期
に
つ
い
て
大
方
の
一
致
を
見
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
は
須
恵
器
出
現
以
前

の
石
棺
系
石
室
の
趨
勢
と
し
て
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、
よ
り
多
く
の
比
較
資
料
の
精
査
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
精
度
は
高
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
後
期

小
路
口
鬼
の
穴
古
墳
に
つい
て
は
前
述
し
た
の
で
再
掲
は
し
な
い
。

地
堂
古
墳
は
大
村
市
今
富
町
地
堂
に
所
在
す
る
。
黄
金
山
古
墳
の
南
一
〇
〇
㍍
ほ
ど
の
位
置
に
所
在
し
、
南
に
開
口
す
る
横
穴
式
石
室
を

内
部
主
体
と
す
る
古
墳
で
あ
る（
18
）。
黄
金
山
古
墳
同
様
郡
川
の
支
流
で
あ
る
佐
奈
川
内
川
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
独
立
丘
陵
の
斜
面
部
に
作

三

写真４‐16　鹿の島古墳群遠景

写真４‐17　鹿の島古墳群（マウンドか）

写真４‐18�　鹿の島古墳群（西側海岸
よりに露出した石棺）
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ら
れ
て
お
り
、
標
高
は
三
〇
㍍
前
後
で
あ
る
。
墳
丘
は
既
に
な
く
、
石
室
も
大
き
く
毀
損
し
て
い
る
。
石
室
は
原
位
置
を
留
め
る
も
の
と
し
て

玄
室
で
は
奥
壁
、
右
側
壁
腰
石
、
右
袖
石
、
前
室
で
は
右
側
壁
腰
石
、
左
・
右
袖
石
を
確
認
で
き
る
。
石
室
の
規
模
は
玄
室
の
長
さ
一
・
八
㍍
、

幅
一
・
五
㍍
、
前
室
で
長
さ
一
・
五
㍍
、
幅
一
・
三
㍍
ほ
ど
を
測
る
。
羨
道
部
分
は
毀
損
し
て
い
る
。
全
体
的
に
左
側
が
屋
敷
の
造
作
に
よ
っ

て
消
失
し
て
お
り
、
壁
面
を
構
成
す
る
石
積
み
や
天
井
石
は
見
ら
れ
な
い
。
石
室
が
複
室
式
で
あ
る
こ
と
は
石
材
の
位
置
か
ら
確
認
さ
れ
る
が
、

残
念
な
こ
と
に
築
造
時
期
は
不
詳
で
あ
る
。
奥
壁
の
腰
石
は
二
枚
で
組
ま
れ
た
模
様
で
、
こ
の
よ
う
な
例
は
野
田
古
墳
群
や
玖
島
崎
古
墳
群
に

認
め
ら
れ
る
。
ま
た
市
内
に
お
け
る
複
室
式
横
穴
式
石
室
の
類
例
と
し
て
、
小
路
口
鬼
の
穴
古
墳
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
鬼
の
穴
古
墳
は

六
世
紀
後
半
代
の
築
造
で
、
地
堂
古
墳
も
ほ
ぼ
同
時
代
の
所
産
と
想
定
さ
れ
る
。

玖
島
崎
古
墳
群
は
玖
島
城
の
南
西
に
位
置
す
る
玖
島
崎
の
松
林
の
中
に
一
一
基
の
古
墳
が
群
集
し
て
い
る
。
長
崎
県
に
お
け
る
群
集
し
た
古

墳
群
と
し
て
は
規
模
の
大
き
い
ほ
う
で
あ
る
。
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）に
は
九
州
大
学
教
授
の
鏡
山　

猛
に
よ
っ
て
調
査
が
行
わ
れ
た
経

緯
が
あ
る
。

そ
し
て
昭
和
四
十
四
年（
一
九
六
九
）に
は
市

の
文
化
財
と
し
て
史
跡
指
定
が
な
さ
れ
た
。
ま

た
、
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）に
は
長
崎
県

文
化
課
に
よ
る
分
布
調
査
が
実
施
さ
れ
、
九
基

の
古
墳
が
確
認
さ
れ
た
。

そ
の
後
平
成
四
年（
一
九
九
二
）に
古
墳
群
保

存
の
た
め
詳
細
な
情
報
を
得
る
学
術
調
査（
19
）

が
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。
古

墳
群
は
古
く
に
開
口
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

鉄
製
品
や
玉
類
な
ど
原
位
置
で
確
認
さ
れ
た
古

写真４‐19　地堂古墳遠景

写真４‐20　地堂古墳
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墳
も
あ
り
、
多
く
の
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
時
の
調
査
で
は
昭
和
五
十
六
年
の
県
文
化
課
が
行
っ
た
分
布
調
査
の
折
の
番
号
と
の
違
い
が
あ

り
、表
４
―
４
の
よ
う
に
報
告
書
に
お
い
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、平
成
九
年（
一
九
九
七
）に
長
崎
県
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た『
原

始
・
古
代
の
長
崎
県　

資
料
編
Ⅱ
』（
20
）で
は
、
昭
和
五
十
六
年
県
文
化
課
調
査
分
に
依
拠
し
て
再
度
番
号
付
け
を
し
た
結
果
、
煩
雑
と
な
っ

て
い
る
。
よ
っ
て
、
大
村
市
が
詳
細
調
査
を
実
施
し
て
報
告
を
行
っ
た
表
４
―
４
に
基
づ
い
て
整
理
を
行
っ
た
ほ
う
が
、
将
来
齟
齬
を
き
た
す
可
能

性
が
少
な
く
、
良
策
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

玖
島
崎
古
墳
群
は
調
査
の
結
果
一
一
基
で
構
成
さ
れ
る
古
墳
群
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
内
部
主
体
は
横
穴
式
石
室
を
主
体
と
す
る
両

袖
式
の
も
の
で
あ
る
。
特
徴
は
羽
子
板
状
を
呈
す
る
平
面
形
状
の
０
号
墳
や
一
号
墳
が
示
し
て
い
る
こ
と
と
、
屍
床
を
有
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
た
両
袖
石
は
壁
面
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
佇
立
し
て
い
る
。
更
に
玖
島
崎
の
丘
陵
は
地
質
的
に
は
安
山
岩
の
火
山
砕
屑
物
が
基
盤
と
さ

れ
、
安
山
岩
塊
石
は
認
め
る
も
の
の
巨
石
を
認
め
ず
、
よ
っ
て
奥
壁
や
側
壁
の
腰
石
が
複
数
枚
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点

は
、
大
振
り
の
石
材
を
使
用
し
た
小
路
口
鬼
の
穴
古
墳
や
地
堂
古
墳
な
ど
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
り
、
系
譜
の
違
い
を
示
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
。
奥
壁
に
二
枚
の
腰
石
を
使
用
す
る
点
や
、
袖
石
が
壁
面
に
埋
め
込
ま
れ
な
い
点
は
野
田
古
墳
群
と
同
様
で
あ
り
、
共
通
し
た
様
相
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
０
号
墳
の
石
室
プ
ラ
ン
の
よ
う
に
羽
子
板
状
を
示
す
も
の
と
し
て
松
浦
市
の
小
嶋
古
墳
群
一
号
墳
を
類
例
と
し

て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
石
室
内
を
石
障
で
区
画
す
る
造
作
は
肥
後
系
の
古
墳
に
多
く
見
ら
れ
、
古
墳
築
造
の
系
統
性
を
示
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
本
古
墳
群
の
説
明
に
は
墳
丘
を
持
た
な
い
古
墳
と
の
表
記
も
あ
る
が
、
本
来
墳
丘
を
有
し
な
い
古
墳
は
存
在
せ
ず
、
長
年
の
侵

食
や
撹
乱
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
事
実
０
号
墳
や
七
号
墳
の
よ
う
に
低
い
墳
丘
を
残
し
て
い
る
例
も
存
在
し
て
い
る
。
築
造
時
期

は
一
〇
号
墳
に
お
い
て
は
六
世
紀
後
半
に
築
造
さ
れ
、
七
世
紀
前
半
に
追
葬
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
出
土
須
恵
器
か
ら
判
明
す
る
。
他
の
古
墳
も

同
様
の
推
移
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

上
小
路
口
古
墳（
21
）は
大
村
市
小
路
口
町
に
所
在
す
る
。
市
道
の
脇
に
あ
り
、
畑
の
中
に
僅
か
に
奥
壁
の
一
部
が
覗
い
て
い
る
。
藤
田
和
裕
の

報
告
に
よ
れ
ば
南
に
開
口
す
る
横
穴
式
石
室
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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表４‐４　玖島崎古墳群整理表

実数 本書 県遺跡台帳 備　　　考

１ ０号墳 ２号 九大調査？カードに添付してある写真のみで判断したので１と２は入れ替わる
かもしれない。２ １合墳 １号

３ ２号墳 ３号

３調査地 ―

４ ４号墳 ― カードの４号には写真が添付されていないので不明

５調査地 ６号 石材があるが移動されたもので古墳ではない。

５ ６号墳 ５号？ カードの５号には写真が添付されていないので不明

６ ７号墳 ７号

７ ８号墳 ―

８ ９号墳 ―

９ 10号墳 ９号

10 11号墳 ８号

11 12号墳 ―

13号遺構 ― 時期不明石組遺構

図４‐22　玖島崎古墳群分布図� （大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第17集より）



454

写真４‐21　玖島崎古墳群０号墳写真４‐22　玖島崎古墳群０号墳

図４‐23　玖島崎古墳群０号墳実測図� （長崎県教育委員会『原始・古代の長崎県』資料編Ⅱより）
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図４‐24　玖島崎10号墳出土須恵器� （大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第17集より）
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終
末
期

野
田
古
墳
群
（
22
）
は
大
村
市
野
田
町
野
田
に
所
在
し
、
丘
陵
の
斜
面
部
に
立
地
し
た
三
基
か

ら
な
る
古
墳
群
で
あ
る
。
昭
和
四
十
九
〜
五
十
一
年（
一
九
七
四
〜
一
九
七
六
）に
か
け
て
長
崎

県
教
育
庁
文
化
課
が
実
施
し
た
「
長
崎
県
埋
蔵
文
化
財
発
掘
技
術
者
講
習
会
」
の
昭
和
五
十
年

度
講
習
と
し
て
ひ
さ
ご
塚
古
墳
と
野
田
古
墳
が
講
習
対
象
と
さ
れ
、
墳
丘
実
測
や
石
室
実
測
な

ど
が
行
わ
れ
た
。
ミ
カ
ン
畑
の
造
成
な
ど
に
よ
り
墳
丘
は
既
に
消
滅
し
て
い
た
。
こ
の
年
の
講
習

は
お
盆
過
ぎ
の
八
月
十
九
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
の
七
日
間
実
施
さ
れ
、
大
き
な
成
果
を
挙
げ
て

い
る
。
長
崎
自
動
車
道
開
設
の
事
前
の
記
録
保
存
調
査
が
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）に
行

わ
れ
、
現
在
は
消
滅
し
て
い
る
。

石
室
は
三
基
と
も
両
袖
式
の
横
穴
式
石
室
で
、

玄
室
は
二
㍍
ほ
ど
の
正
方
形
に
近
い
平
面
形
状
を
有
す
る
。
主
軸
は
南
北
方
位
を
取
る
も
の

の
若
干
ず
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
谷
方
向
に
開
口
し
て
い
る
。
一
・
二
号
墳
玄
室
の
両
袖
石

は
壁
面
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
佇
立
し
た
格
好
で
造
作
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
袖
石
を
壁
面

に
埋
め
込
ま
な
い
の
は
玄
室
形
状
を
主
眼
に
置
い
た
結
果
で
あ
り
、
方
形
プ
ラ
ン
を
追
求
し
た

結
果
と
想
定
さ
れ
る
。
敷
石
は
全
て
の
玄
室
に
し
つ
ら
え
て
い
る
。
古
墳
群
の
築
造
は
二
号
墳

→
三
号
墳
→
一
号
墳
の
順
に
丘
陵
斜
面
の
下
方
か
ら
上
方
に
築
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
築

造
時
期
は
七
世
紀
前
半
か
ら
後
半
に
か
け
て
継
続
的
に
築
造
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
よ
う
な
石
室
の
構
造
を
持
つ
古
墳
に
松
浦
市
の
小
嶋
古
墳
群
の
一
号
墳（
23
）
が
あ
る
。

正
方
形
プ
ラ
ン
で
奥
壁
は
二
枚
の
腰
石
か
ら
な
り
、
袖
石
も
壁
面
に
は
埋
め
込
ま
れ
ず
佇
立
し

て
い
る
。
ま
た
敷
石
を
有
す
る
点
も
同
様
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
袖
石
を
壁
面
に
埋
め
込
ま
な

四  

写真４‐23　上小路口古墳

写真４‐24　野田古墳群第2号墳全景
� （長崎県教育委員会　長崎県文化財調査報告書第93集より）
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図４‐25　野田古墳群２号墳石室図� （長崎県教育委員会　長崎県文化財調査報告書第93集より）

図４‐26　野田古墳群出土土器分類図� （長崎県教育委員会　長崎県文化財調査報告書第93集より）
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註（
１
）　�

大
村
市
教
育
委
員
会
「
冷
泉
遺
跡
」『
黒
丸
遺
跡
ほ
か
発
掘
調
査
概
報V

ol.3　

1998

〜2002

』大
村
市
文
化
財
調
査
報
告
書　

第
25
集　
二
〇
〇

三

（
２
）　

雲
仙
市
教
育
委
員
会『
龍
王
遺
跡（
倉
地
川
古
墳
）』雲
仙
市
文
化
財
調
査
報
告
書（
概
報
）第
１
集　
二
〇
〇
六

（
３
）　�

正
林　

護『
小
佐
古
石
棺
』　

長
崎
大
学
医
学
部
解
剖
学
第
二
教
室　
一
九
六
九

　
　
　

大
村
市
教
育
委
員
会『
小
佐
古
石
棺
墓
群
―
Ｂ
地
点
―
』大
村
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
13
集　
一
九
八
八

　
　
　

稲
富
裕
和
「
七
一　

小
佐
古
Ｂ
遺
跡
」『
原
始
・
古
代
の
長
崎
県　

資
料
編
Ⅱ
』　

長
崎
県
教
育
委
員
会　
一
九
九
七

　
　
　

大
村
市
教
育
委
員
会『
小
佐
古
石
棺
群
Ｂ
地
点
Ⅱ
』大
村
市
文
化
財
調
査
報
告
第
19
集　
一
九
九
五

（
４
）　

平
凡
社『
長
崎
県
の
地
名
』日
本
歴
史
地
名
大
系
第
四
三
巻　
二
〇
〇
一

　
　
　

藤
野　

保
・
清
水
紘
一
編『
大
村
見
聞
集
』　

高
科
書
店　
一
九
九
四

（
５
）　

高
倉
洋
彰
「
右
手
の
不
使
用
」『
九
州
歴
史
資
料
館
研
究
論
集
』１　

九
州
歴
史
資
料
館　
一
九
七
四

　
　
　

�

Ａ
類
の
二
枚
貝
製
腕
輪
は
縄
文
的
色
彩
が
強
い
貝
輪
で
あ
り
、
原
則
女
性
が
左
前
腕
に
着
装
し
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｂ
類
の
単
殻
類
巻
貝
製
腕
輪
お
よ

び
広
田
型
ゴ
ホ
ウ
ラ
製
腕
輪
は
、
単
殻
類
巻
貝
製
腕
輪
は
オ
オ
ツ
タ
ノ
ハ
・
カ
サ
ガ
イ
を
素
材
と
す
る
も
の
が
多
く
、
左
右
同
数
を
前
腕
部
に
着
装
す

る
女
性
が
主
で
あ
る
も
の
の
、
男
性
も
増
加
す
る
傾
向
が
伺
え
る
と
す
る
。
さ
ら
に
Ｃ
類
貝
輪
は
ゴ
ホ
ウ
ラ
製
縦
割
貝
輪
が
男
性
右
腕
に
、
イ
モ
ガ
イ

製
横
切
貝
輪
が
女
性
に
、
イ
モ
ガ
イ
製
縦
割
貝
輪
が
原
則
女
性
に
と
弁
別
さ
れ
、
か
つ
Ｃ
類
貝
輪
の
着
装
で
両
前
腕
着
装
は
あ
る
も
の
の
、
男
性
は
右

前
腕
が
殆
ど
で
あ
り
、
女
性
は
左
前
腕
が
殆
ん
ど
で
あ
る
と
の
傾
向
を
指
摘
し
た
。
Ｃ
類
貝
輪
の
出
自
は
、
Ａ
類
、
Ｂ
類
の
性
差
や
着
装
法
の
相
違
な

ど
を
止
揚
す
る
形
で
出
現
し
て
お
り
、
か
つ
青
銅
製
・
鉄
製
品
の
被
副
葬
者
の
出
現
は
、
そ
こ
に
左
手
の
不
使
用
者
す
な
わ
ち
司
祭
者
的
・
政
治
的
統

率
者
の
推
戴
・
出
現
を
想
定
し
て
い
る
。

（
６
）　�

木
下
尚
子
「
南
海
産
貝
製
腕
輪
は
じ
ま
り
へ
の
予
察
」『
日
本
民
族
・
文
化
の
生
成
』１　

永
井
昌
文
教
授
退
官
記
念
論
文
集　

九
州
大
学
永
井
昌
文
教

授
退
官
記
念
論
文
集
刊
行
会　
一
九
八
八

　
　
　

�

木
下
尚
子
「
南
海
産
貝
輪
着
装
習
俗
の
構
造
」『
南
島
貝
文
化
の
研
究
』貝
の
道
の
考
古
学　

法
政
大
学
出
版
局　
一
九
九
六

　
　
　

�

木
下
尚
子
氏
は
高
倉
氏
の
論
を
さ
ら
に
進
め
て
、
ま
る
型
貝
輪
（
近
海
産
二
枚
貝
製
（
ア
カ
ガ
イ
、
ベ
ン
ケ
イ
ガ
イ
な
ど
）・
南
海
産
巻
貝
製
（
広
田
型

ゴ
ホ
ウ
ラ
、
イ
モ
ガ
イ
・
タ
テ
型
））
と
、
う
ず
巻
型
貝
輪
（
南
海
産
巻
貝
製
（
金
隈
型
他
ゴ
ホ
ウ
ラ
、
イ
モ
ガ
イ
・
タ
テ
型
、
イ
モ
ガ
イ
・
ヨ
コ
型
））

に
分
類
し
た
。
こ
の
中
で
う
ず
巻
型
貝
輪
は
男
性
と
小
児
を
対
象
に
創
出
さ
れ
、
男
性
の
右
側
前
腕
着
装
に
偏
重
性
と
、
そ
の
後
の
優
位
性
を
示
し
た
。

い
構
造
は
、
玖
嶋
崎
古
墳
群
や
諫
早
市
小
長
井
町
の
長
戸
鬼
塚
古
墳（
24
）や
大
峰
古
墳（
25
）な
ど
に
見
ら
れ
、
こ
の
時
期
の
特
長
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
ま
る
型
製
貝
輪
の
う
ち
近
海
二
枚
貝
製
腕
輪
の
縄
文
時
代
か
ら
の
不
連
続
性
を
想
定
し
、
弥
生
時
代
貝
輪
の
出
現
の
意
義
を
想
定
し
た
。

（
７
）　

酒
詰
仲
男
ほ
か「
肥
前
下
ノ
釜
貝
塚
発
掘
報
告
」『
人
類
学
雑
誌
』第
五
八
巻
第
一
〇
号　

日
本
人
類
学
会　
一
九
四
三

（
８
）　�

小
田
富
士
雄
「
五
島
列
島
の
弥
生
文
化
―
総
説
篇
―
」『
長
崎
大
学
人
類
学
考
古
学
研
究
報
告
』
第
二
号　

長
崎
大
学
医
学
部
解
剖
学
第
二
教
室　
一

九
七
〇

　
　
　

小
田
富
士
雄『
九
州
考
古
学
研
究
―
弥
生
時
代
篇
―
』　

学
生
社　
一
九
八
三

（
９
）　

小
田
富
士
雄
「
長
崎
県
大
村
市
・
黄
金
山
古
墳
調
査
報
告
」『
九
州
考
古
学
』第
39
・
40
号�

九
州
考
古
学
会　
一
九
七
〇

（
10
）　

時
津
町
教
育
委
員
会『
前
島
古
墳
群
Ⅱ
』時
津
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
２
集　
一
九
九
四

（
11
）　

前
掲
註（
９
）

（
12
）　

佐
野　
一
「
長
崎
県
大
村
市
・
黄
金
山
古
墳
の
人
骨
」『
九
州
考
古
学
』第
39
・
40
号　

九
州
考
古
学
会　
一
九
七
〇

（
13
）　

開　

正
和
「
大
村
市
黄
金
山
古
墳
の
調
査
」『
西
海
考
古
』第
２
号　

西
海
考
古
同
人
会　
二
〇
〇
〇

（
14
）　

古
門
雅
高
「
黄
金
山
古
墳
出
土
土
師
器
の
検
討
」『
西
海
考
古
』創
刊
号　

西
海
考
古
同
人
会　
一
九
九
九

（
15
）　

竹
中
哲
朗
「
大
村
湾
・
橘
湾
沿
岸
の
古
墳
・
箱
式
石
棺
の
検
討
」『
西
海
考
古
』第
５
号　

西
海
考
古
同
人
会　
二
〇
〇
三

（
16
）　

長
崎
県
教
育
委
員
会
「
Ⅲ　

久
津
石
棺
群
の
調
査
」『
長
崎
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
集
報
Ⅰ
』長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
35
集　
一
九
七
八

　
　
　

寺
田
正
剛
「
六
〇　

久
津
石
棺
群
」『
原
始
・
古
代
の
長
崎
県　

資
料
編
Ⅱ
』　

長
崎
県
教
育
委
員
会　
一
九
九
七

（
17
）　

前
掲
註（
15
）

（
18
）　

長
崎
県
教
育
委
員
会『
Ⅱ　
ひ
さ
ご
塚
古
墳
・
鬼
の
穴
古
墳
・
野
田
古
墳
』長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
50
集　
一
九
八
〇

（
19
）　

大
村
市
教
育
委
員
会『
玖
島
崎
古
墳
群
』大
村
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
17
集　
一
九
九
三

（
20
）　

小
松　

旭
「
七
二　

玖
島
崎
古
墳
群
」『
原
始
・
古
代
の
長
崎
県　

資
料
編
Ⅱ
』　

長
崎
県
教
育
委
員
会　
一
九
九
七

（
21
）　

前
掲
註（
18
）

（
22
）　

長
崎
県
教
育
委
員
会
「
野
田
古
墳
」『
長
崎
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
集
報
Ⅲ
』長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
50
集　
一
九
八
〇

　
　
　

宮
﨑
貴
夫
「
六
四　

野
田
古
墳
」『
原
始
・
古
代
の
長
崎
県　

資
料
編
Ⅱ
』　

長
崎
県
教
育
委
員
会　
一
九
九
七

　
　
　

�

長
崎
県
教
育
委
員
会
「
野
田
古
墳
」『
九
州
横
断
自
動
車
道
建
設
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
緊
急
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅵ
』
長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
93

集　
一
九
八
九

（
23
）　

松
浦
市
教
育
委
員
会『
小
嶋
古
墳
群
』松
浦
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
４
集　
一
九
八
八

（
24
）　

小
長
井
町
教
育
委
員
会『
長
戸
鬼
塚
古
墳
―
修
復
整
備
に
伴
う
発
掘
調
査
―
』小
長
井
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
１
集　
一
九
九
八

（
25
）　

藤
田
和
裕
「
第
六
節　

長
崎
県
の
古
墳
文
化
」『
原
始
・
古
代
の
長
崎
県　

通
史
編
』　

長
崎
県
教
育
委
員
会　
一
九
九
八
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郡
川
周
辺
の
生
産
・
生
活
遺
跡

市
内
に
お
け
る
生
活
関
連
遺
構
の
検
出
は
、
弥
生
時
代
以
降
の
住
居
跡
等
を
含
め
て
、
郡
川
周
辺
の
沖
田
・
黒
丸
地
区
で
主
に
検
出
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
多
良
岳
か
ら
流
れ
出
た
郡
川
が
そ
の
堆
積
物
に
よ
っ
て
流
路
を
徐
々
に
北
西
方
向
に
変
化
さ
せ
、
現
在
に
至
っ
た
た
め
で
あ
る
。

長
岡
信
治
に
よ
れ
ば
扇
状
地
主
体
の
平
野
で
、
形
態
は
南
北
九
㌔
㍍
、
東
西
三
㌔
㍍
の
扇
形
で
、
分
布
高
度
は
四
五
㍍
以
下
で
あ
る
。
こ
の
平

野
は
扇
状
地（
最
終
氷
期
）、
谷
底
低
地
、
氾
濫
原
、
砂
州
・
三
角
洲（
完
新
世
）に
細
分
さ
れ
る（
１
）。

扇
状
地
は
大
村
平
野
の
約
七
〇
㌫
を
占
め
、
分
布
高

度
は
海
抜
四
五
〜
マ
イ
ナ
ス
二
〇
㍍
で
、
平
均
勾
配
は

一
三
‰
で
あ
る
。
扇
端
部
は
海
岸
線
か
ら
海
底
面
に

連
続
し
、
水
深
二
〇
㍍
付
近
で
海
底
に
没
す
る
。
そ
の

た
め
伏
流
水
は
海
底
面
で
湧
出
し
、
灌
漑
用
水
と
し
て

の
水
利
が
悪
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
古
く
か
ら
水
利

の
便
が
悪
く
、
条
里
の
遺
構
も
平
野
北
部
に
限
定
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
水
利
の
悪
さ
は
半
面
畑
作
に
は
向
い
て

お
り
、
事
実
小
麦
や
人
参
な
ど
の
畑
作
物
は
多
種
・
多

量
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
い
つ
頃
か
ら
現
在
の
よ
う
な
地
貌
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
長
岡
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
大
村
市
南
西

部
の
津
水
で
は
、
沖
積
層
の
貝
化
石
の
放
射
性
測
定
年

一  
第
四
節
　
古
墳
時
代
の
生
産
・
生
活
遺
跡
と
風
土
記

図４‐27　大村平野の地形分類図と縄文海進極相期の海岸線の位置
�国土地理院（1980）を1984年国土地理院撮影の２万分の１航空写真で
修正（長崎県教育委員会　長崎県文化財調査報告書第132集より）
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代
を
基
に
完
新
世
の
海
面
変
化
曲
線
が
描
か
れ
て
い
る（
１
）
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大

村
湾
南
東
部
の
相
対
的
海
水
準
は
約
四
二
八
〇
年
前
に
海
抜　

〇
・
五
㍍
の
完
新
世
最

高
高
度
に
達
し
、
以
後
現
在
の
水
準
ま
で
徐
々
に
低
下
し
た
と
し
て
い
る（
図
４
―
28
）。

こ
の
こ
と
は
、
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
調
査（
２
）の
黒
丸
町
五
八
七
番
地
一
外
地
点
に

お
い
て
、
標
高
一
㍍
強
の
高
度
で
縄
文
時
代
晩
期
の
ド
ン
グ
リ
貯
蔵
穴
六
二
基
と
、
標
高
一・

五
㍍
で
同
じ
く
縄
文
晩
期
の
竪
穴
住
居
跡
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
が
証
明
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
縄
文
時
代
前
期
の
海
進
の
後
は
、
海
面
の
上
昇
は
顕
著
で
な
く
、
現
在
我
々
が
目
に
す

る
風
景
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

更
に
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）の
長
崎
県
学
芸
文
化
課
に
よ
る
発
掘
調
査
（
３
）
は
、

郡
川
直
南
の
沖
田
町
に
お
い
て
実
施
さ
れ
、
縄
文
時
代
晩
期
の
埋
甕
が
確
認
さ
れ
た
。
ま

た
八
一
基
の
柱

穴
や
土
壙
、
溝
状
遺
構
、
集
石
遺
構
な
ど
が
確
認
さ
れ
、
埋
甕
の

存
在
か
ら
周
辺
に
生
活
域
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
遺

跡
の
直
北
を
西
流
す
る
郡
川
は
現
在
と
そ
の
流
路
を
変
化
さ
せ
て

い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
、
縄
文
晩
期
以
後
安
定
し
た
流
れ
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
実
施
さ
れ

た
調
査（
４
）に
お
い
て
も
追
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
航
空
写
真（
図
４
―

29
）
か
ら
も
確
認
さ
れ
、条
里
限
界
で
あ
る
北
側
界
線
の
北
二
〇
㍍

ほ
ど
が
畦
畔
の
並
び
が
異
な
っ
て
お
り
、自
然
の
堤
防
の
痕
跡
と
見

ら
れ
る
。

+

図４‐２8　�大村湾南東部における海面変化曲線　（長崎県
教育委員会　長崎県文化財調査報告書第132集より）

図４‐29　�黒丸遺跡の過去の主な調査地点　（長崎県
教育委員会　長崎県文化財調査報告書第201
集から）
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以
上
が
、
沖
田
・
黒
丸
地
区
の
地
理
的
・
歴
史
的
な
状
況
で
あ
る
が
、
南
部
の
大
上
戸
条
里
遺
構
周
辺
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
土
地
利
用
の

頻
度
が
高
く
、
か
つ
早
く
城
下
町
化
、
市
街
化
し
た
た
め
、
今
一
つ
把
握
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
、
水
田
作
・
畑
作
を
中
心
と
し
て
の
生
産
域

が
発
達
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
周
辺
の
石
棺
墓
や
古
墳
の
立
地
か
ら
し
て
十
分
に
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
地
理
的
・
地
質
的
制
約
の
中
で
古
墳
時
代
の
遺
跡
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

昭
和
五
十
二
年
（
一
九
七
七
）に
都
市
下
水
道
工
事
中
に
発
見
さ
れ
た
黒
丸
遺
跡（
５
）
は
、
大
村
湾
扇
状
地
に
展
開
す
る
生
活
関
連
の
遺
跡

と
し
て
著
名
で
あ
り
、
ま
た
大
村
市
が
主
体
と
な
っ
て
発
掘
調
査
を
行
っ
た
初
め
て
の
遺
跡
で
あ
る
。
検
出
さ
れ
た
遺
構
に
は
、
縄
文
時
代
晩

期
の
埋
甕
な
ど
が
あ
る
が
、
概
し
て
遺
構
の
残
り
具
合
が
悪
く
、
古
墳
時
代
の
土
師
器
な
ど
も
多
量
に
検
出
さ
れ
た
。
土
師
器
に
は
甕
・
壺
・

高
坏
・
盌
・
小
形
の
丸
底
壺
な
ど
須
恵
器
を
伴
わ
な
い
時
期
の
も
の
で
、
黄
金
山
古
墳
の
作
ら
れ
た
時
期
と
相
前
後
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た

周
辺
に
は
碁
盤
の
目
の
田
圃
の
区
画
が
認
め
ら
れ
、
古
代
の
条
里
が
施
行
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
。
条
里
に
関
係
す
る
地
名
と
し
て
は
「
九
の
坪
」

と
い
う
小
字
名
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
坪
付
け
の
方
法
等
は
不
明
で
あ
る
。
航
空
写
真
図
４
―
29
を
見
る
と
長
地
の
田
圃
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。
ま
た
周
辺
に
は
彼
杵
郡
衙
所
在
地
の
想
定
も
行
わ
れ
て
お
り
、
古
代
か
ら
重
要
な
場
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
五
十
二
年
（
一
九
七
七
）の
調
査
以
降
、
各
種
開
発
事
業
に
伴
っ
て
調
査
が
何
回
も
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）

に
は
沖
田
町
六
七
七
近
傍
で
土
壙
が
確
認
さ
れ
た（
６
）。
土
壙
の
規
模
は
直
径
一
・
二
㍍
ほ
ど
の
円
形
の
掘
り
込
み
で
、
こ
の
中
に
樽
形
の
は

そ
う
が
出
土
し
た
。
は
そ
う
は
注
口
部
を
下
に
し
て
横
た
わ
っ
た
状
態
で
出
土
し
、
土
壙
を
掘
っ
た
あ
と
す
ぐ
に
埋
め
込
ん
だ
も
の
ら
し
い
。
ほ

ぼ
完
形
で
あ
り
、
中
に
内
容
物
が
あ
っ
た
た
め
、
九
州
国
立
博
物
館
の
協
力
を
得
て
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
に
よ
る
分
析
を
行
っ
た
が
、
分
解
・
消
滅
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
か
固
ま
っ
た
土
以
外
の
も
の
は
確
認
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
何
の
た
め
の
土
壙
な
の
か
は
っ
き
り
と
し
な
い
が
、
我
々
が
古
く
に
忘

れ
去
っ
た
農
耕
祭
祀
等
に
関
連
す
る
遺
構
の
可
能
性
が
あ
る
。
時
期
は
こ
の
須
恵
器
の
型
式
か
ら
Ｔ
Ｋ
二
〇
八
段
階
の
も
の
で
、
五
世
紀
中
頃

の
所
産
で
あ
る
。
な
お
本
地
点
か
ら
四
〇
〇
㍍
ほ
ど
南
西
の
地
点（
７
）
か
ら
も
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）に
六
世
紀
前
半
代
の
須
恵
器
の
坏
と
蓋

な
ど
が
出
土
し
て
お
り
、
長
期
に
わ
た
る
生
産
域
・
生
活
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
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表４‐５　黒丸遺跡の主な調査履歴� （長崎県教育委員会　長崎県文化財調査報告書第２０４集より）

番号 調査開始日 調査終了日 主な検出遺構 主な出土遺物 調査の種別 報告書（発行機関・シリーズ番号・書名） 発行年

1 19770704 19770713 範囲確認 大村市黒丸遺跡調査会【黒丸遺跡発掘調査報告書】 1980

2 19780214 19780311 範囲確認 大村市黒丸遺跡調査会【黒丸遺跡発掘調査報告書】 1980

3 19781121 19790531 縄文晩期甕棺墓 晩期土器、石器、石包丁【2点】
弥生時代中期土器、古墳時代土師器 本調査 大村市黒丸遺跡調査会【黒丸遺跡発掘調査報告書】 1980

4 19901203 19901214 範囲確認 長崎県127集【黒丸遺跡Ⅰ】 1996

5 19931025 19940215 弥生時代中期壺棺群
ほか 縄文時代晩期土器・石器、弥生時代土器 本調査 長崎県127集【黒丸遺跡Ⅰ】 1996

6 19941115 19950203 ドングリ貯蔵穴群、住居跡 縄文時代晩期土器・石器、弥生時代土器 本調査 長崎県127集【黒丸遺跡Ⅰ】 1996

7 19940000 19970200 縄文晩期石組炉跡 舟形木製品・石包丁【3点】 範囲確認 大村市20集【黒丸遺跡ほか発掘調査概報VOL. 1 】 1997

8 19951101 19960315 本調査 長崎県132集【黒丸遺跡Ⅱ】 1997

9 19970000 19980000 範囲確認 大村市24集【黒丸遺跡ほか発掘調査概報VOL. 2 】 2000

10 19970402 19970409 溝 かわらけ 範囲確認 大村市24集【黒丸遺跡ほか発掘調査概報VOL. 2 】 2000

11 19980000 20020000 弥生中期矢板列 木製品（堅杵、鋤、弓、柄、斧柄、舟形木製品）
弥生中期土器 範囲確認 大村市25集【黒丸遺跡ほか発掘調査概報VOL. 3 】 2003

12 19990823 19990915 範囲確認 長崎県158集【埋蔵文化財調査年報 8 】 2001

13 19990000 20010000 範囲確認 大村市28集【黒丸遺跡ほか発掘調査概報VOL. 5 】 2005

14 20010726 20010807 中世柱穴群、土坑 土師器、龍泉窯系青磁、滑石製品ほか 範囲確認 大村市28集【黒丸遺跡ほか発掘調査概報VOL. 5 】 2005

15 20021202 20030320 畦畔状遺構、杭列 弥生時代中期木製品（又鍬）、土器 範囲確認 大村市27集【黒丸遺跡ほか発掘調査概報VOL. 4 】 2004

16 20040113 20040312 範囲確認 大村市28集【黒丸遺跡ほか発掘調査概報VOL. 5 】 2005

17 20050222 20050331 畦畔状遺構、杭列、
ドングリ貯蔵穴（古墳
時代初頭カ）

木製品（三又鍬、鋤などの農具類）、古式土師
器

範囲確認 大村市31集【市内遺跡発掘調査概報 1 】 2007

18 20051027 20060111 範囲確認 大村市31集【市内遺跡発掘調査概報 1 】 2007

19 20001218 20010219 縄文後期廃棄土坑 縄文後期、晩期前半土器 範囲確認 大村市31集【市内遺跡発掘調査概報 1 】 2007

20 20070409 20070427 縄文晩期土器、古墳時代中頃の土師器 範囲確認 大村市32集【市内遺跡発掘調査概報 2 】 2008

21 20050218 20050314 柱穴 白磁、青磁、滑石製品 範囲確認 大村市32集【市内遺跡発掘調査概報 2 】 2008

22 20071018 20080305 縄文晩期柱穴群 縄文時代晩期〜弥生時代中期にかけての土器・
石器 本調査 長崎県201集【黒丸遺跡Ⅲ】 2009

22 20090106 20090313 弥生時代前期柱穴、
土坑 縄文晩期〜弥生時代中期にかけての土器・石器 本調査 長崎県204集【黒丸遺跡Ⅳ】 2010
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図４‐30　黒丸遺跡出土遺物� （長崎県教育委員会『原始・古代の長崎県』資料編Ⅱより）
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稗
田
遺
跡（
８
）
は
弥
勒
寺
町
稗
田
に
あ
る
。
標
高
一
七
㍍
ほ
ど
の
標
高
を
測
り
、
南
に

伸
び
る
丘
陵
の
西
側
斜
面
に
営
ま
れ
た
遺
跡
で
あ
る
。
昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）に
調

査
が
実
施
さ
れ
、
Ⅳ
区
か
ら
弥
生
時
代
の
円
形
住
居
跡
二
軒
を
切
り
込
ん
だ
二
軒
の
古

墳
時
代
前
期
の
方
形
の
住
居
跡
を
検
出
し
た
。

四
軒
の
住
居
跡
は
ほ
ぼ
重
な
る
よ
う
に
し
て
確
認
さ
れ
て
お
り
、
土
器
か
ら
は
弥
生
時

代
前
期
の
板
付
Ⅱ
式
土
器
、
中
期
の
亀
の
甲
式
土
器
や
須
玖
式
系
統
の
も
の
、
熊
本
の
黒

髪
式
系
統
の
も
の
を
含
ん
で
お
り
、
円
形
の
住
居
跡
（
一
・
二
号
）に
伴
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

古
墳
時
代
の
住
居
跡
（
三
・
四
号
）
は
方
形
の
平
面
系
を
示
す
も
の
で
、
一
辺
が
五
㍍
ほ
ど

の
竪
穴
式
で
あ
る
。
四
号

住
居
跡
の
残
り
が
一
番
良
く
、
五　

六
㍍
ほ
ど
の
や
や
長
方
形
で
、
炉
跡
は
カ
ン

カ
ン
と
音
が
す
る
ほ
ど
硬
く
焼
け
て
い
た
と
い
う
。
い
ず
れ
の
住
居
跡
に
も
カ
マ
ド

は
備
え
付
け
ら
れ
て
な
く
、
炉
に
よ
る
調
理
加
工
、
採
暖・採
光
が
な
さ
れ
て
い
た
。

調
査
で
見
つ
か
っ
た
土
器
は
、
古
墳
時
代
の
土
師
器
で
須
恵
器
を
伴
う
時
期
よ

り
遡
る
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
甕
で
は
図
４
―
33
の
一
五
〜
一
七
の
Ａ
群
と
、
一
二

〜
一
四
の
Ｂ
群
に
、
図
４
―
34
の
一
一
三
〜
一
一
四
は
Ｃ
群
に
分
け
ら
れ
、
こ
の
場

合
図
４
―
32
の
一
・
二
な
ど
底
の
丸
み
を
帯
び
る
も
の
は
Ａ
群
に
包
括
さ
れ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
三
号
・
四
号
住
居
跡
に
属
す
る
土
器
群
は
、
三
号
に
Ａ　

Ｂ
の
群
が
、

四
号
に
Ｃ
群
が
属
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
四
号
住
居
跡
に
伴
う
と
み
ら

れ
る
柱
穴
か
ら
圭
頭
斧
箭
式
鉄
鏃
が
出
土
し
て
、
か
つ
そ
れ
は
砂
岩
製
及
び
粘

板
岩
製
の
砥
石
を
共
伴
し
て
お
り
、
炉
跡
の
赤
変
硬
化
と
と
も
に
こ
の
竪
穴
式

×

＋

写真４‐25　樽形はそう
（大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第34
集より）

図４‐31　稗田遺跡住居跡実測図
� （稗田遺跡調査会『稗田遺跡』より）
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図４‐32　稗田遺跡住居跡出土土器実測図� （稗田遺跡調査会『稗田遺跡』より）
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図４‐33　稗田遺跡住居跡出土土器実測図� （稗田遺跡調査会『稗田遺跡』より）
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図４‐34　稗田遺跡住居跡出土土器実測図� （稗田遺跡調査会『稗田遺跡』より）
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住
居
が
工
房
跡
の
機
能
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

岩
名
遺
跡（
９
）
は
今
富
町
の
水
田
下
に
位
置
し
、
標
高
は
二
三
㍍
前
後
を
測
る
。
冷
泉
遺
跡
か
ら
南
に
約
一
㌔
㍍
離
れ
て
お
り
、
野
田
川

に
北
面
し
て
い
る
。
調
査
は
平
成
九
〜
十
年
に
か
け
て
三
回
行
わ
れ
て
い
る
。
確
認
さ
れ
た
遺
構
は
、
竪
穴
住
居
跡
一
棟
、
掘
立
柱
建
物
二
棟
、

炉
跡
二
基
で
あ
る
。

竪
穴
住
居
跡
は
方
形
の
プ
ラ
ン
を
示
す
が
、
一
辺
の
長
さ
は
調
査
の
都
合
で
不
明
で
あ
る
。
住
居
跡
床
面
に
は
周
溝
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ト

レ
ン
チ
東
端
に
炉
跡
が
確
認
さ
れ
、
赤
変
・
硬
化
し
て
い
た
。
ま
た
炉
跡
南
に
台
石
が
確
認
さ
れ
た
。
遺
物
は
古
式
土
師
器
が
多
量
に
見
ら
れ
、

ま
た
手
捏
ね
土
器
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
器
種
は
甕
・
壺
・
二
重
口
縁
壺
・
坩
・
高
坏
と
多
器
種
が
認
め
ら
れ
た
。
須
恵
器
の
共
伴
は
見
ら
れ
ず
、

五
世
紀
前
半
代
の
所
産
で
あ
る
。

以
上
、
こ
れ
ま
で
に
調
査
が
行
わ
れ
た
生
産
遺
跡
又
は
そ
れ
を
支
え
た
生
活
遺
跡
を
見
て
き
た
が
、
古
墳
時
代
の
初
期
か
ら
郡
川
周
辺
に
お

い
て
生
活
域
が
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
は
古
く
に
水
田
可
耕
地
が
出
現
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
郡
川
周
辺
や
沖
田・

黒
丸
周
辺
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
稲
作
や
畑
作
な
ど
の
生
産
背
景
を
基
礎
と
し
て
、
黄
金
山
古
墳
な
ど
の
墳
墓
が
造
営
さ
れ

た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
黒
丸
周
辺
に
お
い
て
は
後
述
す
る
よ
う
に
プ
ラ
ン
ト
・
オ
パ
ー
ル
分
析
に
よ
っ
て
稲
作
農
耕
の
存
在
が

裏
付
け
ら
れ
る
が
、
大
上
戸
川
周
辺
に
お
い
て
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
。
小
佐
古
石
棺
群
や
琴
平
神
社
古
墳
な
ど
の
存
在
か
ら
見
て
、
条
里
遺

構
と
し
て
遺
存
し
て
い
る
周
辺
環
境
の
復
元
や
科
学
的
分
析
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
大
上
戸
条
里
遺
構
周
辺
に
お
い
て
は
広
大

な
水
田
可
耕
地
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
場
合
陸
稲
栽
培
の
耕
地
の
復
元
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
延
喜
式
』
巻
二
十
二
民

部
上
に
お
い
て
は

凡
そ
山
城
、
阿
波
・
両
国
の
班
田
は
陸
田
・
水
田
相
い
交
え
て
文
を
授
け
よ
。

と
記
し
て
お
り（
10
）、
陸
田
か
ら
収
穫
さ
れ
る
雑
穀
や
陸
稲
、
即
ち
オ
カ
ボ
に
よ
る
租
を
も
予
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
市
内
に
お
け
る
生
産
性
の
背
景
は
田
や
畑
の
み
に
限
ら
ず
、
前
面
に
広
く
展
開
す
る
大
村
湾
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
肥
前

国
風
土
記
』に
記
す
よ
う
に
海
藻
類
は
貢
納
物
と
し
て
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
白
色
や
黒
色
の
真
珠
は
神
の
依
り
代
と
し
て
機
能
し
た
。
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図４‐35　岩名遺跡遺構実測図�（大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第24集より）
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図４‐36　岩名遺跡出土遺物� （大村市教育委員会　大村市文化財調査報告書第24集より）



472

ま
た
妙
薬
と
し
て
も
珍
重
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

大
村
市
に
お
け
る
本
格
的
な
考
古
学
調
査
は
黒
丸
遺
跡
の
調
査
が
最
初
で
あ
る
。
長
崎
県
の
特
性
と
し
て
、
地
理
的
な
面
か
ら
は
住
居
跡

な
ど
の
遺
構
を
保
護
す
る
役
目
を
持
つ
火
山
灰
な
ど
の
堆
積
層
が
薄
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
遺
跡
の
所
在
地
が
火
山
灰
を
噴
出
・
降

下
・
堆
積
さ
せ
る
火
山
群
の
西
側
に
位
置
し
て
い
る
関
係
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
火
山
の
噴
出
物
は
火
口
よ
り
も
東
側
に
堆
積
す
る
と
い
う

特
性
を
持
っ
て
い
る
。
火
山
に
よ
る
堆
積
物
の
少
な
さ
は
、
遺
構
や
遺
物
な
ど
の
グ
ラ
ン
ド
カ
バ
ー
と
し
て
の
機
能
を
果
た
さ
な
い
の
で
あ
り
、
ま

た
降
雨
な
ど
に
よ
る
侵
食
の
度
合
い
を
増
す
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
良
好
と
は
い
え
な
い
環
境
に
あ
り
な
が
ら
も
、
土

壌
分
析
や
そ
の
他
の
自
然
科
学
分
析
に
よ
っ
て
判
明
し
て
い
る
こ
と
も
多
い
。

ま
ず
、
平
成
五
年
（
一
九
九
三
）
調
査
時
に
採
集
さ
れ
た
黒
丸
遺
跡（
11
）Ⅱ
―
四
区
東
壁
Ⅱａ
層
〜
Ⅳ
ｂ
層
ま
で
の
層
か
ら
採
取
さ
れ
た
六
点

の
植
物
珪
酸
体（
プ
ラ
ン
ト
・
オ
パ
―
ル
）分
析
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
分
析
は
植
物
の
細
胞
内
に
あ
る
ガ
ラ
ス
主
成
分
で
あ
る
珪
酸（SiO

2

）が
、
植

物
枯
死
後
も
土
壌
中
に
残
る
性
質
を
利
用
し
て
分
析
す
る
方
法
で
あ
る
。
分
析
結
果
は
図
４
―
37
・
38
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
表
の
中
で
Ⅳ
層
は

縄
文
時
代
晩
期
以
前
の
層
で
、
Ⅳａ
及
び
Ⅳ
ｂ
層
で
は
ウ
シ
ク
サ
族
型
や
棒
状
珪
酸
体
が
多
く
検
出
さ
れ
る
の
に
対
し
、
縄
文
時
代
か
ら
弥
生

時
代
の
Ⅲａ
層
よ
り
上
の
層
か
ら
は
イ
ネ
が
多
量
に
検
出
さ
れ
て
い
る
。
Ⅲ
ｂ
層
は
縄
文
時
代
〜
弥
生
時
代
、
Ⅲａ
層
は
弥
生
時
代
か
ら
古
代
に

比
定
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
結
果
か
ら
Ⅳ
層
の
堆
積
環
境
は
ヨ
シ
属
が
多
く
育
成
す
る
湿
地
的
な
環
境
で
、
周
辺
に
は
ス
ス
キ
属
や
ネ
ザ
サ
節
な

ど
の
植
生
が
見
ら
れ
た
。
Ⅲ
ｂ
層
も
ほ
ぼ
同
様
の
環
境
で
あ
っ
た
が
、
Ⅲａ
層
の
時
期
に
は
湿
地
を
利
用
し
た
水
田
耕
作
が
開
始
さ
れ
た
と
想
定

さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
同
時
に
実
施
さ
れ
た
花
粉
分
析
で
は
、
最
下
層
の
Ⅳ
ｂ
層
で
は
樹
木
の
多
い
環
境
で
、
コ
ナ
ラ
属
コ
ナ
ラ
亜
属
が
優
占
し
、
ク
リ
―
シ

イ
属
が
出
現
し
、
樹
木
が
多
く
繁
茂
す
る
環
境
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
Ⅲａ
層
（
弥
生
時
代
〜
古
代
）で
は
草
本
花
粉
が
樹
木
花
粉
に
優
占
し
、

イ
ネ
科
が
高
率
で
出
現
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
Ⅲａ
層
堆
積
時
に
は
湿
地
や
草
地
を
拓
い
て
水
稲
耕
作
を
開
始
し
た
で
あ
ろ
う
と
、
植
物

珪
酸
体
分
析
と
同
様
の
結
果
が
提
示
さ
れ
て
い
る（
12
）。
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図４‐37　黒丸遺跡Ⅱ－４区植物珪酸体分析結果� （長崎県教育委員会　長崎県文化財調査報告書第127集より）

図４‐38　黒丸遺跡における主要花粉組成図（花粉総数が基数）
� （長崎県教育委員会　長崎県文化財調査報告書第127集より）
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風
土
記
に
載
せ
る
彼
杵
郡

さ
て
、
古
代
の
日
本
の
地
誌
や
風
物
を
描
い
た
も
の
に
風
土
記
が
あ
る
。
現
存
す
る
風
土
記
は
常
陸
国
・
播
磨
国
・
出
雲
国
・
豊
後
国
・
肥

前
国
の
五
風
土
記
の
み
で
あ
る
。
他
に
江
戸
時
代
初
期
以
降
に
、
風
土
記
か
ら
散
逸
し
た
と
思
わ
れ
る
記
事
を
採
録
し
た
も
の
を
逸
文
と
い
う

形
で
纏
め
ら
れ
た
史
料
も
あ
る
。

ま
た
、風
土
記
と
対
を
な
す
も
の
と
し
て
古
代
の
歴
史
を
主
体
に
綴
っ
た
も
の
に『
古
事
記
』や『
日
本
書
紀
』が
あ
る
。『
古
事
記
』は
和
銅
五

（
七
一
二
）年
に
編
纂
・
上
梓
さ
れ
た
。
風
土
記
は『
続
日
本
紀
』元
明
天
皇
の
条
に
よ
る
と

五
月
甲
子
、
畿き

内な
い

と
七し

ち
だ
う道

と
の
諸く

に
ぐ
に国

の
郡こ

ほ
り

・
郷さ

と

の
名な

は
、
好よ

き
字じ

を
着つ

け
し
む
。
そ
の
郡こ

ほ
り

の
内う

ち

に
生な

れ
る
、
銀

し
ろ
か
ね・

銅
あ
か
が
ね・

彩さ
い
し
き色

・
草く

さ

・
木き

・

禽と
り

・
獣

け
だ
も
の・

魚う
を

・
虫む

し

等
の
物も

の

は
、
具つ

ぶ
さ

に
色し

き
も
く目

を
録し

る

し
、
土と

ち地
の
沃よ

く
せ
き塉

、
山さ

ん
せ
ん
げ
ん

川
原
野や

の
名み

や
う
が
う号

の
所し

よ
い
う由

、
ま
た
、
古こ

老ら
う

の
相あ

ひ
つ
た伝

ふ
る
旧き

う
ぶ
ん聞

・
異い

じ事
は
、

史し

籍せ
き

に
載し

る

し
て
言ご

ん
じ
や
う上

せ
し
む
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、和
銅
六（
七
一
三
）年
に
風
土
記
撰
進
の
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
が
、成
立
年
代
に
つい
て
は
今
一
つ
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し『
続

日
本
紀
』元
正
天
皇
養
老
四（
七
二
〇
）年
五
月
に
完
成
し
た『
日
本
書
紀
』と
同
様
の
内
容
の
記
事
を
載
せ
て
い
る
こ
と
や
、『
出
雲
国
風
土
記
』

に
載
せ
る

右み
ぎ

の
件く

だ
む

の
郷き

や
う

の
字じ

は
、
霊り

や
う
き亀

元
年ね

ん

の
式し

き

に
依よ

り
て
、
里り

を
改あ

ら
た

め
て
郷き

や
う

と
為な

す
。
そ
の
郷き

や
う

の
名な

の
字じ

は
、
神じ

ん

亀き

三
年ね

ん

の
民た

み
の
つ
か
さ

部
省
の
口く

宣せ
む

を
被

か
が
ふ

り
て
改あ

ら
た

む
。

に
よ
り「
里
」を
用
い
ず「
郷
」を
用
い
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
天
平
十
二（
七
四
〇
）年
の
郷
里
制
廃
止
以
前
の
上
梓
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
八
世
紀
前
半
頃
に
な
っ
た
『
肥
前
国
風
土
記
』
は
現
在
の
佐
賀
・
長
崎
県
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
基
肄
郡
以
下
一
一
郡
に
つ
い
て
触
れ
、

県
内
で
は
松
浦
郡
、
彼
杵
郡
、
高
来
郡
の
三
郡
を
収
録
し
て
い
る
。
彼
杵
郡
に
は
四
郷
あ
る
も
の
の
浮
穴
郷
と
周
賀
郷
の
み
を
載
せ
、
大
村
郷

と
彼
杵
郷
は
記
載
さ
れ
て
な
く
散
逸
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
魏
志
』倭
人
伝
に
は「
倭
の
地
は
温
暖（
中
略
）真
珠
・
青
玉
を
出
だ
す
。」「
壱
与
、
倭
の
太
夫
率
善
中
郎
将
掖
邪
狗
等
二
〇
人
を
遣
わ
し

（
中
略
）
白
珠
五
千
孔
・
青
大
勾
珠
二
枚
（
中
略
）
を
貢
す
。」
と
記
す
よ
う
に
鮑
玉
や
真
珠
が
多
く
獲
れ
た
の
で
あ
る
。
現
在
は
め
っ
き
り
少

二  
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な
く
な
っ
た
が
、
大
村
湾
の
波
静
か
な
海
面
に
幾
艘
も
の
真
珠
筏
が
浮
か
ん
で
い
た
の
は
昭
和
の
風
物
詩
で
あ
っ
た
。
我
が
国
で
は
古
来
よ
り
真

珠
を
産
し
て
お
り
、
高
知
県
宿
毛
貝
塚
や
福
井
県
鳥
浜
貝
塚
な
ど
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。

七
世
紀
前
半
頃
の
様
子
を
記
す『
肥
前
国
風
土
記
』（
13
）に
、

速は
や
き来

の
門と　

郡ぐ
ん

の
西せ

い
ほ
く北

に
あ
り
。　

此こ

の
門も

ん

の
潮し

お

の
来き

た

る
は
、
東ひ

が
し

に
潮し

お
お
ち落

つ
れ
ば
西に

し

に
涌わ

き
登の

ぼ

る
。
涌わ

く
響お

と

、
雷
の
音お

と

に
同ひ

と

し
。
因よ

り
て

速は
や
し
ら
い来

の
門も

ん

と
い
う
。
又ま

た

、

れ
し
げ

る
木き

あ
り
。
本も

と

は
地つ

ち

に
著つ

き
、
末す

え

は
海う

み

に
沈し

ず

め
り
。
海
藻も

早
く
生
う
る
を
以
ち
て
、
貢

み
つ
ぎ

上
に
擬あ

つ
。」、
ま

た
「
彼
杵
の
郡　

郷
四
所
、
里
七
、
駅
二
所
、
烽
三
所
。
昔

む
か
し

者
、
纏ま

き
む
く向

の
日
代
に
宮
に
御

あ
め
の
し
た
し
ら
し
め

宇
し
し
天す

め
ら
み
こ
と

皇
、
球
磨
噌
唹
を
誅つ

み
ない

滅
ぼ
し
て

凱か
ち
か
え旋

り
ま
し
し
時
、
天
皇
豊
前
の
国
、
宇
佐
の
海
濱
の
行か

り
み
や宮

に
在
し
て
、
陪お

も
と
び
と従

の
神か

み
し
ろ
の
あ
た
い

代
直
に
勒お

お

せ
て
、
此
の
郡
の
速
来
の
村
に
遣
り
て
土

蜘
蛛
を
捕
ら
し
め
た
ま
い
き
。
こ
こ
に
人
あ
り
、
名
を
速は

や
き
つ
ひ
め

来
津
姫
と
い
う
。
此
の
婦
女
の
申
し
け
ら
く
。
妾
が
弟
、
名
を
健た

け

つ

み

ま

津
三
間
と
い
い
、

健
村
の
里
に
住
め
り
。
此
の
人
、
美
し
き
玉
有
た
り
。
名
を
石
上
の
神
の
木い

た

び

だ

ま

蓮
子
玉
と
い
い
、（
中
略
）一
つ
は
白
珠
と
い
う
。（
中
略
）亦
申

し
け
ら
く
、
人
あ
り
、
名
を
箆の

や
な簗

と
い
い
、
川
岸
の
村
に
住
め
り
。
此
の
人
、
美
し
き
玉
有
た
り
。（
中
略
）
神
代
直
、
此
の
三
色
の
玉
を

捧
げ
て
、
還
り
て
御み

も
と

に
献
り
き
。
時
に
天
皇
、
勅
り
た
ま
い
し
く
。
此
の
国
は
具そ

な
い
だ
ま

足
玉
の
国
と
謂
う
べ
し
、
と
の
り
た
ま
い
き
。
今
、
彼

杵
の
郡
と
謂
う
は
訛

よ
こ
な
まれ

る
な
り
。

と
記
す
。
速
来
は
早
岐
と
考
え
ら
れ
、こ
こ
に
は
邑
長
・
速
来
津
姫
が
お
り
、神
代
直
に
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、そ
の
弟
・
健
津
三
間
、

箆
簗
が
秘
蔵
す
る
三
色
の
玉
の
こ
と
を
告
げ
、
遂
に
天
皇
に
献
上
し
た
こ
と
を
伝
え
る
。
木
蓮
子
玉
と
は
イ
タ
ビ
カ
ズ
ラ
の
実
で
熟
す
る
と
黒
色

に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
黒
い
玉
す
な
わ
ち
黒
真
珠
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
た
白
珠
は
真
珠
の
こ
と
と
思
わ
れ
大
村
湾
に
産
す
る
天
然
真

珠
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
箆
簗
の
玉
は
麗
し
き
玉
で
別
の
色
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
玉
は
神
の
依
り
代
で
あ
り
、
ま
た
祭
祀
の
神
宝

と
し
て
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
を
剥
取
す
る
こ
と
で
貢
納
民
化
さ
せ
た
こ
と
を
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
白
玉
に
つい
て
は
壱
岐
の
原
の
辻
遺
跡
の
出
土
木
簡
が
あ
る（
14
）。
木
簡
は
土
壙
か
ら
五
点
出
土
し
、
時
期
は
奈
良
・
平
安
期
と
思
わ
れ
る
。

文
字
判
読
不
明
の
木
簡
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
一
点
に
「
白
玉
六
□
（
升
又
は
斤
）」
や
「
高
□
（
杖
カ
）」の
文
字
が
読
み
取
れ
、
こ

の
白
玉
が『
肥
前
国
風
土
記
』や
『
日
本
書
紀
』に
い
う
白
玉
、
す
な
わ
ち
天
然
の
真
珠
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
武
烈
即
位
前
紀
に
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い
う
「
蝮
白
玉（
婀あ

わ

び

し

ら

た

ま

波
寢
之
羅
蛇
魔
）」
も
、
そ
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
、
宇
久
島
の
宮
ノ
首
遺
跡（
15
）や
壱
岐
郡
勝
本
町
の
串
山
ミ
ル
メ
浦
遺

跡（
16
）は
ア
ワ
ビ
を
採
取
・
加
工
・
貢
納
し
た
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

ま
た
記
紀
、
風
土
記
の
神
武
東
征
や
景
行
西
征
に
た
び
た
び
土
蜘
蛛
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
土
蜘
蛛
と
は
、
当
時
の
大
和
朝
廷
に
従
わ

な
い
地
方
の
勢
力
を
主
に
表
現
し
て
お
り
、「
土
＝
天
に
対
す
る
地
の
意
」、「
蜘
蛛
＝
力
強
き
意
＝
く
ま
の
転
で［
き
み
］・［
か
み
］
と
同
義
」
と

解
さ
れ
る
。『
肥
前
国
風
土
記
』で
は
十
箇
所
に
土
蜘
蛛
が
記
載
さ
れ
る
。
佐
賀
郡
川
上
（
大
山
田
女
・
狭
山
田
女
）、
小
城
郡
、
松
浦
郡
賀か

す周

の
里（
海み

る
か
し
い
ひ
め

松
橿
媛
）、
同
郡
大
家
の
嶋（
大
身
）、
同
郡
値
嘉
の
郷（
小
近
・
大
耳
、
大
近
・
垂
耳
）、
杵
島
郡
嬢お

み
な
や
ま

子
山（
八
十
女
）、
同
郡
能
美
郷

（
大
白
、
中
白
、
少
白
）、
彼
杵
郡
速
来
村
（
速
来
津
姫
）、
同
郡
浮
穴
郷
（
浮
穴
沫
媛
）、
同
郡
周
賀
郷
（
鬱
比
表
麻
呂
）
な
ど
で
あ
る
。
以

上
の
う
ち
、半
数
は「
ヒ
メ
」と
称
さ
れ
、女
性
で
あ
り
か
つ
邑
長
と
考
え
ら
れ
る
。
女
性
で
霊
能
に
長
け
た
者
と
し
て
想
起
さ
れ
る
の
に『
魏
志
』

倭
人
伝
に
い
う
「
鬼
道
に
事
え
、
能
く
衆
を
惑
わ
す
」
卑
弥
呼
が
い
る
。
彼
女
ら
は
倭
国
大
乱
や
景
行
西
征
な
ど
の
国
難
に
際
し
て
推
戴
さ
れ

た
祭
政
に
関
す
る
権
能
者
で
あ
り
、
民
衆
の
代
表
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

註（
１
）　�

長
岡
信
治
「
黒
丸
遺
跡
の
地
形
と
地
質
」『
黒
丸
遺
跡
Ⅱ　

都
市
計
画
道
路
杭
出
津
・
松
原
線
改
良
工
事
に
伴
う
発
掘
調
査
報
告
書
』
長
崎
県
文
化
財

調
査
報
告
書
第
１
３
２
集　
一
九
九
七

（
２
）　�

長
崎
県
教
育
委
員
会『
黒
丸
遺
跡
Ⅱ　

都
市
計
画
道
路
杭
出
津
・
松
原
線
改
良
工
事
に
伴
う
発
掘
調
査
報
告
書
』長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
１
３

２
集　
一
九
九
七

（
３
）　

長
崎
県
教
育
委
員
会『
黒
丸
遺
跡
Ⅲ
』長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
２
０
１
集　
二
〇
〇
九

（
４
）　

長
崎
県
教
育
委
員
会『
黒
丸
遺
跡
Ⅳ
』長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
２
０
４
集　
二
〇
一
〇

（
５
）　

黒
丸
遺
跡
調
査
会『
黒
丸
遺
跡
』長
崎
県
大
村
市
黒
丸
町
所
在
黒
丸
遺
跡
の
調
査
報
告　
一
九
八
〇

（
６
）　

大
村
市
教
育
委
員
会
「
第
三
章　

黒
丸
遺
跡
の
調
査
」『
市
内
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
３
』大
村
市
文
化
財
調
査
報
告
第
34
集　
二
〇
〇
九

（
７
）　�

大
村
市
教
育
委
員
会
「
第
三
章　
一　

黒
丸
遺
跡
」『
黒
丸
遺
跡
ほ
か
発
掘
調
査
概
報V

ol.1　
1994

〜1997

』大
村
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
20

集　
一
九
九
七
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（
８
）　

稗
田
遺
跡
調
査
会『
稗
田
遺
跡　

弥
勒
寺
地
区
農
業
構
造
改
善
事
業
に
か
か
る
遺
跡
の
発
掘
調
査
報
告
書
』　
一
九
八
八

（
９
）　�

大
村
市
教
育
委
員
会
「
三　

岩
名
遺
跡
」『
黒
丸
遺
跡
ほ
か
発
掘
調
査
概
報V

ol.2　

1997

〜1999

』大
村
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
24
集　
二
〇

〇
〇

（
10
）　

虎
尾
俊
哉
編『
訳
注
日
本
史
料　

延
喜
式
』上
・
中　

集
英
社　
二
〇
〇
〇
・
二
〇
〇
九

（
11
）　

株
式
会
社　

古
環
境
研
究
所
「
Ⅰ
．
黒
丸
遺
跡
の
植
物
珪
酸
体
分
析
」『
黒
丸
遺
跡
Ⅰ
』長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
１
２
７
集　
一
九
九
六

（
12
）　

株
式
会
社　

古
環
境
研
究
所
「
Ⅱ
．
黒
丸
遺
跡
に
お
け
る
花
粉
分
析
」『
黒
丸
遺
跡
Ⅰ
』長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
１
２
７
集　
一
九
九
六

（
13
）　

久
松
濳
一
校
註
「
風
土
記
」
上『
日
本
古
典
選
』　

朝
日
新
聞
社　
一
九
七
七

（
14
）　�

長
崎
県
教
育
委
員
会『
原
の
辻
遺
跡　

幡
鉾
川
流
域
総
合
整
備
計
画
（
圃
場
整
備
事
業
）
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
緊
急
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅰ
』長
崎
県
文

化
財
調
査
報
告
書
第
１
２
４
集　
一
九
九
五

（
15
）　

宇
久
町
教
育
委
員
会『
宮
ノ
首
遺
跡
』宇
久
町
文
化
財
調
査
報
告
書
２　
一
九
九
一

（
16
）　

勝
本
町
教
育
委
員
会『
串
山
ミ
ル
メ
浦
遺
跡
―
第
２
次
調
査
報
告
書
―
』勝
本
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
７
集　
一
九
八
九

前
節
に
お
い
て
古
墳
時
代
の
期
間
を
三
世
紀
中
頃
か
ら
七
世
紀
代
と
記
し
て
き
た
が
、
本
市
に
お
い
て
は
古
墳
の
築
造
は
七
世
紀
代
も
継
続

し
て
お
り
、
古
墳
時
代
の
終
焉
を
単
一
に
引
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
七
世
紀
中
頃
に
律
令
国
家
の
形
成
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ

の
新
し
い
規
定
に
よ
っ
て
歴
史
上
の
時
代
概
念
は
画
す
べ
き
で
あ
り
、
古
墳
時
代
の
終
わ
り
に
つ
い
て
は
七
世
紀
を
も
っ
て
終
焉
す
る
と
し
た
い
。

ま
た
新
谷
尚
紀
は

前
方
後
円
墳
の
消
滅
す
る
六
〇
〇
年
前
後
が
古
墳
時
代
の
終
焉
で
あ
り
（
中
略
）
七
世
紀
、
六
〇
〇
年
代
に
入
る
と
も
は
や
古
墳
時
代
で

は
な
い
。
七
世
紀
、
六
〇
〇
年
代
の
約
一
〇
〇
年
間
は
「
記
紀
」
を
基
礎
資
料
と
す
る
文
献
史
学
の
対
象
と
し
て
鮮
明
化
し
て
く
る
時
代

で
あ
り
（
中
略
）
群
集
墳
な
ど
を
対
象
と
す
る
六
〇
〇
年
代
の
墳
墓
研
究
は
、
あ
く
ま
で
も
古
代
墳
墓
の
研
究
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
古
墳

時
代
」の
研
究
で
は
な
い
。

と
し
て
い
る（
１
）。

第
五
節
　
古
墳
時
代
の
終
焉
と
郡
司
へ
の
道
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『
日
本
書
紀
』孝
徳
天
皇
大
化
二
年（
六
四
六
）に

甲か
ふ
し
ん申

に
、
詔

み
こ
と
の
りし

て
曰の

た
ま

は
く
、
朕わ

れ

聞き

け
ら
く
、
西せ

い

土ど

の
君き

み

、
其そ

の
民た

み

を
戒い

ま
し

め
て
曰い

へ
ら
く
、
古

い
に
し
への

葬さ
う

、
高た

か

き
に
因よ

り
て
墓ぼ

と
す
。
封つ

ち
つ

か
ず
樹き

う

ゑ
ず
。
棺

く
わ
ん
く
わ
く槨

は
以も

ち
て
骨ほ

ね

を
朽く

た

す
に
足た

り
、
衣い

衿き
ん

は
以
ち
て
宍し

し

を
朽
す
に
足
る
の
み
。

で
始
ま
る
一
文
が
、
い
わ
ゆ
る
大
化
の
薄
葬
令
と
一
般
に
呼
ば
れ
て
い
る
令
の
一
文

で
、
そ
の
後
に
王
以
下
の
墓
の
規
定
を
定
め
て
い
る（
２
）。
表
に
す
る
と
表
４
―
６
の
と

お
り
で
あ
る
。

こ
の
詔
は
畿
内
に
お
い
て
は
七
世
紀
中
葉
以
降
に
群
集
墳
が
見
ら
れ
な
く
な
る
こ

と
や
、
表
４
―
６
の
規
定
に
基
づ
く
横
口
式
石
棺
を
埋
葬
し
た
墳
墓
が
見
ら
れ
る
こ
と

な
ど
に
よ
り
、
か
な
り
効
果
を
挙
げ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る（
３
）。
横
口
式
石
棺

と
し
て
は
有
名
な
鬼
の
俎
や
鬼
の
雪
隠
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
続
け
て

凡
そ
王
よ
り
以
下
庶
民
に
至い

た

る
ま
で
に
、
殯

も
が
り
や
つ
く営

る
こ
と
得え

ざ
れ

と
し
、
殯
の
禁
止
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
実
施
さ
れ
て
い
た
葬
送
儀
礼

が
厚
葬
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
期
間
が
長
期
に
及
ぶ
こ
と
に
よ
る
弊
害
が
認
め
ら
れ
た

た
め
と
い
わ
れ
て
い
る（
３
）。

和
田
萃
は
、

殯
と
は
、
人
の
死
後
埋
葬
す
る
ま
で
の
間
遺
体
を
小
屋
内
に
安
置
し
た
り
、

さ
ら
に
は
仮
埋
葬
し
て
、
遺
族
や
近
親
の
も
の
が
小
屋
に
籠
っ
て
諸
儀
礼
を
尽

く
し
て
奉
仕
す
る
わ
が
国
古
代
に
お
い
て
普
遍
的
に
行
な
わ
れ
た
葬
制
で
あ
る
。

中
国
の
殯ヒ

ン

は
礼
に
基
づ
く
も
の
で
葬
礼
の
一
要
素
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、

表４‐６　『日本書紀』大化二斗薄葬令の規定

王以上 上臣 下臣 大仁・小仁 大礼－小智 庶民

石　
　
室

長さ ９尺 ９尺 ９尺 ９尺 ９尺 （なし）

広さ ５尺 ５尺 ５尺 ４尺 ４尺 （なし）

高さ （５尺） （５尺） （５尺） ４尺 ４尺 （なし）

墳
丘

方 ９尋 ７尋 ５尋 不封使平 不封使平 収埋於地

高さ ５尋 ３尋 ２．５尋

役
夫 1000人 500人 250人 100人 50人 （なし）

期
間 7日 5日 3日 1日 1日 （なし）

葬　
具

帷帳 白布 白布 白布 白布 白布 麁布

轜車 担而行之 （なし） （なし） （なし） （なし）
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わ
が
国
古
代
の
殯も

が
り

は
葬
礼
の
主
要
素
で
あ
り
、
殯
の
期
間
、
殯
宮
（
喪
屋
）の
起
こ
さ
れ
る
場
所
、
殯
宮
で
の
諸
礼
儀
な
ど
に
つ
い
て
、
中

国
の
殯ヒ

ン

と
い
ち
じ
る
し
い
違
い
が
あ
る
。（
中
略
）『
播
磨
国
風
土
記
』
飾
磨
郡
安
里
条
・
賀
毛
郡
玉
野
村
条
の
記
事
は
、
洗
骨
葬
を
示
し
て

い
る
と
の
解
釈
が
あ
る
が
、
あ
る
い
は
殯
に
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
骨
化
し
た
遺
骸
を
二
次
的
埋
葬
に
付
し
た
と
も
考
え
う
る
。
ま
た
、
一
石

室
か
ら
十
数
体
の
骨
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
殯
が
普
遍
的
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
現
象
を
追
葬

と
の
み
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
数
ヶ
所
で
殯
に
付
さ
れ
て
い
た
遺
骸
を
、一
石
室
に
同
時
に
埋
葬
し
た
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
た
場
合
、
そ
の
古
墳
を
家
族
墓
と
の
み
考
え
ず
に
、
村
落
の
共
同
墓
地
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
村
落
構
成
員

の
一
人
が
死
亡
す
れ
ば
た
だ
ち
に
古
墳
を
築
造
す
る
の
で
は
な
く
、
か
な
り
の
期
間
殯
に
付
し
て
お
き
、
数
体
を
一
度
に
埋
葬
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
し
て
、
殯
の
一
般
的
で
あ
ろ
う
動
向
に
つい
て
も
言
及
し
て
い
る（
３
）。

我
々
が
調
査
を
行
う
場
合
、
殯
に
供
さ
れ
た
遺
物
を
指
し
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
の
殯
と
い
う
行
為
は
地
方
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
は
十
分
に
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

薄
葬
令
に
基
づ
く
葬
送
の
規
律
化
と
殯
の
禁
止
は
地
方
に
お
い
て
も
着
実
に
浸
透
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
考
古
学
的
検
証
は
今
後
の
課
題
で

あ
る
。

た
だ
、
対
馬
市
の
矢
立
山
古
墳
群
は
、三
段
築
成
の
積
石
塚
方
墳
で
あ
り
、
対
馬
下
県
直
の
墳
墓
と
さ
れ
る
。
一
号
墳
の
墳
丘
の
規
模
は
大
略
、

下
段
で
一
一
㍍
、
中
段
で
七
㍍
、
上
段
で
五
㍍
を
測
り
、
石
室
は
無
袖
単
室
の
直
方
体
横
穴
式
石
室
で
、
石
室
の
平
面
は
長
方
形
を
示
し
て
い
る
。

法
量
は
長
さ・幅・高
さ
が
二
・
九
㍍
、
一
・
五
五
㍍
、
一
・
八
七
㍍
で
あ
る
。
こ
の
数
値
を
唐
尺（
三
〇
・
三
㌢
）と
一
尋
五
尺（
一
・
五
一
五
㍍
）

で
換
算
す
る
と
、
方
墳
の
一
辺
一
一
㍍
は
七
・
二
尋
に
、
ま
た
石
室
寸
法
は
各
々
九
・
六
、
四
・
七
、
六
尺
に
換
算
さ
れ
、
表
４
―
６
の
上
臣
ク
ラ

ス
の
規
制
を
見
て
取
れ
る（
４
）。
令
の
実
践
例
の
一
と
見
ら
れ
る
。

国
司
は
中
央
官
人
か
ら
の
登
用
で
あ
る
の
に
対
し
、
郡
司
は
在
地
か
ら
の
登
用
が
主
で
あ
っ
た
。『
令
集
解
』巻
十
七
選
叙
令
に
は

凡
そ
郡ぐ

ん

司じ

に
は
、
性し

や
う
し
き識

清せ
い
れ
む廉

に
し
て
、
時
の
務つ

と
め

に
堪
へ
た
ら
む
者ひ

と

を
取
り
て
、
大だ

い
り
や
う領

、
少せ

う
り
や
う領

と
為せ

よ
。
強こ

は

く
幹つ

よ

く
聡そ

う
び
ん敏

に
し
て
、
書し

よ
け
い計

に
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工た
く
み

な
ら
む
者ひ

と

を
、
主し

ゆ
し
や
う政

、
主し

ゆ
ち
や
う帳

と
為
よ
。
其
れ
大
領
に
は
外
従
八
位
上
、
少
領
に
は
外
従
八
位
下
に
叙
せ
よ
。
其
れ
大
領
、
少
領
、

才ざ
い
よ
う用

同
ぎ
く
は
、
先
づ
国こ

く
ざ
う造

を
取
れ
。

と
記
し
、
郡
司
は
聡
明
で
時
務
に
耐
え
得
る
者
を
充
て
て
大
領
・
少
領
と
し
、
ま
た
頑
健
・
聡
明
で
書
計
に
巧
み
な
者
は
主
政
・
主
帳
の
四
等

官
に
登
用
さ
れ
た
の
で
あ
る（
５
）。
ま
た
郡
司
は
司
法
・
行
政
に
対
し
相
対
的
に
独
立
的
な
権
限
を
有
し
、
国
司
の
も
と
で
権
限
を
執
行
し
た

と
さ
れ
る
。
ま
た
、
官
位
も
相
当
さ
れ
、
大
領
で
外
従
八
位
上
、
少
領
で
外
従
八
位
下
が
叙
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
給
与
の
保
障
は
貧
弱
で
あ

り
、
そ
の
反
対
給
付
と
し
て
大
領
に
六
町
、
少
領
に
四
町
、
主
政
・
主
帳
に
各
二
町
が
職
分
田
と
し
て
官
給
さ
れ
た（『
令
集
解
』
巻
十
二
田

令
）。
大
宝
二
年（
七
〇
二
）の「
筑
前
国
嶋
郡
川
辺
里
戸
籍
残
簡
」（
６
）に
は
、
同
郡
大
領
正
八
位
上
勲
十
等
肥
君
猪
手
の
家
族
構
成
と
し
て

一
二
四
名
を
記
し
、
家
父
長
的
奴
隷
性
家
族
で
口
分
田
一
三
町
六
反
一
二
〇
歩
と
官
給
田
を
合
わ
せ
た
二
〇
町
を
農
業
経
営
し
て
い
た
と
さ

れ
る
。
ま
た
そ
の
他
に
海
上
交
通
の
手
段
掌
握
や
製
塩
な
ど
に
も
従
事
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
古
代
の
郡
司
職
は
そ
の
才
覚
に
よ
り

実
力
を
十
分
に
発
揮
し
、
地
方
の
掌
握
・
管
理
を
適
切
に
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
も
紛
争
事
は
発

生
す
る
も
の
で
あ
る
。『
日
本
三
代
実
録
』巻
一
三
、
貞
観
八
年（
八
六
六
）七
月
十
五
日
の
記
事
と
し
て
、

十
五
日
丁
巳
、
大
宰
府
駅は

ゆ
ま

を
馳は

せ
て
奏そ

う
げ
ん言

し
け
ら
く
、
肥
前
国
基き

い
の
こ
お
り

肆
郡
の
人
川か

わ
べ
の邊

豊と
よ

穂ほ

告ま
お

さ
く
、
同そ

の
こ
お
り郡

の
擬ぎ

た
い
り
ょ
う

大
領
山や

ま
の
は
る
な
が

春
永
、
豊
穂
に
語

り
て
云
は
く
、「
新
羅
の
人
珎ち

ん
ぴ
ん
ち
ょ
う

賓
長
と
共
に
新
羅
国
に
渡
り
、
兵
弩
器
械
を
造
る
術
を
教な

ら

い
、
還
り
来
り
て
対
馬
嶋
を
撃
ち
取
ら
ん
。
藤

津
郡
の
領
葛く

ず

津つ

貞さ
だ

津つ

、
高
来
郡
の
擬
大
領
大た

ち刀
主ぬ

し

、
彼
杵
郡
の
人
永な

が
お
か岡

藤ふ
じ

津つ

等
、
是
れ
同
じ
く
謀
る
者
な
り
と
い
う
と
。
仍よ

り
て
射し

や
し
ゆ手

四
十
五
人
の
名み

ょ
う
ぶ簿

を
副
え
て
進

た
て
ま
つる

」と
。

と
記
し
て
い
る（
７
）。
す
な
わ
ち
令
外
の
官
で
あ
る
擬
大
領
の
山や

ま
の
は
る
な
が

春
永
が
豊
穂
に
言
う
に
は
新
羅
人
で
あ
る
珎
賓
長
と
新
羅
に
渡
っ
て
兵
器
の
製

作
法
を
教
示
し
、
対
馬
の
嶋
を
奪
取
し
よ
う
と
画
策
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
共
犯
者
と
し
て
藤
津
郡
領
の
葛
津
貞
津
、
高
来
郡
擬

大
領
大た

ち
の
ぬ
し

刀
主
、
彼
杵
郡
人
永
岡
藤
津
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
政
府
は
射
手
を
四
五
人
派
遣
し
て
対
応
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
原
因

が
何
で
あ
っ
た
の
か
、
結
果
は
ど
う
な
っ
た
の
か
は
記
載
さ
れ
て
な
く
判
然
と
し
な
い
が
、
後
続
記
事
が
な
い
こ
と
か
ら
決
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

地
方
の
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
郡
司
層
の
企
図
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
前
述
し
て
き
た
古
墳
に
葬
ら
れ
た
被
葬
者
の
末
裔
で
あ
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ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

三
代
実
録
の
記
事
が
、
彼
杵
・
藤
津
・
高
来
三
郡
を
含
む
反
政
府
行
動
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
新
羅
と
も
交
誼
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
と
類
似
す

る
も
の
と
し
て
、『
日
本
書
紀
』
継
体
紀
二
十
一
年
（
五
二
七
）
夏
六
月
の
条
に
載
せ
る
筑
紫
の
君
磐
井
の
乱
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

概
要
は
、
さ
き
に
新
羅
に
破
ら
れ
た
加
羅
・
喙と

く
こ
と
む

胡
呑
を
回
復
し
任
那
に
あ
わ
せ
よ
う
と
、
近
江
毛
野
の
臣
に
衆
六
万
を
率
い
て
任
那
に
派
兵
し

よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
筑
紫
の
国
の
造
・
磐
井
が
挙
兵
を
し
た
の
で
あ
る
。
新
羅
は
こ
の
こ
と
を
知
り
密
か
に
賄
賂
を
磐
井
の
も
と
に
送
り
、

毛
野
の
臣
の
軍
を
防
ぎ
遏
め
よ
と
力
づ
け
た
。
磐
井
は
火
国
（
肥
後
）、
豊
国
（
豊
前
・
豊
後
）
を
傘
下
に
治
め
朝
廷
への
恭
順
を
取
り
や
め
さ

せ
、
外
に
は
海
路
を
押
さ
え
て
高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
・
任
那
な
ど
か
ら
の
年
ご
と
の
貢
物
を
納
め
る
船
を
自
分
の
と
こ
ろ
に
引
き
入
れ
た
と
す
る
。

そ
こ
で
天
皇
は
物
部
大
連
麁
鹿
火
を
征
夷
大
将
軍
と
し
て
派
遣
し
、
翌
二
十
二
年
十
一
月
筑
紫
の
御
井
郡
（
福
岡
県
久
留
米
市
付
近
）の
熾

烈
な
戦
闘
で
磐
井
を
斬
り
、
境
界
を
定
め
た
と
す
る
。
翌
十
二
月
、
磐
井
の
子
葛
子
は
父
の
罪
に
連
座
し
て
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
糟
屋

の
屯
倉
を
献
上
し
て
死
罪
を
免
れ
る
よ
う
要
請
し
た
と
い
う
。

更
に『
風
土
記
逸
文
』（
８
）で
は
筑
紫
君
・
磐
井
の
墳
墓
の
所
在
と
規
模
、
墳
墓
に
接
す
る
衙
頭（
政
治
を
行
う
場
）や
石
人
・
石
馬
の
事
を
記

し
、
更
に
叛
乱
の
起
こ
っ
た
理
由
、
す
な
わ
ち
朝
廷
の
意
思
に
そ
む
き
寿
墓
（
生
前
に
自
分
の
墳
墓
を
作
る
こ
と
）
を
造
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
に

わ
か
に
官
軍
を
派
兵
し
戦
が
勃
発
し
た
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
。
そ
し
て
磐
井
は
豊
前
国
上
膳
県
に
逃
れ
、「
南
の
山
の
峻
し
き
嶺
の
曲
に
終
り

き
」と
し
て
い
る
。

筑
紫
国
造
家
に
生
ま
れ
た
磐
井
は
六
世
紀
前
半
代
か
ら
筑
・
豊
・
肥
に
威
を
張
る
ほ
ど
に
勢
力
範
囲
を
増
し
、
政
権
と
遂
に
は
敵
対
す
る
ほ

ど
の
実
力
を
持
つ
に
至
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
は
単
に
新
羅
と
の
友
誼
関
係
の
み
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
背
景
に
は
政
権
の
度

重
な
る
朝
鮮
派
兵
に
よ
る
疲
弊
な
ど
の
負
の
面
と
、
新
羅
と
の
交
易
に
役
立
つ
地
の
利
を
糟
屋
や
周
辺
の
津
に
そ
の
勢
力
を
及
ぼ
し
た
正
の
面
を

併
せ
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』や
『
風
土
記
逸
文
』に
土
蜘
蛛
と
し
て
で
は
な
く
、
個
人
名
と
し
て
の
筑
紫
の
君
磐
井
と
し
て
登

場
さ
せ
て
い
る
の
は
、
諸
書
の
編
纂
目
的
の
一
と
し
て
多
く
の
人
に
読
ま
せ
る
、
更
に
国
威
の
発
揚
と
し
て
表
示
し
た
感
を
強
く
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
。
伊
吉
島
造
・
壱
岐
島
造
は『
国
造
本
紀
』（
９
）で
は
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磐い
わ
れ
た
ま
ほ
の
み
か
ど
の
み
よ

余
玉
穂
朝
御
世（
継
体
）に
、
石
井
に
従
え
る
新
羅
の
海
辺
の
人
を
伐
し
、
天あ

ま
つ
み
ず
ご
り

津
水
凝
の
後
・
上か

み
つ
け
ぬ
の
あ
た
い

毛
布
直
を
も
っ
て
造

み
や
つ
こと

し
た
ま
う

と
し
、
磐
井
勢
力
の
根
底
か
ら
の
払
拭
を
行
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
た
壱
岐
島
に
所
在
す
る
双
六
古
墳
、
笹
塚
古
墳
、
兵
瀬
古
墳
、
鬼
の
窟
古
墳
、

掛
木
古
墳
な
ど
長
大
な
複
室
式
横
穴
式
石
室
を
も
つ
大
型
古
墳
に
関
し
て
広
瀬
和
雄
は

中
央
政
権
の
主
導
に
よ
っ
て（
中
略
）国
家
の
一
員
と
し
て
の
北
・
中
部
九
州
首
長
層
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
一
体
意
識
の
発
揚

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る（
10
）。
し
か
し
、
後
代
の
風
土
記
に
お
け
る
土
蜘
蛛
伝
説
や
温
泉
神
の
非
式
内

社
化
、
三
代
実
録
に
載
せ
る
郡
司
ら
の
企
て
な
ど
は
時
の
政
権
に
従
属
し
な
い
地
方
の
対
抗
で
あ
る
一
方
、
平
戸
島
志
々
岐
神
社
の
式
内
社
化
、

国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
佐
嘉
・
神
崎
で
の
建
立
、
壱
岐
島
分
寺
の
建
立
な
ど
も
、
肯
わ
な
い
民
への
遠
巻
き
の
懐
柔
策
で
あ
っ
た
と
も
想
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
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